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令和８年度 保育科・現代ビジネス科行事予定表
日 曜 ４月 日 曜 ５月

1 水 前期開始 1 金

2 木 2 土 集中講義「音楽療法総合演習」（１・２・３限）

3 金 ２年生・３年生オリエンテーション 
全学科２・３年生：結核検診（12：20～） 3 日 憲法記念日

4 土 4 月 みどりの日

5 日 5 火 こどもの日

6 月 ２年生・３年生授業開始 6 水 振替休日

7 火 入学式 
２年生・３年生終日休講（９日まで） 7 木

8 水 新入生オリエンテーション 8 金

9 木 新入生オリエンテーション 
全学科１年生：結核検診（12：50～） 9 土 集中講義「音楽療法総合演習」（１・２・３限）

10 金 新入生授業開始、２・３年生授業再開 
前期履修科目登録締切（13：00） 10 日

11 土 11 月

12 日 12 火

13 月 前期履修科目登録確認表（学生時間割）配付（8：50～） 
前期履修科目登録変更期間～16日 13 水 ガイダンスアワー③

14 火 前期履修科目登録変更期間～16日 14 木

15 水 前期履修科目登録変更期間～16日 
ガイダンスアワー① 15 金

16 木 前期履修科目登録変更期間最終日 16 土 集中講義「音楽療法総合演習」（１・２・３限）

17 金 学生内科健診13：00～（２ＡＢＣＤ） 17 日

18 土 保育士試験筆記試験（４号館） 
集中講義「音楽療法総合演習」（１・２・３限）（１号館）18 月 腸内細菌回収（保育所見学実習・教育実習）

19 日 保育士試験筆記試験（４号館） 19 火 腸内細菌発送（保育所見学実習・教育実習）

20 月 20 水 教育実習前指導（保Ｓ２・Ｌ３）１・２限 
ガイダンスアワー④

21 火 21 木

22 水 学生内科健診13：00～（３Ｄ・２Ｅ・現１・現２） 
ガイダンスアワー② 22 金

23 木 23 土 第１回オープンキャンパス

24 金 24 日

25 土 春の忍ケ丘祭 25 月

26 日 26 火

27 月 27 水 学生内科健診13：00～（保Ｓ１）

28 火 28 木

29 水 昭和の日 29 金

30 木 30 土 集中講義「音楽療法総合演習」（１・２・３・４限）

31 日

・日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）説明会
・保育士修学資金説明会（保育科）
・新入生「学生駐車場許可者集会」
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日 曜 ６月 日 曜 ７月

１ 月 教育実習（保Ｓ２・Ｌ３）～６月19日 １ 水

２ 火 ２ 木

３ 水 ３ 金

４ 木 ４ 土

５ 金 保育所見学実習（保Ｓ１・Ｌ２） ５ 日

６ 土 保護者会・後援会総会 ６ 月

７ 日 ７ 火 七夕夕涼み会（夏の忍ケ丘祭）

８ 月 ８ 水

９ 火 施設見学学内実習（保Ｓ１・Ｌ２）１・２限 ９ 木

10 水 10 金

11 木 11 土 発達障がい児支援実習前指導（履修登録者のみ）１・２限

12 金 12 日

13 土 13 月

14 日 14 火

15 月 15 水 保育実習Ⅰｂ前指導（保Ｓ２・Ｌ３） 
ガイダンスアワー⑦

16 火 16 木

17 水 ガイダンスアワー⑤ 17 金 前期試験・試験期間特別時間割～８月８日

18 木 18 土 補講・試験 　情報処理検定

19 金 教育実習終了（保Ｓ２・Ｌ３） 19 日

20 土 第２回オープンキャンパス 20 月 海の日

21 日 21 火

22 月 22 水

23 火 23 木

24 水 ガイダンスアワー⑥ 24 金

25 木 25 土 第３回オープンキャンパス

26 金 26 日

27 土 27 月

28 日 色彩検定 28 火

29 月 29 水

30 火 30 木

31 金

・日本学生支援機構奨学金（貸与）返還誓約書説明会及び提出 ・保Ｓ１・保Ｌ２：集中講義「合唱Ⅰ」
・後期学生駐車場使用申請期間（７／１～７／10）
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日 曜 ８月 日 曜 ９月

1 土 補講・試験 1 火 夏期休業開始～９月30日

2 日 2 水

3 月 腸内細菌回収（保育実習Ⅰｂ・体験実習・発達障害） 3 木

4 火 腸内細菌発送（保育実習Ⅰｂ・体験実習・発達障害） 4 金

5 水 5 土

6 木 6 日

7 金 7 月

8 土 補講・試験 8 火

9 日 9 水

10 月 10 木

11 火 山の日 11 金

12 水 12 土

13 木 13 日

14 金 14 月 保育実習Ⅰｂ（保Ｓ２・Ｌ３）３班～９月30日

15 土 15 火

16 日 16 水

17 月 保育実習Ⅰｂ（保Ｓ２・Ｌ３）１班～８月28日 17 木

18 火 18 金

19 水 前期試験結果掲示及び指導期間～25日 
（保１、保Ｓ２・Ｌ３の保育実習Ⅰｂ２班・３班、現ビ）19 土

20 木 20 日

21 金 21 月 敬老の日

22 土 第４回オープンキャンパス 22 火 国民の休日

23 日 23 水 秋分の日

24 月 腸内細菌回収（保育実習Ⅰｂ・体験実習・発達障害） 24 木

25 火 腸内細菌発送（保育実習Ⅰｂ・体験実習・発達障害） 25 金 第１回教職員・学生連絡協議会

26 水 保１：集中講義「おもちゃと絵本Ⅰ」 26 土

27 木 保１：集中講義「おもちゃと絵本Ⅰ」 27 日

28 金 保１：集中講義「おもちゃと絵本Ⅱ」 28 月

29 土 29 火

30 日 30 水 夏季休業終了　前期終了

31 月
前期試験結果掲示及び指導期間～９月４日 

（保Ｓ２・Ｌ３の保育実習Ⅰｂ　１班） 
保育実習Ⅰｂ（保Ｓ２・Ｌ３）２班～９月11日
保１：集中講義「おもちゃと絵本Ⅱ」

・2026年度後期科目等履修生志願受付（12時必着）
・保Ｓ１・保Ｌ２：集中講義「合唱Ⅰ」
・保Ｓ２・保Ｌ３：集中講義「音楽療法実践」
・保１（２・３年課程）：集中講義「障がいと社会」
・日本学生支援機構（給付）適格認定会議

・2026年度後期科目等履修生志願者面接試験
・2026年度後期科目等履修生選考・合格発表（終了後電話連絡・翌日発送）
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日 曜 10月 日 曜 11月

1 木 後期開始　後期オリエンテーション　 
前期成績通知書配付（13：00～） 1 日

2 金 後期授業開始 
後期履修科目登録締切（13：00） 2 月

3 土 3 火 文化の日

4 日 4 水 基本実習（保Ｓ１）～11月６日

5 月 5 木

6 火 後期履修科目登録確認表（学生時間割）配付（8：50～） 
後期履修科目登録変更期間～８日 6 金 基本実習（保Ｓ１）終了

7 水 後期履修科目登録変更期間～８日 7 土

8 木 後期履修科目登録変更期間最終日 8 日

9 金 後期履修科目登録者名簿確認期間～24日 9 月 基本実習（保Ｌ２）～11月11日 
保育実習Ⅱ（保Ｓ２・Ｌ３）～11月21日

10 土 10 火

11 日 11 水 基本実習（保Ｌ２）終了

12 月 スポーツの日 12 木

13 火 腸内細菌回収（基本実習保Ｓ１） 13 金

14 水 腸内細菌発送（基本実習保Ｓ１） 14 土

15 木 月曜校時 15 日 秘書検定

16 金 16 月

17 土 17 火

18 日 18 水

19 月 腸内細菌回収（基本実習保Ｌ２・保育実習Ⅱ） 19 木

20 火 基本実習前指導（保Ｓ１・Ｌ２）１・２限 
腸内細菌発送（基本実習保Ｌ２・保育実習Ⅱ） 20 金

21 水 21 土 保育実習Ⅱ（保Ｓ２・Ｌ３）終了

22 木 22 日

23 金 ３・４限　秋の忍ケ丘祭準備（全学休講） 23 月 勤労感謝の日

24 土 秋の忍ケ丘祭／国際大学　大学祭 24 火

25 日 国際大：大学祭 25 水 月曜校時（１～３限） 
ガイダンスアワー⑨

26 月 26 木

27 火 27 金

28 水 28 土

29 木 29 日

30 金 30 月 保育実習Ⅲ（保Ｓ２・Ｌ３履修登録者のみ）～12月11日

31 土

・現２：集中講義「医療情報学」
・保Ｓ２・保Ｌ３：集中講義「障がいのある子どもと保育」
・日本学生支援機構奨学金（貸与）リレー講座説明会
・保育士修学資金貸付制度継続確認報告

・現２：集中講義「医療情報学」
・保Ｓ２・保Ｌ３：集中講義「障がいのある子どもと保育」
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日 曜 12月 日 曜 １月

1 火 保育実習前指導（保Ｓ１・Ｌ２）１～４限 1 金 元日

2 水 2 土

3 木 3 日

4 金 4 月 冬季休業終了

5 土 5 火 後期授業再開

6 日 6 水

7 月 腸内細菌回収（体験実習） 7 木

8 火 腸内細菌発送（体験実習） 8 金

9 水 9 土

10 木 10 日

11 金 保育実習Ⅲ（保Ｓ２・Ｌ３履修登録者のみ）終了 11 月 成人の日

12 土 情報処理検定 12 火

13 日 13 水 合同実習報告会（保Ｓ１・保２・保Ｌ３）３限

14 月 14 木

15 火 15 金

16 水 16 土

17 木 17 日

18 金 18 月 後期補講・試験特別時間割期間～２月８日

19 土 19 火 第２回教職員・学生連絡協議会

20 日 20 水 ガイダンスアワー⑩

21 月 21 木

22 火 22 金

23 水 クリスマスミニコンサート（冬の忍ケ丘祭） 23 土 補講・試験

24 木 冬季休業開始～ 24 日

25 金 25 月 腸内細菌回収（保育実習Ⅰａ）

26 土 26 火 腸内細菌発送（保育実習Ⅰａ）

27 日 27 水

28 月 28 木

29 火 29 金

30 水 30 土

31 木 31 日

・現２：集中講義「医療情報学」
・保Ｓ２・保Ｌ３：集中講義「障がいのある子どもと保育」
・日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）継続に関する説明会



－ 6 －

日 曜 ２月 日 曜 ３月

1 月 1 月 後期試験結果掲示及び指導期間～５日 
（保１年生・保２ＤＥ・現ビ１年生）

2 火 2 火 学科会

3 水 3 水

4 木 4 木

5 金 5 金

6 土 6 土

7 日 秘書検定 7 日

8 月 8 月

9 火 9 火

10 水 10 水

11 木 建国記念の日 11 木

12 金
保育実習Ⅰａ（保Ｓ１・Ｌ２）～２月26日 
後期試験結果掲示及び指導期間 

（保Ｓ２・Ｌ３・現ビ２年生）（再履修生含む）～17日
12 金

13 土 情報処理検定 13 土

14 日 14 日

15 月 医療機関実習（現ビ：メディカルマネジメントコース１年）～２月19日 15 月

16 火 16 火

17 水 17 水

18 木 18 木

19 金 19 金 卒業式

20 土 20 土 第５回オープンキャンパス 
春季休業開始

21 日 21 日 春分の日

22 月 22 月 振替休日

23 火 天皇誕生日 23 火

24 水 24 水

25 木 保Ｓ２・Ｌ３・現ビ２年生の登学日（成績通知書配付） 25 木

26 金 保育実習Ⅰａ（保Ｓ１・Ｌ２）終了 26 金

27 土 27 土

28 日 28 日

29 月

30 火

31 水 春季休業終了　　後期終了

・2027年度前期科目等履修生志願受付～（12時必着）
・保育士修学資金貸付制度卒業後の手続きに関する説明会

・2027年度前期科目等履修生志願受付締切（12時必着）
・2027年度前期科目等履修生選考・合格発表（電話連絡後、発送）
・日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）適格認定会議
・保育士修学資金貸付制度継続確認報告
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は　じ　め　に

　この学生便覧は、本学で学生生活を送るために必要な情報を学生に提供することを目的

として編集されています。

　新入生は、入学後できるだけ早くこの学生便覧の全体を通読して、「本学の伝統、教育方

針、諸手続、規則、慣習等」をよく知り、一日も早く、本学でのより良い学生生活をスター

トされることを希望します。また、入学後授業科目の履修について、サークル・同好会に

ついて、あるいは就職について疑問が生じたときには、この便覧を参照してください。なお、

不明瞭な点や詳しい内容については、各自で判断せず、先生や事務局窓口に相談してくだ

さい。

　また、本書のほかに、科目の履修に必要な『シラバス２０２６』を熟読して、各自の受

講計画の準備資料として活用してください。

学生便覧は、在学中使用しますので、卒業

まで大切に扱い、紛失しないよう十分保管

に注意してください。
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建　学　の　精　神

　本学の建学の精神は「礼節・勤労」です。

　これは宮崎学園の創設者大坪資
すけ

秀
ひで

先生の教育理念から生まれたもので、本学はこの精神

に基づく教育実践により独自の特色ある学風を形成してきました。

　「礼節」は自他の人間性を尊び、かつ、己を律する精神であり、それは平和で幸福な社

会を築くための根本原理でもあります。

　「勤労」は心身の健康の源であり、心身を労して全てのことに積極的に努力することで

あります。人類が今日まで築いてきた秩序ある社会と文化は、勤労の賜物であり、勤労な

くして社会の繁栄と発展は望むべくもありません。

　われわれ人類の永遠の願いは、この地球が平和で、国境を越えて共存共栄の社会が築か

れることであります。我が国の新しい時代を切り拓いていこうとしているあなた自身が、

この建学の精神を真摯に受け止め、本学での学生生活の過程で、人格陶冶の指針として生

かされるよう祈念します。
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宮崎女子商業学院、宮崎高等裁縫女学校設立（設立者：大坪資秀）
両校合併、宮崎女子実践商業学校と改称
中学校令により宮崎実践女子商業学校と改称
新学制に基づき、宮崎女子中学校設置、同校に専門部を併設
宮崎女子中学校専門部を宮崎高等実業学校と改称
宮崎女子高等商業学校と改称
新制度による宮崎女子商業高等学校設置（宮崎女子高等商業学校廃止）
宮崎女子商業高等学校を宮崎女子高等学校と改称
学園創立２０周年
宮崎女子高等学校円形校舎竣工
宮崎みどり幼稚園設置（昭和４０年宮崎女子短期大学附属みどり幼稚園と改称）
宮崎女子短期大学設置（保育科８０名）
初代学長　綾哲一教授就任
図書館移築竣工
国文科設置（定員５０名）
２号館竣工
学生寮竣工
初等教育科設置（定員５０名）
附属清武みどり幼稚園設置
附属清武みどり幼稚園園舎竣工
本館竣工
第２学生寮竣工
１号館竣工
礼法室（明教庵）竣工
附属みどり幼稚園増築竣工
音楽科設置（定員５０名）
３号館竣工
合奏室竣工
保育科定員増（定員１００名）
体育館竣工
学園創立３５周年
第２代学長　野口逸三郎教授就任
附属みどり幼稚園園舎竣工
学生寮竣工
附属清武みどり幼稚園２号園舎竣工
附属清武みどり幼稚園定員増（定員１８０名）
附属清武みどり幼稚園プール竣工
３号館嵩上げ竣工
１号館・２号館・別館渡廊下等解体
歩道橋竣工
本館・記念館竣工
学園創立４０周年
附属みどり幼稚園送迎バス運行開始
保育科定員増（定員１５０名）
国文科定員増（定員７５名）

１９３９（昭和１４年）

１９４５（昭和２０年）
１９４８（昭和２３年）
１９４９（昭和２４年）
１９５１（昭和２６年）
１９５２（昭和２７年）
１９５５（昭和３０年）
１９５９（昭和３４年）

１９６０（昭和３５年）
１９６５（昭和４０年）

１９６６（昭和４１年）

１９６７（昭和４２年）

１９６８（昭和４３年）
１９６９（昭和４４年）
１９７０（昭和４５年）

１９７１（昭和４６年）
１９７２（昭和４７年）
１９７４（昭和４９年）
１９７５（昭和５０年）
１９７６（昭和５１年）

１９７８（昭和５３年）

１９７９（昭和５４年）

１９８０（昭和５５年）

宮崎学園短期大学の沿革
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第３代学長　小島正秋教授就任
附属清武みどり幼稚園園舎増築竣工
短期大学全館・寮冷暖房設備完成
運動場竣工
学園創立４５周年
短期大学開学２０周年
４号館竣工
英語科設置（定員１００名）
初等教育科定員増（定員８０名）
テニスコート竣工
第４代学長　西原典則教授就任
創立者大坪資秀理事長逝去
第２代理事長　大坪久泰氏就任
学園創立５０周年
コンピュータの演習室竣工
期限付入学定員増

（国文科１００名　英語科１２０名、平成１２年度まで）
母と子どものための音楽研究所（ＭＨＳ）設置
宮崎学園図書館竣工
国際交流センター竣工
保育科定員減（定員１２０名）
初等教育科定員減（定員６０名）
音楽科定員減（定員３０名）
第５代学長　大坪孝雄教授就任
短期大学創立３０周年
第２コンピュータ演習室竣工
文部省短期大学視学委員の実地視察
専攻科棟竣工
専攻科（福祉専攻）設置（定員３０名）
保育科定員増（定員１８０名）
国文科定員減（定員８５名）
初等教育科定員減（定員５０名）
英語科定員減（定員８５名）
学園創立６０周年
宮崎女子短期大学音楽療法教室と改称
期限付入学定員恒定化　国文科（定員８５名）
　　　　　　　　　　　英語科（定員８５名）
専攻科（福祉専攻）定員増（定員５０名）
専攻科（音楽療法専攻）設置（定員１０名）
人間文化学科設置（定員１２０名）
国文科・英語科募集停止
文部科学省より特色ある大学教育支援プログラム採択「日本一の地方短大を目
指す全学的ＦＤの取組」
短期大学開学４０周年
短期大学基準協会より認証評価適格認定
忍ヶ丘寮ピアノ練習棟竣工
保育科定員増（定員２１０名）

１９８１（昭和５６年）
１９８３（昭和５８年）

１９８４（昭和５９年）
１９８５（昭和６０年）

１９８６（昭和６１年）

１９８７（昭和６２年）
１９８８（昭和６３年）

１９８９（平成　元年）
１９９０（平成　２年）

１９９１（平成　３年）
１９９４（平成　６年）

１９９５（平成　７年）

１９９７（平成　９年）

１９９８（平成１０年）

１９９９（平成１１年）

２０００（平成１２年）

２００１（平成１３年）
２００２（平成１４年）
２００３（平成１５年）

２００５（平成１７年）

２００６（平成１８年）
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人間文化学科定員減（定員９０名）
専攻科　音楽療法専攻２年課程設置（定員１０名）
学位（短期大学士）施行
第６代学長　山下忍教授就任
宮崎女子短期大学こども音楽教育センターと改称
男女共学により宮崎学園短期大学と改称
宮崎学園短期大学こども音楽教育センターと改称
文部科学省より「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択
文部科学省より「質の高い大学教育推進プログラム」に採択
学園創立７０周年
明教庵改築
文部科学省より「就職支援推進プログラム」に採択
専攻科　音楽療法専攻２年課程廃止
短期大学基準協会より認証評価適格認定
初等教育科・音楽科・人間文化学科募集停止
現代ビジネス科設置（定員５０名）
第３代理事長　山下恵子教授就任
忍ヶ丘寮閉鎖
第７代学長　宗和太郎教授就任
短期大学創立５０周年
初等教育科・音楽科・人間文化学科廃止
短期大学新校舎竣工
文部科学省「私立大学等経営強化集中支援事業」に採択
専攻科（音楽療法専攻）廃止
幼保連携型認定こども園宮崎学園短期大学附属みどり幼稚園設置（幼稚園廃止）
文部科学省「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」に採択
文部科学省「私立大学等経営強化集中支援事業」に採択
幼保連携型認定こども園宮崎学園短期大学附属清武みどり幼稚園設置（幼稚園廃止）
文部科学省「私立大学等経営強化集中支援事業」に採択
学園創立８０周年
短期大学基準協会より認証評価適格認定
文部科学省「地域活性化人材育成事業～SPARC～」に採択
文部科学省「大学の世界展開力強化事業～米国等との大学間交流形成支援～」
に採択
第８代学長　村上昇教授就任
文部科学省「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」に採択
保育科定員減（定員180名）
第９代学長　山下恵子教授就任
短期大学創立６０周年
専攻科（福祉専攻）廃止

２００７（平成１９年）

２００８（平成２０年）

２００９（平成２１年）

２０１１（平成２３年）
２０１２（平成２４年）
２０１４（平成２６年）

２０１５（平成２７年）

２０１６（平成２８年）

２０１７（平成２９年）

２０１９（平成３１年）
（令和　元年）

２０２２（令和　４年）

２０２３（令和　５年）
２０２４（令和　６年）

２０２５（令和　７年）
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宮崎学園短期大学の教育

学  長　　山　下　恵　子

　本学が立地する丘は、儒学者である安井息軒先生の父滄州先生が、清武にこそ学問の場が必要で

あるとの思いから、私塾「明教堂」を開き、儒学を教えられた地です。今から190年も前から、学問

が修められていたこの丘で本学が60年間、学びの炎をともし続けることが出来ていることを大変有

難く思います。学びを継承するためにこの丘にあり続けているのが宮崎学園短期大学です。息軒先

生が、後に続く若者たちに言い残してくれた「三計の教え」があります。「一日の計は朝にあり　一

年の計は春にあり　一生の計は少壮にあり」。さあ、皆さん朝、春、少壮が始まります。2026年は皆

さんの新たな学びの始まりです。

　短期大学は、２年間あるいは３年間で学問を修めます。短い時間で、一般教養及び専門知識と技

術を身につけ、社会へと巣立ちます。だからこそ、密度の濃い学生生活を送ることになるでしょう。

　本学が最も大切にしている理念が、建学の精神「礼節・勤労」です。礼節では、自他の人間性を

尊び、他者の立場に立って物事を考えることを目指します。勤労の精神では、何事にも真摯な態度

で臨んでいくことを目指します。現代は、VUCA（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代と

言われていますが、現代においてもなお、この建学の精神「礼節・勤労」は、変わらない、普遍的

なものであります。本学での学びの根本は、人類の平和を願うこと、そして私たち自身が人として

成長していく事です。

　2020年からのコロナ禍は私たちの学びを大きく変えました。コロナ禍により、情報機器は大きく

進展し、揺れ動く社会全体の中で、何のために学び、幸せとは何かということを大きく考える出来

事となりました。「何のために学ぶのか、なぜ学びの歩みを進めなければならないのか」そのような

問いを学友と一緒に考える学生生活を送っていただけると嬉しいです。もちろん、学びに加えて、

はち切れんばかりのエネルギーで、学友と笑い合い、語り合い、思い切り青春時代を謳歌してくだ

さい。

　皆さんとこうして宮崎学園短期大学で出会えたことを心から感謝しています。私が大切にしてい

る言葉があります。「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい」

（聖書）。喜びに満ちた学生生活を送って欲しいと願っています。清武を一望できる明教庵の前にた

たずみ、皆さんの学生生活が充実したものになることを祈っています。嬉しいことが沢山あると思

います。残念なこともあるかもしれません。どんな時も感謝できる人になって欲しいと願っています。

　本学での学生生活が、皆さんの生涯において、かけがえのない糧となり、社会に貢献できる力を

身につけることができるよう、心より祈念し、学長の願いといたします。
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
　宮崎学園短期大学では所定の期間在籍し、学則に定める本学の課程を修め、かつ次のような資質・
能力を身につけた者に短期大学士を授与します。

　Ⅰ　自他を大切にし、礼儀正しく行動できる。（礼節、人間尊重の精神）
　Ⅱ　自己と環境をより良くできる。（勤労、問題解決力）
　Ⅲ　適切に情報を集め、しっかり考え、それを分かりやすく説明できる。（リテラシー）
　Ⅳ　多様な人々とコミュニケーションをとり、協力できる。（協働力）
　Ⅴ　大学で学ぶ専門的知識や技能を実際場面で活用できる。（実践力）

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
　宮崎学園短期大学では以下のような方針に基づいてカリキュラム（教育課程）を編成し実施して
います。

１�　本学の建学の精神「礼節・勤労」に基づく人間性豊かな人材を育成するために、人間尊重の精
神と問題解決力を身につけることを目的とした全人的教育、自己、社会理解に基づく職業意識の
形成を目的としたキャリア教育、種々のリテラシーの獲得を目的とした教養教育科目を配置する。

２�　全学科共通の一般教育科目及び各学科に設置する専門教育科目では、教養的知識及び専門的知
識の習得を目指すだけではなく、少人数演習型、学生参加型、地域参加型の授業実践を通して、
学生のコミュニケーション力、協働力の育成に努める。

３�　各学科の教育目標に示された人材を育成するために、各学科及びコースに設置する専門教育科
目では、演習、実習、インターンシップを通した実践的な学びを重視することで、実際場面で活
用できる専門的な知識や技能を高め、地域社会を担い、地域社会に貢献できる人材を育成する。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
　宮崎学園短期大学は、建学の精神「礼節・勤労」のもと、地域に根ざした短期大学として歴史を
刻んでいます。本学が目指すのは、豊かな人間性と専門知識を身につけ、他者と協力しながら社会
の一員としての役割を果たすとともに、よりよい方向へ進むための思考力と実践力を兼ね備えた人
材の育成です。
　そこで、本学は次のような人の入学を求めています。

１　本学で豊かな人間性と専門知識を身につけたいという意欲のある人。（意欲）

２　本学で学ぶに必要な基礎学力を備えている人。（基礎学力）

３　自他を大切にし、自己と環境をよりよくしようとしている人。（礼節・勤労）

４�　適切に情報を集め、それをもとにしっかり考え、考えたことを分かりやすく表現し伝えようと
している人。（リテラシー・自己表現）

５　多様な人々とコミュニケーションをとり、協力しようとしている人。（協働力）

宮崎学園短期大学の教育方針
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各学科の教育方針と所属教員

保  育  科

１　教育目標

　保育科は、建学の精神「礼節・勤労」に基づき、豊かな人間性と教養を備えた保育士・幼稚
園教諭・保育教諭の育成を図るとともに、広く地域社会に貢献する人材の育成を目標とする。

　少子・高齢化が進み、人口減少社会を迎える中で、次世代を担う子どもたちを保育し、また子
育てを支援する保育者に求められる専門性はますます多様かつ高度なものになってきている。そ
のため学生は自己の資質向上を目指して、講義や演習並びに各種実習を通し、幼児教育や児童福
祉に関する知識や指導技術を深めるとともに、乳幼児の実態と保育現場への理解を深めなければ
ならない。近年の子どもにかかわる諸問題に対し、子どもの育ちを支える社会人として対応でき
るよう、学友とともに日々努力することが望まれる。

２　ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
　保育科では所定の期間在籍し、 学則に定める本学の課程を修め、 かつ次のような資質・能力を
身につけた者に短期大学士（保育学）を授与します。

　⑴�　自己を正しく評価し目標を立て、自律的に成長できる（自己の成長）
　⑵�　子どもの発達にかかわる専門的な知識と技術を理解し、実際に子どもの主体性を引き出す

保育を追求することができる（子どもの育ちを支える専門性）
　⑶�　他者とのコミュニケーションによって課題の解決に向けて協力しあうことができる（協働力）

３　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
　保育科では、全学カリキュラム・ポリシーを踏まえ、建学の精神「礼節・勤労」を基盤とし、
人間性豊かで専門的知識を有し、その知識・技術を実践に結びつける能力のある人材の養成に向
け、１年前期から入門、基礎、応用、発展と学期ごとに段階を踏みながら、以下のような方針に
基づいてカリキュラム（教育課程）を編成・実施します。

　⑴�　基礎的な一般教育科目、専門教育科目、免許・資格取得に関する科目、保育の応用・実践
科目等を体系的に配置します。

　⑵�　必要な単位を修得することで短期大学士（保育学）をはじめ、幼稚園教諭二種免許状、保
育士資格、音楽療法士（２種）資格、こども音楽療育士資格、認定絵本士、ビジネスにかか
わる諸資格、社会福祉主事任用資格等を取得できる教育課程を編成します。
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　⑶�　幼保連携型認定こども園宮崎学園短期大学附属みどり幼稚園・清武みどり幼稚園をはじめ、
実習先である保育現場との連携を密にし、実践力を身につけることができる教育課程を編
成・実施します。

　⑷�　授業においては、アクティブラーニングを取り入れ、学生の主体的学習姿勢を形成し、そ
の成果を適宜フィードバックすることで、学生の自己管理能力を育てます。

４　アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
　保育科では、本学の全学アドミッション・ポリシーを踏まえ、保育科ディプロマ・ポリシーに
示す実践力のある社会人を目指すために必要な、以下に示す知識・技能・意欲を有する者を受け
入れます。

　⑴　保育科で学ぶに必要な、高等学校卒業程度の基礎学力を備えている。
　⑵　子どもの育ちを支える社会人に必要なコミュニケーション能力や協働力を備えている。
　⑶�　子どもの育ちを支え、社会に貢献できる人材になるという明確な意思を持ち、専門的な知

識や技術を修得する意欲がある。

教 員

職　　名 氏　　　名

学長・特任教授 山　下　　恵　子

副 学 長 ・ 教 授 大　坪　　祥　子

学 科 長 ・ 教 授 井　上　　浩　義

教 授 木　村　　匡　登

〃 後　藤　　祐　子

〃 久　松　　尚　美

准 教 授 武　村　　順　子

〃 髙　妻　　弘　子

〃 小　澤　　拓　大

〃 髙　妻　　瑠弥乃

職　　名 氏　　　名

講 師 小　澤　　真美子

〃 伊　東　　朋　子

〃 桐　明　　里　美

〃 村　上　　和　厳

〃 江　田　　菜穂子

〃 城　戸　　佐智子

〃 小　川　　美由紀

〃 星　﨑　　明　里

〃 鷲　﨑　　公　彦
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現代ビジネス科

１　教育目標

　建学の精神「礼節・勤労」に基づき、激動する経済のグローバル化の中で良識と品性を備え
て活躍することのできる社会人を育成することを目標とする。

　第四次産業革命とも言われる本格的なＡＩ時代の到来や、地球規模で変化し続けるグローバル
社会の中で、自己の特性を生かして自己実現できる社会人を育成することが求められている。
　そのために、自分で「考え」「判断し」「行動できる」課題解決能力をすべての教育活動を通じ
て身につけるとともに、ＡＩに負けない企画力や想像力、人にしかできない質の高いコミュニケー
ション力など、これからのビジネス社会における必須の資質を育成する。

　本年度の重点目標として、①授業改善とキャリア教育の充実　②進路支援の充実　③実習指導
の充実　④外部機関との連携の推進　⑤学科の内部質保証システムの確立　を図る。

２　ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
　現代ビジネス科では所定の期間在籍し、学則に定める本学の課程を修め、かつ次のような資質・
能力を身につけた者に短期大学士（現代ビジネス学）を授与します。

　⑴�　自己を正しく評価し目標を立て、自律的に成長できる（成長力）
　⑵�　ビジネスの基礎を理解し、社会人基礎力を身につけ、変化する社会に対応できるビジネス

実践力を備えている（対応力）
　⑶　他者とのコミュニケーションによって課題の解決に向けて協力しあうことができる（協働力）

３　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
　現代ビジネス科では、全学カリキュラム・ポリシーを踏まえ、建学の精神「礼節・勤労」を基
盤とし、急速に変化する現代社会に適応できる社会人としての基礎的知識と技能を有し、広く社
会に貢献できる人材の育成に向け、１年前期から入門、基礎、応用、発展と学期ごとに段階を踏
みながら、以下のような方針に基づいてカリキュラム（教育課程）を編成・実施する。

　⑴�　基礎的な一般教育科目、専門教育科目、資格取得に関する科目、応用・実践科目等を体系
的に配置する。

　⑵�　必要な単位を修得することで短期大学士（現代ビジネス学）を取得するとともに、学生が
自ら定めた目標に合わせて各コース科目を横断的に選択できる教育課程を編成する。これに
より、学生が各自の目指す資格やスキルを習得し、状況に応じた課題解決に必要な知識と能
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力を身につけられるよう支援する。
　⑶�　連携協定を結ぶ行政・企業・団体等をはじめ、各種実習先との連携を密にし、実社会で役

立つ実践力を身につけることができる教育課程を編成・実施する。
　⑷�　授業においては、アクティブラーニングを取り入れ、学生の主体的学習姿勢を形成し、そ

の成果を適宜フィードバックすることで、学生の自己管理能力を育てる。
　⑸�　身につけた専門的な知識を活用する場として、現場での実習・インターンシップ等におい

て、様々な人とコミュニケーションを図りながら、企業・病院等における現状や課題を的確
に把握し、課題を解決する能力や社会貢献力を養成する。

４　アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
　現代ビジネス科では、本学の全学アドミッション・ポリシーを踏まえ、現代ビジネス科ディプ
ロマ・ポリシーに示す実践力のある社会人を目指すために必要な、以下に示す知識・技能・意欲
を有する者を受け入れます。

　⑴　現代ビジネス科で学ぶに必要な、高等学校卒業程度の基礎学力を備えている。
　⑵　社会人として必要なコミュニケーション能力や協働力を備える意欲がある。
　⑶�　社会に貢献できる人材になるという明確な意思を持ち、地域資源やデジタル情報を活用し

ながら、 ビジネスやイノベーションに関連した知識・技術を習得する意欲がある。

教 員

職　　名 氏　　　名

学 科 長 ・ 教 授 川　越　　勇　二

教 授 西　山　　和　夫

〃 吉　田　　秀　政

准 教 授 河　野　　美香子

〃 桑　迫　　信　子

〃 長　島　　洋　介

職　　名 氏　　　名

講 師 山　本　　優　子

助 手 一　栁　　智　子
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令和８年度　クラスアドバイザー

１学年（前期） １学年（後期）・２学年

学科 アドバイザー アシスタント
アドバイザー コース アドバイザー アシスタント

アドバイザー

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
科

山本　優子
西山　和夫

一栁　智子

ソーシャルメディア 
デザイン

河野美香子

西山　和夫

山本　優子

一栁　智子

情報クリエイティブ

観光・ホスピタリティ

吉田　秀政

経営・マーケティング

メディカルマネジメント

桑迫　信子

司書・オフィスワーク

異文化 
コミュニケーション

長島　洋介
グローバル 
コミュニケーション

１学年 ２学年 ２学年（長期３年目） 両学年

学科 クラス アドバイザー クラス アドバイザー クラス アドバイザー アシスタント
アドバイザー

保　

育　

科

Ａ 髙妻　弘子 Ａ 小澤真美子

大坪　祥子

後藤　祐子

木村　匡登

久松　尚美

小澤　拓大

Ｂ 伊東　朋子 Ｂ 桐明　里美

Ｃ 
（３年課程） 村上　和厳 Ｃ 武村　順子

Ｄ 
（３年課程） 星﨑　明里 Ｄ 

（３年課程） 江田菜穂子 Ｄ 
（３年課程） 小川美由紀

Ｅ 
（３年課程） 鷲﨑　公彦 Ｅ 

（３年課程） 髙妻瑠弥乃



Ⅰ　学　　　　　則
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宮崎学園短期大学学則

第１章　　総　　　則

第�１条　本学は，教育基本法並びに学校教育法に基づき，一般教養と密接な関連のもとに実際的な専門学術
の理論及び職業技能を教授研究して，社会人類の福祉に貢献する人物を育成することを目的とする。

２　各学科の教育研究上の目的及び学位授与の方針は，別に定める。

第�２条　本学は，教育研究水準の向上を図り，前条の目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等
の状況について自ら点検及び評価を行う。

２　前項の点検及び評価に関する事項は別に定める。

第３条　本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。
　　　　保　　育　　科　　入学定員　　１８０名　　収容定員　　３６０名
　　　　現代ビジネス科　　入学定員　　　５０名　　収容定員　　１００名

第４条　本学の修業年限は，２年とする。
２　学生は，４年をこえて在学することはできない。
３　前項の規定にかかわらず，学長の許可を得て，長期履修学生として在学することができる。
４　長期履修学生に関して必要な事項は，別に定める。

第２章　教　育　課　程

第�５条　授業科目を一般教育科目，専門教育科目，図書館学に関する科目，全国大学実務教育協会認定資格
に関する科目，全国音楽療法士養成協議会称号に関する科目，一般社団法人日本知育玩具協会認定資格に
関する科目，本学独自資格「発達障がい児サポーター」に関する科目，国立青少年教育振興機構認定資格
に関する科目に分ける。

２　前項に掲げる科目は，別表１に定める授業科目をもって構成する。
３　授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。
４�　前項の授業は，文部科学大臣が定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行

う教室等以外の場所で履修させることができる。
５　前項により与えることができる単位数は，３０単位を超えないものとする。

第６条　開講科目及び単位数は，別表１に定める。

第３章　履修方法，卒業の要件，学位の授与及び免許・資格

第�７条　各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ
とを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次
の基準により計算するものとする。　
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　⑴　講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。
　⑵�　演習については，３０時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授業科目については，

１５時間の授業をもって１単位とする。
　⑶�　実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に

定める授業科目については，３０時間の授業をもって１単位とする。また，芸術等の分野における個人
指導による実技の授業科目については，本学が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。

２�　前項の規定にかかわらず，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して単位を授
与することが適当と認められるときは，２単位を与える。

第８条　卒業に必要な単位は，６２単位以上とし，その内訳は次のとおりである。
　⑴�　一般教育科目については，複眼的，領域横断的視野を身に付けるために人文社会分野（文系）から２

単位以上，自然科学分野（理系）から２単位以上，合計１４単位以上を修得しなければならない。
　⑵�　専門教育科目については，４８単位以上を修得しなければならない。なお，他学科専門教育科目のう

ち，別表２に定める科目については，２３単位までを在籍学科の専門教育科目として充当できる。

第�９条　学長は，本学に２年以上在学し，第８条に定める科目及び単位を修得して卒業の要件を充足した者
には，教授会の議を経て，卒業を認定する。

２�　前項の規定により卒業認定した者には，教授会の議を経て，本学学位規程の定めるところにより，短期
大学士の学位を授与する。

第10条　本学の各学科において取得できる免許状・資格及び称号は，次のとおりである。

学　　科 教育職員免許状 資　　格 称　　　号
保育科 幼稚園教諭二種免許状 保育士資格

社会福祉主事任用資格
こども音楽療育士
ベビートイ２級
キッズトイ２級

音楽療法士（２種）
発達障がい児サポーター
認定絵本士

現代ビジネス科 司書
情報処理士
ビジネス実務士
上級ビジネス実務士
上級秘書士（メディカル秘書）
社会福祉主事任用資格
実践キャリア実務士
プレゼンテーション実務士
上級情報処理士
観光実務士

認定絵本士

２�　教育職員免許状を取得しようとする者は，教育職員免許法及び同法施行規則に規定された科目及び単位
を修得しなければならない。

３�　保育科において保育士資格を取得しようとする者は，卒業の要件を充足し，かつ，児童福祉法施行規則
（昭和２３年厚生省令第１１号）第６条の２第１項第３号の規定により，厚生労働大臣の定める修業科目
及び単位を修得しなければならない。

４�　現代ビジネス科において司書となる資格を取得しようとする者は，卒業の要件を充足し，かつ，図書館
法施行規則第４条（昭和２５年文部省令第２７号，平成２１年４月３０日一部改正）に規定された科目及
び単位を修得しなければならない。
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５�　保育科・現代ビジネス科において，社会福祉主事任用資格を取得しようとする者は，社会福祉主事の設
置に関する法律及び社会福祉主事の資格に関する科目指定に規定された科目を履修し，単位を修得しなけ
ればならない。

第�11条　短期大学設置基準第５条第２項に規定する連携開設科目において修得した単位は，１５単位を超え
ないものとする。

２　前項に関し必要な事項は，別に定める。

第�12条　教育上有益と認めるときは，学生が他の大学において履修した授業科目について修得した単位を，
１５単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。なお
単位互換等にかかわる本学指定科目等は別に定める。

２�　前項の規定は学生が外国の大学に留学する場合にも準用する。この場合修得したものとみなすことので
きる単位数は，前項の単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。　

３�　文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
学修の種類，認定科目の名称，認定単位等については別に定める。

４�　前項の規定により与えることができる単位数は，第２項の規定による単位数と合わせて３０単位を超え
ないものとする。

第�13条　教育上有益と認めるときは，学生が入学する前に他の大学において履修した授業科目について修得
した単位を，入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２�　前項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学の場合を除き，本学にお
いて修得した単位以外のものについては，３０単位を超えないものとする。

第�14条　履修に関する細則は，別に定める。

第４章　学年・学期及び休業日

第15条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

第16条　学年を次の２期に分ける。
　　　　前期　　４月１日から９月３０日まで
　　　　後期　１０月１日から翌年３月３１日まで

第１７条　休業日は，次のとおりとする。
　⑴　日曜日
　⑵　国民の祝日に関する法律に規定する休日 
　⑶　夏季休業（９月１日から９月３０日まで）
　⑷　冬季休業（１２月２４日から翌年１月７日まで）
　⑸　春季休業（３月２０日から３月３１日まで）
２�　学長は，前項の規定にかかわらず，必要があれば臨時に授業を行い，また，休業日を変更することがで

きる。
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第１８条　１年間の授業を行う期間は，試験等の日数を含め，３５週にわたることを原則とする。

第５章　入学・休学・転学及び退学

第１９条　入学の時期は，毎年４月とする。
２　前項の他にも必要と認めた場合は，学期の区分に従い入学することができる。

第２０条　本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当にするものでなければならない。
　⑴　高等学校を卒業した者
　⑵　中等教育学校を卒業した者
　⑶�　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む）
　⑷�　外国において，学校教育における１２年の課程を修了した者及びこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者
　⑸�　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了した者 
　⑹　文部科学大臣の指定した者
　⑺�　高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年１月３１日文部科学省令第１号）による高等学校卒業程

度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む）

第２１条　入学を志願する者は，本学所定の入学願書に検定料を添えて提出しなければならない。
２　提出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。

第２２条　入学志願者の検定料は，２８，０００円とする。

第２３条　入学志願者には，別に定めるところにより選考を行う。

第�２４条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，保証人連署の誓約書・在
学保証書及び住民票記載事項証書を提出するとともに，所定の入学金を納付しなければならない。

２　学長は，前項の入学手続を完了した者に対し，入学を許可する。

第２５条　入学を許可された者の入学金は，２５０，０００円とする。

第２６条　本人もしくは保証人につき届出事項に変更があった時は，直ちに届け出なければならない。

第�２７条　学長は，疾病その他やむを得ない理由により，３か月以上修学することができない者があるときは，
休学を許可することができる。

２�　休学しようとする者はその理由を詳記し，保証人連署で願い出なければならない。ただし，疾病の場合
は医師の診断書を添えなければならない。

第�２８条　休学の期間は１年以内とする。ただし，特別な理由がある場合は，引き続き更に１年まで延長する
ことができる。休学の期間は通算して２年を超えることができない。
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第２９条　休学の期間中にその理由が消滅した場合は，学長の許可を得て復学することができる。

第３０条　他の大学に入学又は転学を志望する者は，予め学長の許可を得なければならない。

第�３１条　学長は，他の大学から本学に転入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可す
ることがある。

２�　前項の規定により入学を許可された者について，既に修得した授業科目及び単位数の取り扱い，並びに
在学すべき年数を決定する。

３　その他転入学に関する規程は別に定める。

第３２条　学長は，次の各号の一に該当する場合は，退学を認める。
　⑴　疾病等により修学不能となり退学を申し出た者
　⑵　本人に修学の意志がなく退学を申し出た者
　⑶　家庭の事情により修学できないと本人が判断し退学を申し出た者
２　退学しようとする者はその事由を詳記し，保証人連署で願い出なければならない。

第３３条　正当な事由で退学した者が復学を希望し，願い出たときは復学を許可することがある。

第３４条　学長は，次の各号の一に該当する者は，除籍する。
　⑴　第４条に定める在学年限をこえた者
　⑵　第２８条に定める休学の期間をこえて，なお修学できない者
　⑶　学費納入の義務を怠り，督促状に指定された納入期限が過ぎてもなお納付しない者
　⑷　死亡及び長期間にわたり行方不明の者

第６章　学　　　費

第３５条　学費とは，次に掲げるものをいう。
　　　授業料，教育充実費，その他

第�３６条　授業料は，年額６２０，０００円とし，これを二期に分けて指定の期日までに納入しなければなら
ない。

第３７条　授業料，教育充実費等については，次年度（その年度の入学生と同額）に変更することがある。

第３８条　学費に関する細則は，別に定める。

第３９条　委託学生，科目等履修生，研究生の選考料，登録料及び履修料は別に定める。

第７章　職　員　組　織

第�４０条　本学に学長，副学長，基幹教員（教授，准教授，講師，助教）及び基幹教員以外の教員，助手，並
びに事務職員及び技術職員を置く。
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２　本学に学長補佐を置くことができる。

第４１条　各職員の職務は，学校教育法の定めるところによる。

第８章　教　授　会

第４２条　本学に教授会を置き，教授の全員をもって組織する。
２　学長は，必要に応じ，准教授・専任講師及びその他の職員を加えることができる。

第４３条　教授会は，次の事項を審議し，学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学，卒業及び課程の修了に関すること。
　⑵　学位の授与に関すること。
　⑶�　前２号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要なもの

として学長が定める事項
２�　教授会は，前項に規定するもののほか，学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し，及び

学長の求めに応じ，意見を述べることができる。

第４４条　教授会の運営について必要な事項は，学長が別に定める。

第９章　奨　学　生

第45条　学生に対しては，必要に応じて別に定めるところにより宮崎学園短期大学奨学金を支給する。

第１0章　委託学生・科目等履修生・研究生・外国人留学生・派遣学生・特別聴講学生

第�46条　学長は，公共団体又はこれに準ずる機関から，本学の特定の科目について修学を委託されたときは，
委託学生として履修を許可することがある。

第�47条　学長は，本学の授業科目の履修を希望する者があるときは，本学の教育に支障のない限りにおいて
科目等履修生として履修を許可することがある。科目等履修生に関する規程は，別に定める。

第�48条　学長は，本学を卒業した者又は，これと同等以上の資格を有する者で，特に本学で研究を希望する
場合は，研究生として修学を許可することがある。研究生は，指導教授を選び，一定の時期に研究の成果
を報告しなければならない。研究生に関する規程は，別に定める。

第�49条　学長は，第２０条に定める入学資格を有する外国人で入学を希望する者に対し，教授会の議を経て，
入学を許可することがある。

第50条　派遣学生の規程は別に定める。

第51条　特別聴講学生の規程は別に定める。
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第１1章　賞　　　　罰

第�52条　学長は，在学中本学の教育目的に沿い，志操堅固にして成績優秀な者及び本学の諸活動に特に貢献
した者を表彰することがある。

第�53条　学長は，学生がその本分を守らない時は，これを懲戒する。懲戒は戒告，停学及び退学とする。
２　前項の退学等は，次の各号の一に該当する場合をいう。
　⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められた者
　⑵　学業劣等で成業の見込みがないと認められた者
　⑶　正当な理由がなくて出席常でない者
　⑷　本学の秩序を乱し，その他学生の本分に著しく反した者

第１2章　図　書　館

第54条　本学は，宮崎学園図書館を利用する。図書館に関する規程は別に定める。

第13章　附　属　施　設

第55条　本学に幼保連携型認定こども園を置く。幼保連携型認定こども園に関する細則は別に定める。

　　附　則
本学則は昭和４１年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４２年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４３年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４５年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４７年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４８年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和４９年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５０年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５１年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５２年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５３年４月１日以降の入学者から適用する。
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　　附　則
本学則は昭和５４年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５５年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５６年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５７年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５８年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和５９年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和６０年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和６１年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和６２年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は昭和６３年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は平成元年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は平成２年４月１日以降の入学者から適用する。
　　附　則
本学則は平成３年４月１日から適用する。
　第４条に規定する国文科・英語科の学生定員は，平成１２年度までの間は，次のとおりとする。

学科　
年度 平 成 ３ 年 度 平成４年度～１１年度 平 成 １２ 年 度

入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員

国 文 科 １００名 １７５名 １００名 ２００名 ７５名 １７５名

英 語 科 １２０名 ２２０名 １２０名 ２４０名 １００名 ２２０名

　　附　則
本学則は平成４年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は平成５年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は平成６年４月１日から適用する。
　ただし，第４条の規定にかかわらず，平成６年度の総定員は次のとおりとする。
　保　育　科　２７０名
　国　文　科　１５０名
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　初等教育科　１４０名
　音　楽　科　　８０名
　英　語　科　２００名
　　附　則
本学則は平成７年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は平成８年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は平成９年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は平成１０年４月１日から適用する。
　ただし，第４条の規定にかかわらず，学生定員は平成１２年度までの間は，次のとおりとする。

学科　　　
年度 平成１０年度 平成１１年度  平成１２年度

入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員
保　育　科  １８０名 ３００名 １８０名 ３６０名 １８０名 ３６０名
国　文　科 ８５名  １８５名 ８５名  １７０名 ６０名 １４５名
初等教育科 ５０名 １１０名 ５０名 １００名 ５０名 １００名
音　楽　科 ３０名 ６０名 ３０名 ６０名 ３０名  ６０名
英　語　科 ８５名 ２０５名  ８５名 １７０名 ６５名 １５０名

　　附　則
本学則は平成１１年４月１日から適用する。
　ただし，第４条の規定にかかわらず，学生定員は平成１２年度までの間は，次のとおりとする。

学科　　　
年度 平成１０年度 平成１１年度  平成１２年度

入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員
保　育　科  １８０名 ３００名 １８０名 ３６０名 １８０名 ３６０名
国　文　科 ８５名  １８５名 ８５名  １７０名 ６０名 １４５名
初等教育科 ５０名 １１０名 ５０名 １００名 ５０名 １００名
音　楽　科 ３０名 ６０名 ３０名 ６０名 ３０名  ６０名
英　語　科 ８５名 ２０５名  ８５名 １７０名 ６５名 １５０名

　　附　則
本学則は平成１２年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成１３年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成１４年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成１５年４月１日から施行する。
２　平成１５年度における設置学科及び学生定員は，第３条の規定にかかわらず，次の表のとおりとする
　　保育科　　　　入学定員　１８０名　　収容定員　３６０名
　　初等教育科　　入学定員　　５０名　　収容定員　１００名
　　音楽科　　　　入学定員　　３０名　　収容定員　　６０名
　　人間文化学科　入学定員　１２０名　　収容定員　２４０名
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　　国文科　　　　　　　　　　　　　　　収容定員　　８５名
　　英語科　　　　　　　　　　　　　　　収容定員　　８５名
３　国文科・英語科は平成１４年度をもって募集を停止し，在学生の卒業をまって廃止する。
４　平成１４年度入学生の教育課程は従前のとおりとする。
５　第１０条３項は，平成１５年１１月２８日までは下記のとおりとする。
　　　�保育科において保育士資格を取得しようとする者は，卒業の要件を充足し，かつ，児童福祉法施行　　　　

規則第３９条の２第１項第３号の規定により，厚生労働大臣の定める修業科目及び単位を修得しな　　　　
ければならない。

　　附　則
本学則は平成１６年４月１日から施行する。
２　英語科は平成１５年度をもって廃止する。
　　附　則
本学則は平成１７年４月１日から施行する。
２　国文科は平成１６年度をもって廃止する。
　　附　則
本学則は平成１８年４月１日から施行する。
２　第３条の規定にかかわらず，平成１８年度の収容定員は次のとおりとする。
　　保育科　　　　３９０名
　　初等教育科　　１００名
　　音楽科　　　　　６０名
　　人間文化学科　２１０名
３　第９条短期大学士の学位授与については，平成１８年１月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成１８年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成１９年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２０年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２１年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２２年４月１日から施行する。
２�　専攻科（音楽療法専攻２年課程）は，平成２１年度をもって募集を停止し，在学生の修了をまって廃止　

する。
　　附　則
本学則は平成２３年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２４年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２５年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成２６年４月１日から施行する。
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２　平成２６年度における設置学科及び学生定員は，第３条の規定にかかわらず，次のとおりとする。
　　保育科　　　　　入学定員　２１０名　　収容定員　４２０名
　　現代ビジネス科　入学定員　　５０名　　収容定員　１００名
　　初等教育科　　　　　　　　　　　　　　収容定員　　５０名
　　音楽科　　　　　　　　　　　　　　　　収容定員　　３０名
　　人間文化学科　　　　　　　　　　　　　収容定員　　９０名
３�　初等教育科・音楽科・人間文化学科は平成２５年度をもって募集を停止し，在学生の卒業をまって廃止　

する。
４　平成２５年度入学生の教育課程は従前の通りとする。
　　附　則
本学則は平成２７年４月１日から施行する。
２　初等教育科・音楽科・人間文化学科は平成２６年度をもって廃止する。
　　附　則
本学則は平成２８年４月１日から施行する。
２　専攻科音楽療法専攻は平成２７年度をもって廃止する。
　　附　則
本学則は平成２９年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成３０年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成３１年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は平成３１年４月１日から施行する。
２　平成３０年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。
３　第５１条は，２０２０年４月１日から適用する。
　　附　則
本学則は令和２年４月１日から施行する。
　　附　則
本学則は令和３年４月１日から施行する。
２　令和２年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。
　　附　則
本学則は，令和４年４月１日から施行する。
２　令和３年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。
　　附　則
本学則は，令和５年４月１日から施行する。
２　令和４年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。
　　附　則
本学則は，令和６年４月１日から施行する。
２　第３条の規定にかかわらず，令和６年度の収容定員は次のとおりとする。
　　保育科　　　　　３９０名
　　現代ビジネス科　１００名
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 　　附　則
本学則は，令和７年４月１日から施行する。
２　令和６年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。

　　附　則
本学則は，令和８年４月１日から施行する。
２　専攻科（福祉専攻）は令和７年度をもって廃止する。
３　令和７年度以前の入学生の教育課程は従前のとおりとする。
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別表１（学則第５条・第６条関係）

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

倫 理 学 ２
心 理 学 概 論 ２
社 会 心 理 学 ２
文 学 ２
日 本 国 憲 法 ２
教 育 学 ２
生 涯 学 習 概 論 ２
生 物 学 ２
化 学 ２
数 学 ２
情 報 処 理 概 論 Ⅰ １ 演　習
情 報 処 理 概 論 Ａ ２
情 報 処 理 概 論 Ⅱ １ 演　習

１　一般教育科目

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

コミュニケーション英語Ⅰ １ 演　習
コミュニケーション英語Ⅱ １ 演　習
健 康 の 科 学 １
体 育 実 技 １ 実　技
人 間 の 研 究 １
キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２
ボ ラ ン テ ィ ア 実 習 Ⅰ １ 実　習
ボ ラ ン テ ィ ア 実 習 Ⅱ １ 実　習
学 び の ス テ ッ プ ２
情 報 処 理 演 習 １ 演　習
自 然 災 害 と 防 災 ２ 講義・演習
日 本 語 表 現 の 基 礎 ２
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　⑴ 保育科

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

器 楽 Ⅰ １ 演　習
器 楽 Ⅱ １ 演　習
器 楽 Ⅲ １ 演　習
器 楽 Ⅳ １ 演　習
卒 業 研 究 ２
子 ど も と 健 康 １ 演　習
子 ど も と 人 間 関 係 １ 演　習
子 ど も と 環 境 １ 演　習
子 ど も と 言 葉 １ 演　習
子どもと表現（音楽）Ⅰ １ 演　習
子どもと表現（音楽）Ⅱ １ 演　習
子どもと表現（造形）Ⅰ １ 演　習
子どもと表現（造形）Ⅱ １ 演　習
保 育 内 容 総 論 １ 演　習
保育内容「 健 康 」 の

指 導 法 １ 演　習

保育内容 ｢人間関係｣ の
指 導 法 １ 演　習

保育内容「 環 境 」 の
指 導 法 １ 演　習

保育内容「 言 葉 」 の
指 導 法 １ 演　習

保育内容「 表 現 」 の
指 導 法 Ⅰ １ 演　習

保育内容「 表 現 」 の
指 導 法 Ⅱ １ 演　習

教 職 概 論 ２
教 育 原 理 ２
社 会 福 祉 論 ２
子 ど も 家 庭 支 援 論 ２
子 ど も 家 庭 福 祉 ２
保 育 原 理 ２
保 育 者 論 ２
社 会 的 養 護 Ⅰ ２
教 育 心 理 学 ２
保 育 の 心 理 学 １ 演　習
子ども家庭支援の心理学 ２
臨 床 心 理 学 ２
子 ど も の 保 健 ２
子 ど も の 理 解 と 援 助 １ 演　習
子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅰ １ 演　習
子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅱ １ 演　習
教 育 課 程 論 ２

２　専門教育科目

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

社 会 的 養 護 Ⅱ １ 演　習
子 育 て 支 援 １ 演　習
乳 児 保 育 Ⅰ ２
乳 児 保 育 Ⅱ １ 演　習
子 ど も の 健 康 と 安 全 １ 演　習
特 別 支 援 教 育 Ⅰ １ 演　習
特 別 支 援 教 育 Ⅱ １ 演　習
器 楽 活 用 法 ２ 演　習
身体表現及び即興演奏法 ２ 演　習
教 育 方 法 と 技 術 ２
幼 児 教 育 相 談 ２
保育・教職実践演習（幼稚園） ２ 演　習
教 育 実 習 前 後 指 導 １ 実　習
教 育 実 習 ４ 実　習
保 育 実 習 指 導 Ⅰ ２ 演　習
保 育 実 習 指 導 Ⅱ １ 演　習
保 育 実 習 Ⅰ ａ ２ 実　習
保 育 実 習 Ⅰ ｂ ２ 実　習
保 育 実 習 Ⅱ ２ 実　習
保 育 実 習 Ⅲ ２ 実　習
障がいのある子どもと保育 ２
発達障がい児支援実習 １ 実　習
障 が い と 社 会 ２
こ ど も 音 楽 療 育 概 論 ２
こ ど も 音 楽 療 育 演 習 １ 演　習
こ ど も 音 楽 療 育 実 習 １ 実　習
音 楽 療 法 概 論 ２
音 楽 療 法 演 習 ２ 演　習
音 楽 療 法 実 習 ２ 実　習
声 楽 ２ 演　習
合 唱 Ⅰ ２ 演　習
音 楽 療 法 総 合 演 習 ２ 演　習
音 楽 療 法 実 践 ２ 演　習
音 楽 理 論 ２
音 楽 鑑 賞 法 ２
お も ち ゃ と 絵 本 Ⅰ １
お も ち ゃ と 絵 本 Ⅱ １
子 ど も と 絵 本 Ⅰ ２
子 ど も と 絵 本 Ⅱ ２
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　⑵ 現代ビジネス科

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

秘 書 学 概 論 ２

基 礎 経 済 ２

情 報 処 理 概 論 Ｂ ２

ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 ２

プレゼンテーション概論 ２

地域キャリアデザインⅠ（キャリア） ２

ヘ ル ス マ ネ ジ メ ン ト ２

ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習

プレゼンテーション演習 １ 演　習

地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習

地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習

企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習

企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習

卒 業 研 究 ２

情 報 デ ザ イ ン 論 ２

コミュニケーションデザイン ２

メディアマーケティング １

色 彩 学 ２

Ｄ Ｔ Ｐ デ ザ イ ン 演 習 １ 演　習

Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン 演 習 １ 演　習

インターフェースデザイン論 ２

ア ニ メ ー シ ョ ン 表 現 ２

プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ ２

プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅱ ２

Ｄ Ｘ 基 礎 ２

映 像 撮 影 論 １

観 光 概 論 ２

ホスピタリティーマネジメント ２

観 光 と 地 域 経 済 ２

イベント企画とマーケティング ２

国 内 旅 行 実 務 １

観 光 英 会 話 １ 演　習

情 報 サ ー ビ ス 論 ２

図 書 館 概 論 ２

図 書 館 情 報 技 術 論 ２

図 書 館 制 度・経 営 論 ２

授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

図 書 館 サ ー ビ ス 概 論 ２

情 報 サ ー ビ ス 演 習 Ⅰ １ 演　習

情 報 サ ー ビ ス 演 習 Ⅱ １ 演　習

図 書 館 情 報 資 源 概 論 ２

情 報 資 源 組 織 論 ２

情 報 資 源 組 織 演 習 Ⅰ １ 演　習

情 報 資 源 組 織 演 習 Ⅱ １ 演　習

児 童 サ ー ビ ス 論 ２

図 書 ・ 図 書 館 史 １

図 書 館 情 報 資 源 特 論 １

図 書 館 実 習 １ 実　習

医 学 一 般 ２

医 療 倫 理 ２

医 療 関 係 法 規 ２

医 療 事 務 演 習 Ⅰ １ 演　習

医 療 事 務 演 習 Ⅱ １ 演　習

医 療 事 務 演 習 Ⅲ １ 演　習

医 療 秘 書 概 論 ２

医療・介護マネジメント ２

医 療 機 関 実 習 １ 実　習

医 療 用 語 ２

医 療 サ ー ビ ス 論 ２

医 療 情 報 学 ２

経 営 学 総 論 ２

マ ー ケ テ ィ ン グ 概 論 ２

経 営 戦 略 論 ２

ファイナンスプランナー論 ２

リテールマーケティングⅠ ２

リテールマーケティングⅡ １ 演　習

異文化コミュニケーション入門 ２

比 較 文 化 学 概 論 ２

宗 教 と 現 代 社 会 ２

文 化 人 類 学 ２

アメリカの文化と言語 ２

中 国 の 文 化 と 言 語 ２

多 文 化 理 解 入 門 ２
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授  業  科  目
単位数

備　考
必　修 選　択

基 礎 英 語 １ 演　習

実 用 英 語 １ 演　習

国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ １ 演　習

国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ １ 演　習

英語プレゼンテーション演習 １ 演　習

Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 １ 演　習

ＩＴパスポート対策講座 １ 演　習

Ｃ Ａ Ｄ 演 習 １ 演　習

簿 記 演 習 １ 演　習

Ｆ Ｐ 演 習 １ 演　習

コ ン ピ ュ ー タ ー 会 計 １ 演　習

Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習

Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習

適 性 検 査 実 践 演 習 １ 演　習

Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習

Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習

編 入 対 策 ゼ ミ Ⅰ １ 演　習

編 入 対 策 ゼ ミ Ⅱ １ 演　習

伝統文化（茶道・華道・着付け） １ 演　習

授  業  科  目 単位数 備　考

生 涯 学 習 概 論 ２
図 書 館 概 論 ２
図 書 館 情 報 技 術 論 ２
図 書 館 制 度 ・ 経 営 論 ２
図 書 館 サ ー ビ ス 概 論 ２
情 報 サ ー ビ ス 論 ２
児 童 サ ー ビ ス 論 ２
情 報 サ ー ビ ス 演 習 Ⅰ １ 演　習
情 報 サ ー ビ ス 演 習 Ⅱ １ 演　習
図 書 館 情 報 資 源 概 論 ２
情 報 資 源 組 織 論 ２
情 報 資 源 組 織 演 習 Ⅰ １ 演　習
情 報 資 源 組 織 演 習 Ⅱ １ 演　習
図 書 ・ 図 書 館 史 １
図 書 館 情 報 資 源 特 論 １
図 書 館 実 習 １ 実　習

　現代ビジネス科
　　図書館学（Ⅰ）

３　図書館学に関する科目

授  業  科  目 単位数 備　考

情 報 処 理 演 習 １ 演　習
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 概 論 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
情 報 処 理 概 論 Ａ ２
情 報 処 理 概 論 Ｂ ２
図 書 館 情 報 技 術 論 ２
医 療 情 報 学 ２ 　
Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習
統 計 学 の 基 礎 ※ ２
情 報 サ ー ビ ス 論 ２

※連携開設科目

　⑴ 情報処理士
　　 現代ビジネス科

４　全国大学実務教育協会認定資格に関する科目
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授  業  科  目 単位数 備　考

ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 ２
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習
企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習
キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２
人 間 の 研 究 １
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習
ホスピタリティーマネジメント ２

　⑵ ビジネス実務士
　　 現代ビジネス科

授  業  科  目 単位数 備　考

秘 書 学 概 論 ２
医 療 機 関 実 習 １ 実　習
医 療 秘 書 概 論 ２
医 療 用 語 ２
医 療 関 係 法 規 ２
医 療 情 報 学 ２
簿 記 演 習 １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習
医 療 倫 理 ２
医 学 一 般 ２
ヘ ル ス マ ネ ジ メ ン ト ２
医 療・ 介 護 マ ネ ジ メ ン ト ２
医 療 事 務 演 習 Ⅰ １ 演　習
医 療 事 務 演 習 Ⅱ １ 演　習
医 療 事 務 演 習 Ⅲ １ 演　習
医 療 サ ー ビ ス 論 ２
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習

　⑷ 上級秘書士（メディカル秘書）
　　 現代ビジネス科

授  業  科  目 単位数 備　考

キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２
ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 ２
秘 書 学 概 論 ２
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習
医 療 機 関 実 習 １ 実　習
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習
基 礎 経 済 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 概 論 ２
人 間 の 研 究 １
ヘ ル ス マ ネ ジ メ ン ト ２
適 性 検 査 実 践 演 習 １ 演　習
伝 統 文 化 １ 演　習
企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習
地域キャリアデザインⅠ（キャリア） ２

　⑸ 実践キャリア実務士
　　 現代ビジネス科

授  業  科  目 単位数 備　考

ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 ２
経 営 学 総 論 ２
情 報 処 理 演 習 １ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習
企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習
基 礎 経 済 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２
人 間 の 研 究 １
マ ー ケ テ ィ ン グ 概 論 ２
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習
ホスピタリティーマネジメント ２
経 営 戦 略 論 ２
フ ァ イ ナ ン ス プ ラ ン ナ ー 論 ２
リ テ ー ル マ ー ケ テ ィ ン グ Ⅰ ２
リ テ ー ル マ ー ケ テ ィ ン グ Ⅱ １ 演　習
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ １ 演　習
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ １ 演　習
Ｄ Ｘ 基 礎 ２

　⑶ 上級ビジネス実務士
　　 現代ビジネス科
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授  業  科  目 単位数 備　考

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 概 論 ２
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅰ １ 演　習
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅱ １ 演　習
キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２
コミュニケーションデザイン ２
社 会 心 理 学 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習
日 本 語 表 現 の 基 礎 ２
ア ニ メ ー シ ョ ン 表 現 ２
企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習
卒 業 研 究 ２
英語プレゼンテーション演習 １ 演　習

　⑹ プレゼンテーション実務士
　　 現代ビジネス科

授  業  科  目 単位数 備　考

こ ど も 音 楽 療 育 概 論 ２
こ ど も 音 楽 療 育 演 習 １ 演　習
こ ど も 音 楽 療 育 実 習 １ 実　習
教 育 心 理 学 ２
保 育 の 心 理 学 １ 演　習
特 別 支 援 教 育 Ⅰ １ 演　習
特 別 支 援 教 育 Ⅱ １ 演　習
音 楽 心 理 学 ２
心 理 学 概 論 ２
社 会 心 理 学 ２
子 ど も の 保 健 ２
子 ど も と 表 現（ 音 楽 ） Ⅰ １ 演　習
子 ど も と 表 現（ 音 楽 ） Ⅱ １ 演　習
器 楽 Ⅰ １ 演　習
器 楽 Ⅱ １ 演　習
器 楽 Ⅲ １ 演　習
器 楽 Ⅳ １ 演　習
器 楽 活 用 法 ２ 演　習
器 楽 活 用 の 基 礎 ２ 演　習
音 楽 と 身 体 表 現 ２ 演　習
保育内容「表現」の指導法Ⅰ １ 演　習
身 体 表 現 及 び 即 興 演 奏 法 ２ 演　習
合 唱 Ⅰ ２ 演　習
卒 業 研 究 ２
音 楽 療 法 概 論 ２
音 楽 療 法 演 習 ２ 演　習
音 楽 療 法 実 習 ２ 実　習

　⑺ こども音楽療育士
　　 保育科
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授  業  科  目 単位数 備　考

情 報 処 理 概 論 Ａ ２
情 報 処 理 演 習 １ 演　習
情 報 デ ザ イ ン 論 ２
コミュニケーションデザイン ２
Ｄ Ｔ Ｐ デ ザ イ ン 演 習 １ 演　習
Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン 演 習 １ 演　習
インターフェースデザイン論 ２
ア ニ メ ー シ ョ ン 表 現 ２
情 報 処 理 概 論 Ｂ ２
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ ２
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅱ ２
Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習
Ｉ Ｔ パ ス ポ ー ト 対 策 講 座 １ 演　習
統 計 学 の 基 礎 ※ ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 概 論 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
Ｄ Ｘ 基 礎 ２
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習

※連携開設科目

　⑻ 上級情報処理士
　　 現代ビジネス科

授  業  科  目 単位数 備　考

観 光 概 論 ２
異文化コミュニケーション入門 ２
多 文 化 理 解 入 門 ２
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習
ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 ２
ホスピタリティーマネジメント ２
観 光 と 地 域 経 済 ２
観 光 英 会 話 １ 演　習
イベント企画とマーケティング ２
国 内 旅 行 実 務 １
企 業 実 習 Ⅰ １ 実　習
企 業 実 習 Ⅱ １ 実　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ ２ 演　習
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ ２ 演　習
Ｄ Ｘ 基 礎 ２

　⑼ 観光実務士
　　 現代ビジネス科
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授  業  科  目 単位数 備　考

お も ち ゃ と 絵 本 Ⅰ 1
お も ち ゃ と 絵 本 Ⅱ 1

　⑴ ベビートイ２級・キッズトイ２級
　　 保育科

６　�一般社団法人日本知育玩具協会認定資格に 
関する科目

授業科目 単位数 備考

音 楽 理 論 ２
音 楽 鑑 賞 法 ２   
子 ど も と 表 現（ 音 楽 ） Ⅰ １ 演　習
子 ど も と 表 現（ 音 楽 ） Ⅱ １ 演　習
器 楽 Ⅰ １ 演　習
器 楽 Ⅱ １ 演　習
器 楽 Ⅲ １ 演　習
器 楽 Ⅳ １ 演　習
合 唱 Ⅰ ２ 演　習
声 楽 ２ 演　習
身 体 表 現 及 び 即 興 演 奏 法 ２ 演　習
器 楽 活 用 法 ２ 演　習
音 楽 療 法 概 論 ２
音 楽 療 法 演 習 ２ 演　習
音 楽 療 法 総 合 演 習 ２ 演　習
音 楽 療 法 実 践 ２ 演　習
教 職 概 論 ２
教 育 原 理 ２
子 ど も 家 庭 福 祉 ２
社 会 福 祉 論 ２
子 ど も の 保 健 ２
保 育 の 心 理 学 １ 演　習
教 育 心 理 学 ２ 　
保 育 実 習 Ⅰ ｂ ２ 実　習
音楽療法実習（前後指導も含む） ２ 実　習
卒 業 研 究 ２

　⑴ 音楽療法士（２種）
　　 保育科

５　全国音楽療法士養成協議会称号に関する科目

授  業  科  目 単位数 備　考

障 が い と 社 会 ２
障 が い の あ る 子 ど も と 保 育 ２
発 達 障 が い 児 支 援 実 習 １ 実　習

　保育科

７　�本学独自資格「発達障がい児サポーター」に
関する科目

授  業  科  目 単位数 備　考

子 ど も と 絵 本 Ⅰ ２
子 ど も と 絵 本 Ⅱ ２

　 保育科
８　国立青少年教育振興機構認定資格に関する科目
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授  業  科  目 単位数 備　考

基 礎 経 済 ２
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 １ 演　習
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ザ イ ン ２
メ デ ィ ア マ ー ケ テ ィ ン グ １
ア ニ メ ー シ ョ ン 表 現 ２
色 彩 学 ２
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ ２
映 像 撮 影 論 １ 演　習
観 光 英 会 話 １ 演　習
医 療 関 係 法 規 ２
医 療 事 務 演 習 Ⅰ １ 演　習
医 療 事 務 演 習 Ⅱ １ 演　習
医 療 用 語 ２
経 営 学 総 論 ２
フ ァ イ ナ ン ス プ ラ ン ナ ー 論 ２
マ ー ケ テ ィ ン グ 概 論 ２
リ テ ー ル マ ー ケ テ ィ ン グ Ⅰ ２
リ テ ー ル マ ー ケ テ ィ ン グ Ⅱ １ 演　習
Ｆ Ｐ 演 習 １ 演　習
比 較 文 化 学 概 論 ２
ア メ リ カ の 文 化 と 言 語 ２
文 化 人 類 学 ２
中 国 の 文 化 と 言 語 ２
実 用 英 語 １ 演　習
英 語 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演 習 １ 演　習
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ １ 演　習
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習
Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 １ 演　習
簿 記 演 習 １ 演　習
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅰ １ 演　習
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅱ １ 演　習

※連携開設科目は別に定める。

別表２（学則第８条関係）
在籍学科の一般教育科目として振替え可能な他学科
専門教育科目
　⑴ 保育科

授  業  科  目 単位数 備　考

子 ど も と 絵 本 Ⅰ ２
子 ど も と 絵 本 Ⅱ ２

　⑵ 現代ビジネス科





Ⅱ　学 修 の 手 引 き
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（目的）
第１条　この規程は，学則第１４条に基づき，授業科目の履修について必要な事項を定めるものとする。
２　教育課程については，学則第５条の規定に基づき，学科別カリキュラムを別に定める。
３　卒業要件等は，学則第６条，第７条，第８条，第９条，第１０条の規定に従う。

（授業時間）
第２条　授業時間は次の通りである。
　　　　　１時限目　　　９：０５〜１０：３５
　　　　　２時限目　　１０：４５〜１２：１５
　　　　　３時限目　　１３：００〜１４：３０
　　　　　４時限目　　１４：４０〜１６：１０

（休講・補講）
第３条　大学または授業担当者にやむを得ない事情が生じた場合，授業を休講とすることがある。
２　授業実施時間数が，シラバス記載に不足する場合は補講を実施する。
３　休講・補講の通知は，教務部掲示板およびユニバーサルパスポートへの掲示によって行う。
４�　宮崎市に，「特別警報」発令，または「暴風・大雨・洪水警報」が同時に発令されている場合は，当日

の全講義を休講とする。ただし，警報のいずれかが解除された場合の授業の取扱いは次のとおりとする。

警報解除時刻 授業開始時刻
午前６時までに解除 平常どおり
午前６時から午前１０時までに解除 ３時限目から
午前１０時以降に解除 終日休講

　　　注１）交通機関が麻痺し，通学不能となった場合は，運休・遅延証明書をもって公欠扱いとする。
　　　注２）電話による問い合わせには，混乱を避けるため応じない。
　　　注３）代替交通機関を利用して登学が可能と判断できる場合は，危険のない限り登学に努めること。

（履修登録）
第�４条　学生は，シラバスおよび授業時間割表の例等を参照しながら，学期ごとに各自の時間割を作成し，

履修登録を行う。
２　履修登録は教務から指示された方法によって，定められた期間内に行わなければならない。
３　他の学科の科目を履修する者は，必ず「他学科授業科目履修届」を提出しなければならない。
４　定められた期間を過ぎて，履修登録漏れ等の不備があった場合，当該科目の履修を認めない。
５�　定められた期間内に履修登録をしていない者は，やむを得ない理由がある場合を除き修学の意志がない

ものとみなして，退学を勧告する。
６　その他履修登録における履修条件等の細則は別に定める。

（履修登録の変更）
第�５条　履修登録した科目を変更，あるいは追加，取り消しをする場合は，定められた期間内に所定の手続

を行わなければならない。
２　定められた期間を過ぎた後には，履修登録科目の変更，追加，取り消しは認めない。

（履修登録の上限）
第６条　単位制度の実質化を図るために，各学期に履修登録できる単位数の上限は３０単位とする。

宮崎学園短期大学履修規程
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２�　学生の履修登録の上限単位数の対象となる授業科目は，本学において卒業の要件として履修する授業科
目とする。

３�　通年開講科目および集中講義による科目の履修登録単位数は，その２分の１を各学期の履修単位とみな
し，上限単位の計算を行うものとする。

４　次の各号に掲げるものについては，上限単位の計算から除くものとする。
　（１）　実習および実習前後指導に関する科目
５　なお，通算ＧＰＡが３．０以上の者はこの上限を超えて履修することができる。

（出席・遅刻・欠席）
第７条　授業は開始時間から終了時間までの受講をもって出席とする。
２　３０分を超える遅刻・早退は，欠席扱いとする。
３　３０分以内の遅刻・早退は，３回をもって欠席１回とみなす。
４�　やむを得ない理由で授業を遅刻・早退・欠席する場合は，その旨を授業科目の担当教員に申し出なけれ

ばならない。
５　欠席が連続して１週間を超える場合，欠席届を提出することとする。
６　３ヶ月以上の欠席になる場合は，学則第２７条および第２８条に従うこととする。

（公認欠席）
第８条　次の各号に該当するものは公認欠席（以下「公欠」という）とする。
　（１）　出席停止
　（２）　学外実習・就職試験等
２�　公欠については，定期の学外実習を除いて，事前に公欠・忌引届を教務に提出しなければならない。や

むを得ず提出が遅れた場合でも２週間以内に届け出ること。その手順は，最初に関係者の認印を受け，次
に授業科目の担当教員の認印を得て提出することとする。

３　公欠として取り扱う範囲，及び関係者は次のとおりとする。
　①　実習についての打合せなど（関係者：実習指導課長あるいは実習担当主任）
　②　就職試験及びそれに準ずるもの（関係者：キャリア教育センター長）
　③　学校保健安全法による出席停止の場合（関係者： 学生部長）
　④　その他，教務部長の承認を得た場合（関係者：教務部長）
４�　前項③の場合は医師の診断書を添えることとする。ただし，インフルエンザの場合はそれに準じた書類

（処方箋等）も可とする。
５　公欠は，出席すべき授業実施数から減じる。

（忌引）
第�９条　忌引については，公欠・忌引届を２週間以内に教務に届け出なければならない。その手順は，最初

にアドバイザー教員の認印を受け，次に授業科目の担当教員の認印を得て提出することとする。
２　公欠・忌引届には，会葬礼状等を添えることとする。
３　次の連続した日数（土日休祝日を含む。遠距離の場合は下の日数に往復の日数を加算する。）を認める。
　　親・配偶者　　　　　　　　　　７日
　　子　　　　　　　　　　　　　　５日
　　祖父母・兄弟姉妹　　　　　　　３日
　　伯父伯母・叔父叔母・曽祖父母　１日
４　忌引は，出席すべき授業実施数から減じる。

（試験）
第10条　試験には，授業時間中に随時行われる試験，各学期末特別試験，研究報告及び論文などがある。
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（受験資格）
第11条　試験は，次の各号のいずれかに該当するときは受験できない。
　（１）　各科目の授業実施数の３分の２以上の時間数を出席していない場合。
　（２）　授業料その他の納入金が未納の場合。
　（３）　受験時に学生証の提示がない場合。
　（４）　試験開始後１５分以上遅刻した場合。

（仮学生証）
第12条　仮学生証（学生部長発行）をもって，学生証に代えることができる。
２　仮学生証の発行は，一人の学生に対して同一学期内（追試験・再試験を含む）に一回のみとする。

（通年科目）
第13条　通年科目は年間を通して科目を履修し，成績は各学期末試験等を総合して評価される。
２�　前期末特別試験時において，通年授業実施時間数の３分の１を超える欠席をしている者は，当該試験を

受験できず失格とする。
３　後期から前期にかけて実施される通年科目は前項の前期と後期を入れ替えて読む。

（追試験）
第�14条　病気・事故・忌引・公欠等やむを得ないと認められる理由で，最終成績評価に関わる試験科目を受

験できなかった学生には，追試験を許可することがある。
２�　病気・事故・忌引・公欠等の理由で欠席する場合は，すみやかに教務係及び試験科目担当教員に連絡し

なければならない。
３�　病気・事故の場合はその証明書，忌引・公欠の場合は公欠・忌引届を添えて，追試験願を教務係に提出

しなければならない。
４　追試験受験者の成績処理は，当該試験を通常受験した者と同等に扱う。

（再試験）
第�15条　学期末特別試験において不合格であった学生には，再試験を許可することがある。再試験について

は，成績結果掲示とともに通知する。
２　再試験を希望する場合は，再試験願を教務係に提出しなければならない。
３　同一試験科目の再試験は二度までとし，その場合も再試験願を提出しなければならない。
４　再試験によって合格した者の点数は６０点とする。

（不正行為）
第�16条　試験中に不正行為をした者については，当該科目及び当該学期に実施した試験をすべて無効とし，

学則第５３条，宮崎学園短期大学学生の懲戒に関する規程，及び宮崎学園短期大学試験不正行為等取扱内
規に基づき懲戒する。

（成績評価）
第�17条　成績は，評価と付与するＧＰ（Grade Point）を次のように定める。

評価 １００点満点での評価 ＧＰ 評　価　基　準
Ａ（秀） ９０点以上 ４．０ 授業目標を達成し，極めて優秀な成績をおさめている
Ｂ（優） ８０点～８９点 ３．０ 授業目標を達成し，優秀な成績をおさめている
Ｃ（良） ７０点～７９点 ２．０ 授業目標を十分達成している
Ｄ（可） ６０点～６９点 １．０ 授業目標を最低限達成している
Ｆ（不可） ６０点未満 ０ 授業目標を達成していない
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２　Ａ（秀），Ｂ（優），Ｃ（良），Ｄ（可）を合格とし，Ｆ（不可）は不合格とする。
３　Ｆ（不可）の評価を受けた科目は単位を修得できない。
４　次の各号のいずれかに該当する者は，当該科目の成績を失格とする。
　（１）　各科目所定の単位所要時間（実際の開講時間）を，３分の２以上出席していない者。
　（２）　学期の初め，あるいは途中から履修を放棄した者。
　（３）　学期末特別試験の受験を放棄した者。
　（４）　その他，成績が付けられない者。
５　履修登録後，正規の取り消し手続を行わず履修を放棄した科目は，ＧＰを０とする。
６　成績評価に対する異議申立てに関する細則は，別に定める。

（ＧＰＡの算定方法）
第�18条　ＧＰＡ（Grade Point Average）とは，一定期間において履修した，各授業科目の成績に関わるＧ

Ｐに当該授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を，履修した授業科目の単位数の総和で除して得た数
値をいう。

２�　ＧＰＡは，当該学期における学期ＧＰＡと在学期間中における全期間を対象とする累積ＧＰＡの二種類
とし，それぞれ次に定める方法により計算する。ただし，小数点第３位以下は切り捨てるものとする。

　�　学期ＧＰＡ＝（当該学期に評価を受けた科目のＧＰ×その科目の単位数）の総和／当該学期の総履修登
録単位数

　�　累計ＧＰＡ＝（入学時からの評価を受けた科目のＧＰ×その科目の単位数）の総和／入学時からの総履
修登録単位数

（ＧＰＡに基づく学修指導）
第19条　学期ＧＰＡが１．５未満の学生に対しては，個別指導を行う。
２　２学期連続して学期ＧＰＡが１．５未満の場合は，保証人（保護者等）同席での指導を行う。
３�　前項までの指導を受けてもなお学修態度に改善が見られない場合は，卒業延期又は退学勧告を行うこと

がある。

（改廃）
第20条　この規程の改廃は，教授会の意見を聴いて学長が行う。

附　則
　この規程は，平成　６年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成１２年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成１５年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成２５年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成２６年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成２７年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，平成２８年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，令和　２年４月１日以降の入学者から適用する。
　この規程は，令和　３年４月１日から適用する。
　この規程は，令和　４年４月１日から適用する。
　この規程は，令和　６年４月１日から適用する。
　この規程は，令和　７年４月１日から適用する。
　この規程は，令和　８年４月１日から適用する。
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１　宮崎学園短期大学　長期履修規程
（趣　旨）
第�１条　この規程は、宮崎学園短期大学学則（以下「学則」という。）第４条第４項に基づき、宮崎学園短

期大学における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
（長期履修の期間及び該当学科）
第２条　長期履修の期間は、３年とする。
２　長期履修を認める学科は、保育科のみとする。
（履修単位数）
第３条　長期履修学生が履修できる学期あたりの単位数は、原則として１５単位（実習を除く）を限度とする。
（休学の取扱い）
第４条　長期履修を許可された者の休学の取扱いは、学則第２７条から第２９条の定めるところによる。
（手続き）
第５条　長期履修を希望する場合は、期日までに申請書を提出し、学科長を経て、学長に申し出るものとする。
２　前項による申し出があったときは、教授会の議を経て、学長が許可する。
（正規学生への変更）
第６条　長期履修学生として入学した者は、原則として正規学生への変更は認めないこととする。
（正規学生から長期履修学生への変更）
第�７条　学則第４条第１項及び第２項の適用を受ける学生として入学した者が、長期履修学生への変更を希

望し、かつ学科長が必要と認める場合、学長の許可を得て、長期履修学生として修学することができる。
ただし、学期途中での変更は認めない。

（学　費）
第�８条　長期履修を許可された者の学費（授業料・教育充実費・ピアノ実習費）の取扱いは、長期履修申請

年次、申請された長期履修の期間等によって異なるが、以下の通りとする。
　⑴�　入学時に長期履修を申請した場合には、通常の卒業までに必要な２年間の学費を、申請された履修年

数で除した額を毎年の学費とする。
　⑵�　正規学生から長期履修学生へ変更した場合は、通常の卒業までに必要な学費の総額から、これまで支

払った授業料を控除した額を、残りの履修年数で除した額を毎年の学費とする。
　⑶　その他、実習費などの諸費については、通常の学生と同じとする。
（補　則）
第９条　長期履修学生については、この規程に定めるもののほか、本学の学則を準用する。
（改　廃）
第�１０条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。ただし、第８条については、理事会の承認

を得るものとする。

　　附　則
この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、令和７年４月１日から施行する。

その他履修に関わる規程
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２　他学科開講科目の履修に関する規程
（履修の要件）
第�１条　学則第８条に基づき、当該学科の教育に支障がない場合は、他学科での履修が認められる。
（履修の手続）
第�２条　履修に際しては、次の各号に掲げる者の承認を得たうえで、「他学科授業科目履修届」を教務係へ

提出し、教務部長が履修を許可する。
　⑴　当該授業科目の担当教員
　⑵　在籍学科長
　⑶　当該学科長
　⑷　教務担当責任者
２　学則第８条に基づき別表２に定める科目は前項の手続きを要しない。
３　その他の履修手続きは履修規程に準ずる。
（受講生の制限）
第３条　本規程による受講にあたっては人数を制限することがある。
（改　廃）
第４条　この規程の改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行う。

　　附　則
この規程は平成　６年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は平成　８年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は平成２７年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は令和　７年４月１日から施行する。
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３　宮崎学園短期大学研究生規程
（目　的）
第１条　本規程は、宮崎学園短期大学学則第４８条に基づき、研究生の取扱いに関して定める。
（資　格）
第２条　研究生の出願資格は、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　本学を卒業した者
　⑵　本学を卒業した者と同等以上の学力を有する者
（許　可）
第３条　研究生を願い出た者があるときは、正規の学生の教育に支障がない場合、選考の上、これを許可する。
（出願書類）
第�４条　研究生として出願しようとする者は、次の書類に選考料１０，０００円を添えて３月２０日までに

提出しなければならない。
　⑴　研究生志願所（本学所定）
　⑵　履歴書
　⑶�　最終出身校の成績証明書及び卒業（見込み）証明書。ただし、在学中の場合は成績証明書及び在学証

明書
　⑷　健康診断書
２　本学を卒業し引き続き研究生を志願する者は、前項第１号の書類のみを提出する。
３　いったん納入した選考料は、どのような理由があっても返還しない。
（選　考）
第�５条　前条の志願者の選考は、教授会が行う。選考方法は、書類選考及び面接とし、必要がある場合は学

力試験や実技試験を行う。
第６条　研究生として修学を許可された者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　⑴　誓約書
　⑵　住民票
　⑶　写　真
２　所定の期日までに前項の手続きがない場合は、修学の許可を取消すことがある。
（授業料等）
第７条　授業料等は、次のとおりとする。
　⑴　授業料　８９，３００円（半期分）
　⑵　施設料　３５，０００円（半期分）
　⑶　登録料　　３，０００円（初年度のみ）
２　上記の授業料等は、４月１２日までに納付しなければならない。
３　いったん納入した授業料等は、どのような理由があっても返還しない。
（研究期間）
第�８条　研究生の研究期間は原則として１年とする。ただし、研究生が研究上の必要により研究期間の延長

を願い出たときは、教授会の議を経て学長が許可することができる。
（研究題目）
第９条　研究生は研究題目を定め、指導教員のもと学術の研究に従事するものとする。
（研究生証）
第10条　研究生は、研究生証の交付を受け、学内において常にこれを携帯しなければならない。
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（研究修了届）
第�11条　研究生は研究期間が終了したときは、研究論文（作品も可）及び研究修了届を、指導教員を経て学

長に提出しなければならない。
２　前項の研究修了届のあった者には、研究修了証明書を交付することができる。
（研究生辞退届等）
第�12条　研究生が研究を中断又は辞退するときは、指導教員を経て学長に研究生中断届又は辞退届を提出し

なければならない。
（身分の取消）
第13条　研究生で次の各号の一に該当する場合は、身分を取消すことがある。
　⑴　授業料を滞納したとき
　⑵　出席状況が極めて悪く、修業の見込みがないと認められたとき
　⑶　本学の諸規程に違反する行為があり、本学学生に悪影響を及ぼすと認められたとき
（学則及び諸規程の準用）
第14条　研究生には、本規程のほか本学の学則及び諸規程を準用する。

　　附　則
本規程は昭和６０年４月１日から施行する。
本規程は昭和６３年４月１日から施行する。
本規程は平成　元年４月１日から施行する。
本規程は平成　５年４月１日から施行する。
本規程は平成　７年４月１日から施行する。
本規程は平成２０年４月１日から施行する。
本規程は平成２５年４月１日から施行する。
本規程は平成２７年４月１日から施行する。
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４　宮崎学園短期大学科目等履修生規程
（目　的）
第１条　本規程は、宮崎学園短期大学学則第４７条に基づき、科目等履修生の取扱いに関して定める。
（資　格）
第�２条　科目等履修生の出願資格は、宮崎学園短期大学学則第２０条の規定を準用する。宮崎学園短期大学

在学中は、本学の科目等履修生を兼ねることはできない。
（許　可）
第�３条　科目等履修生を願い出た者があるときは、正規の学生の教育に支障がない場合、選考の上、これを

許可する。ただし、実習については、原則として本学卒業生を対象とする。
２�　本学卒業生が在学中、実習科目において評価が不可であった場合、原則として実習を履修することはで

きない。
（出願書類）
第�４条　科目等履修生として出願しようとする者は、次の書類に選考料１０，０００円を添えて、前期・後

期ともに所定の期日までに提出しなければならない。
　⑴�　科目等履修生志願書（本学所定）
　⑵　履歴書
　⑶�　最終出身校の成績証明書及び卒業（見込み）証明書。ただし、在学中の場合は成績証明書及び在学証

明書
　⑷　健康診断書
２　本学を卒業し引き続き科目等履修生を志願する者は、前項第１号の書類のみを提出する。
３　第５条第２項に定める志願者は、第１項第４号の書類のみを提出しなければならない。
４　いったん納入した選考料は、どのような理由があっても返還しない。
（選　考）
第�５条　前条の志願者の選考は、教授会が行う。選考方法は、書類選考及び面接とし、必要がある場合は学

力試験や実技試験を行う。
２　科目等履修生を終了後、２年以内に科目等履修生を志願する者については、原則として選考を免除する。
（手　続）
第６条　科目等履修生として履修を許可された者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　⑴　誓約書
　⑵　住民票
　⑶　写真
２　所定の期日までに前項の手続きがない場合は、履修の許可を取り消すことがある。
（授業料等）
第７条　授業料等は、次のとおりとする。
　⑴　授業料（１単位につき）
　　　　　講義・演習　１５，０００円
　　　　　実習・実技　２４，０００円
　⑵　登録料　　　　　　５，０００円（初年度のみ）
２�　前項の規定にかかわらず、宮崎国際大学との協定書に基づく科目等履修生については、別に定めるとこ

ろによる。
３　前期の授業料等は、前期・後期とも履修登録提出期限日より１週間以内に納付しなければならない。
４　いったん納入した授業料等は、どのような理由があっても返還しない。
（在籍期間）
第８条　科目等履修生の在籍期間は、履修科目の開講学期末までとする。
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（単位の認定）
第９条　科目等履修生が履修した当該科目については、単位を与える。単位の認定は担当教員が行う。
２　修得単位については、単位修得証明書を交付することができる。
（科目等履修生証）
第10条　科目等履修生は、科目等履修生証の交付を受け、学内においては常にこれを携帯しなければならない。
（科目等履修生修了届）
第11条　科目等履修生は履修期間が終了したときは、科目等履修生修了届を提出しなければならない。
２�　前項の科目等履修生修了届のあった者には、科目等履修生修了証明書（該当者については保育士養成施

設修了証明書）を交付する。
（科目等履修生辞退届等）
第�12条　科目等履修生が履修を辞退するときは、教務部長を経て学長に科目等履修生辞退届を提出しなけれ

ばならない。
（身分の取消）
第13条　科目等履修生として次の各号の一に該当する場合は、身分を取消すことがある。
　⑴　授業料を滞納したとき
　⑵　出席状況が極めて悪く、修業の見込みがないと認められたとき
　⑶　本学の諸規定に違反する行為があり、本学学生に悪影響を及ぼすと認められたとき
（学則及び諸規程の準用）
第14条　科目等履修生には、本規程のほか、本学の学則及び諸規程を準用する。
（改　廃）
第�15条　この規程の改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行い、理事長に報告する。ただし、第４条第１項

に定める選考料及び第７条第１項については、理事会の承認を得るものとする。

　　附　則
本規程は、平成　５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成　７年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１０年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１２年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２２年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２７年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、令和　３年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、令和　７年４月１日から施行する。
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５　宮崎学園短期大学派遣学生及び特別聴講学生規程
（目　的）
第�１条　この規程は、宮崎学園短期大学（以下「本学」という。）学則第１１条１項に基づき、本学の学生で、

大学間相互単位互換協定により、他の短期大学および大学等（以下「他の大学等」という。）の授業科目
を履修しようとする者（以下「派遣学生」という。）並びに他の大学等の学生で学則第１１条第１項の
規定に基づき、本学の授業科目を履修しようとする者（以下「特別聴講学生」という。）の取扱いに関し
て必要な事項を定める。

（派遣学生の出願手続）
第�２条　派遣学生として他の大学等の授業を履修しようとする学生は、次に掲げる書類を添えて、学長に願

い出なければならない。
　⑴　派遣学生申請書
　⑵　その他単位互換協定に基づく書類
（派遣の許可）
第３条　前条の願い出があった場合は、教授会の議を経て、学長が許可するものとする。
（派遣学生の履修期間）
第４条　派遣学生の履修期間は、履修する授業科目が開講される学期または年度とする。
（派遣学生の在学期間）
第５条　派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
（派遣学生の単位認定）
第�６条　派遣学生が他の大学等において修得した単位は、当該他の大学等の学業成績評価および修得単位の

通知に基づき、教授会の議を経て本学で履修した単位とみなすことができる。
２　派遣学生の履修できる単位は、学則第１１条第１項の規定に係らず、６単位を超えないものとする。
３�　派遣学生が他の大学等で履修した単位は、一般教育科目として修得すべき１４単位を超えた単位につい

て、本学の一般教育科目の振り替え単位として認定する。
（派遣許可の取消）
第�７条　学長は、派遣学生の行為等が派遣学生の目的に反すると認められる場合は、他の大学等との協議に

基づき、教授会の議を経て派遣の許可を取り消すことができる。
（特別聴講学生の履修期間）
第８珠　特別聴講学生の履修期間は、履修する授業科目が開講される学期または年度とする。
（特別聴講学生の申請）
第�９条　特別聴講学生として本学指定の授業科目を履修しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、所属

する大学等を通じて、学長に願い出なければならない。
　⑴　高等教育コンソーシアム宮崎単位互換（特別聴講学生）出願票
　⑵　その他単位互換協定に基づく書類
（特別聴講学生の履修許可及び履修手続）
第�10条　前条の願い出があった場合、学長は、教授会の議を経て、本学が提供する授業科目の履修を許可す

るものとする。
２　履修を許可された特別聴講学生には、「履修許可連絡票」を作成し、当該大学等に送付するものとする。
３　履修を許可された特別聴講学生は、所定の期日までに履修手続を行わなければならない。
４　履修手続を完了した者には、特別聴講学生証を交付する。
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（特別聴講学生の履修及び単位修得の方法）
第11条　特別聴講学生の授業科目の履修及び単位修得方法は、本学学生の取扱いに準ずるものとする。
（特別聴講学生の学業成績等の報告）
第�12条　特別聴講学生が履修を修了した場合、学長は教授会の議を経て、当該学生の「成績通知書」を所属

大学等に通知するものとする。
（特別聴講学生の規則の尊守）
第13条　特別聴講学生は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
（特別聴講学生の履修取消）
第14条　前条の規定に違反した者については、学長は、履修の許可を取り消すことができる。
（特別聴講学生の施設・設備利用）
第15条　特別聴講学生は、履修する上で必要な施設・設備を利用することができる。
２　実験及び実習等の実費費用は、特別聴講学生の負担とする。
（特別聴講学生の授業料等）
第16条　高等教育コンソーシアム宮崎単位互換協定に基づく特別聴講学生の授業料等は、徴収しない。
（規程の改廃）
第17条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。
（その他）
第18条　この規程に定めるもののほか、単位互換に関する必要な事項は、協定大学との協議の上、決定する。

　　附　則
この規程は平成１９年４月１日から施行する。
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授業におけるレポート及び論文等作成上の注意点

　本学における授業において、レポート作成等が求められることがあります。作成する際に以下のような行
為がある場合は、不正行為とみなされますので、絶対にしてはいけません。
　もし期末試験においてこのような行為が発覚した場合は、履修規程第１６条により、「当該科目及び指定
した期間の試験を無効とし，謹慎処分を行う」こととなります。

剽
ひょう

窃
せ つ

（盗用）
　○�活字媒体やＷＥＢ サイトに掲載されている他人の著作物や資料等を、出典を明記せずにそのまま、も

しくは字句を多少修正し、自分のレポートや論文に使用すること
　○他人が作成した文章をあたかも自分が作成したかのごとく見せること

改ざん
　◯レポートや論文を作成する際に、根拠となる資料などを故意に書き換えて使用すること

ねつ造
　◯レポートや論文を作成する際に、実際には存在しない資料等や調査結果を存在するかのように偽ること。  
　　レポート等の作成にあたって文献等を引用する際は、引用部分を明確にし、出典を明示する必要があり
　　ます。書き方がわからない場合は授業担当教員にたずねてください。

〈著作物に関する情報〉
　※公益社団法人著作権情報センター
　「著作物を無断で使うと？」
　https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html　　





開講授業科目一覧表
（学科別カリキュラム）
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保　育　科（２年課程）
大
区
分

中
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期 卒業 幼稚園教諭 
二種免許状 保育士資格 こども音楽 

療育士
音楽療法士 
（２種）

社会福祉主事 
任用資格

発逹障がい児 
サポーター

ベビートイ
２級

キッズトイ
２級 認定絵本士１年 ２年

前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

一
般
教
育
科
目

教
養
科
目

人文社会分野
（文系）

倫 理 学 講義 2 ◎ ◎ 2 2
心 理 学 概 論 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2 2 2
社 会 心 理 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2 2
文 学 〃 2 ◎ ◎ 2 2
日 本 国 憲 法 〃 2 ○ 2 2 2
教 育 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2

自然科学分野
（理系）

生 物 学 講義 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2
化 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2
数 学 〃 2 2 2
自 然 科 学 概 論 〃 ◎ ◎ ◎ ◎ 2
情 報 処 理 概 論 Ⅰ 演習 1 ○ 1 1 1 1
情 報 処 理 概 論 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 1 1

基礎力分野

コミュニケーション英語Ⅰ 演習 1 ○ 1 1 1 1
コミュニケーション英語Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 1 1
健 康 の 科 学 講義 1 ○ 1 1 1
体 育 実 技 実技 1 ○ 1 1 1
人 間 の 研 究 講義 1 ○ 1
キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス 〃 2 ○ 2
ボ ラ ン テ ィ ア 実 習 Ⅰ 実習 1 ○ ○ 1
ボ ラ ン テ ィ ア 実 習 Ⅱ 〃 1 ○ ○ 1
学 び の ス テ ッ プ 講義 2 ○ 2
自 然 災 害 と 防 災 〃 2 (集中) (集中) 2

必 要 最 低 単 位 数 14 8 10 12

専
門
教
育
科
目

領
域
及
び
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
等

健康 子 ど も と 健 康 演習 1 ○ 1 1 1
人間関係 子 ど も と 人 間 関 係 演習 1 ○ 1 1

環境 子 ど も と 環 境 演習 1 ○ 1 1
言葉 子 ど も と 言 葉 演習 1 ○ 1 1 1

表現

子ど もと 表 現（ 音 楽 ） Ⅰ 演習 1 ○ 1 1 （1） 1 1
子ど もと 表 現（ 音 楽 ） Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 （1） 1 1
子ど もと 表 現（ 造 形 ） Ⅰ 〃 1 ○ 1 1 1
子ど もと 表 現（ 造 形 ） Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 （1）

器楽

器 楽 Ⅰ 演習 1 ○ 1 （1） 1 1 1
器 楽 Ⅱ 〃 1 ○ 1 （1） 1 1 1
器 楽 Ⅲ 〃 1 ○ 1 （1） （1） 1 1
器 楽 Ⅳ 〃 1 ○ 1 （1） （1） 1 1

保育内容総論及
び保育内容の指
導法（情報機器
及び教材の活用

を含む。）

保 育 内 容 総 論 演習 1 ○ 1 1
保育内容「健康」の指導法 〃 1 ○ 1 1 1
保育内容「人間関係」の指導法 〃 1 ○ 1 1 1
保育内容「環境」の指導法 〃 1 ○ 1 1 1
保育内容「言葉」の指導法 〃 1 ○ 1 1 1
保育内容「表現」の指導法Ⅰ 〃 1 ○ 1 1 1 1
保育内容「表現」の指導法Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 （1）
卒 業 研 究 講義 2 ○ ○ 2 2 2

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

保育の本質・
目的に関する

科目

教 職 概 論 講義 2 ○ 2 2 （2） 2
保 育 原 理 〃 2 ○ 2 2 2
教 育 原 理 〃 2 ○ 2 2 2 2 2
子 ど も 家 庭 福 祉 〃 2 ○ 2 2 2 2
社 会 福 祉 論 〃 2 ○ 2 2 2 2
子 ど も 家 庭 支 援 論 〃 2 ○ 2 2 2
社 会 的 養 護 Ⅰ 〃 2 ○ 2 2
保 育 者 論 〃 2 ○ 2 2

社会的・制度的・
経営的保育の対
象の理解、心身
の発達、学習の

過程

教 育 心 理 学 講義 2 ○ 2 2 2 2 2
保育の心理学（子どもの理解と援助）＊3 演習 1 ○ 1 1 1 1 1
子ども家 庭 支 援 の 心 理 学 講義 2 ○ 2 2
子 ど も の 理 解 と 援 助 演習 1
子 ど も の 保 健 講義 2 ○ 2 2 2 2
子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅰ 演習 1 ○ 1 1
子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
臨 床 心 理 学 講義 2 2 2 （2）

保育の内容・
方法の理解

教 育 課 程 論 講義 2 ○ 2 2 2
器 楽 活 用 法 演習 2 ○ 2 （2） 2 2
身体 表 現 及び 即 興 演奏法 〃 2 ○ 2 （2） 2 2
社 会 的 養 護 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
乳 児 保 育 Ⅰ 講義 2 ○ 2 2
乳 児 保 育 Ⅱ 演習 1 ○ 1 1
特 別 支 援 教 育 Ⅰ 〃 1 ○ 1 1 1 1
特 別 支 援 教 育 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 1 1
子 育 て 支 援 〃 1 ○ 1 1
子 ど も の 健 康 と 安 全 〃 1 ○ 1 1
教 育 方 法 と 技 術 講義 2 ○ 2 2 （2）
幼 児 教 育 相 談 〃 2 ○ 2 2 （2）

８

６

２

２

※2

（ 未 開 講 ）（ 未 開 講 ）
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大
区
分

中
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期 卒業 幼稚園教諭 
二種免許状 保育士資格 こども音楽 

療育士
音楽療法士 
（２種）

社会福祉主事 
任用資格

発逹障がい児 
サポーター

ベビートイ
２級

キッズトイ
２級 認定絵本士１年 ２年

前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

専
門
教
育
科
目

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

実習

教 育 実 習 前 後 指 導 実習 1 △ △ △ 1 1
教 育 実 習 〃 4 △ 4 4
保 育 実 習 Ⅰ ａ 〃 2 △ 2 2
保 育 実 習 Ⅰ ｂ 〃 2 △ 2 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅰ 演習 2 ○ ○ ○ 2 2
保 育 実 習 Ⅱ 実習 2 △ 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅱ 演習 1 ○ ○ 1 1
保 育 実 習 Ⅲ 実習 2 △ 2 2

教職実践演習 保育・教職実践演習（幼稚園） 演習 2 ○ 2 2 2

資
格
に
関
す
る
科
目

子ども音楽療育
に関する科目

こ ど も 音 楽 療 育 概 論 講義 2 ○ 2 （2）
こ ど も 音 楽 療 育 演 習 演習 1 ○ 1 （1）
こ ど も 音 楽 療 育 実 習 実習 1 ○ ○ 1 （1）

音楽療法士
（２種）に 
関する科目

音 楽 療 法 概 論 講義 2 ○ 2 （2） 2
音 楽 療 法 演 習 演習 2 ○ 2 （2） 2
音 楽 療 法 実 習 実習 2 ○ ○ 2 （2） 2
声 楽 演習 2 ○ 2 2
合 唱 Ⅰ 〃 2 （集中） 2 2 2
音 楽 療 法 総 合 演 習 〃 2 （集中） 2 2
音 楽 療 法 実 践 〃 2 （集中） 2 2
音 楽 理 論 講義 2 ○ 2 2
音 楽 鑑 賞 法 〃 2 ○ 2 2

ベビートイ・キッズ 
トイ２級に関する科目

お も ち ゃ と 絵 本 Ⅰ 講義 1 （集中） 1 1
お も ち ゃ と 絵 本 Ⅱ 〃 1 （集中） 1 1

認定絵本士に
関する科目

子 ど も と 絵 本 Ⅰ 講義 2 ○ 2 2
子 ど も と 絵 本 Ⅱ 〃 2 ○ 2 2

発達障がい児 
サポーターに
関する科目

障 が い と 社 会 講義 2 （集中） 2 2
障がいのある子どもと保育 〃 2 （集中） 2 2
発 達 障 が い 児 支 援 実 習 実習 1 △ △ 1 1

ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
科
目

観光・ホスピ
タリティ分野

観 光 英 会 話 演習 1 ○ ○ 1
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 〃 1 ○ ○ 1

ICT・情報 
処理分野

Ｐ Ｃ 演 習 Ⅰ（ ワープロ ） 演習 1 ○ 1
Ｐ Ｃ 演 習 Ⅱ（ 表 計 算 ） 〃 1 ○ 1
Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 〃 1 ○ 1
プログラミングⅠ（ビジュアル） 講義 2 ○ 2

医療事務・医療
マネジメント 

分野

医 療 関 係 法 規 講義 2 ○ 2
医 療 事 務 演 習 Ⅰ 演習 1 ○ 1
医 療 事 務 演 習 Ⅱ 〃 1 ○ 1
医 療 用 語 講義 2 ○ 2

映像編集・ 
デザイン分野

コミュニケーションデザイン 講義 2 ○ 2
映 像 撮 影 論 〃 1 ○ 1
メディア マ ー ケ ティング 〃 1 ○ 1
ア ニ メ ー シ ョ ン 表 現 〃 2 ○ ○ 2
色 彩 学 〃 2 ○ 2

簿記・FP 
分野

簿 記 演 習 演習 1 ○ ○ 2
基 礎 経 済 講義 2 ○ 1
ファイナンスプランナー論 〃 2 ○ 1
Ｆ Ｐ 演 習 演習 1 ○ 2

経営 
マネジメント

分野

マ ー ケ テ ィ ン グ 概 論 講義 2 ○ 2
リテールマーケティングⅠ 〃 2 ○ 2
リテールマーケティングⅡ 演習 1 ○ 1
経 営 学 総 論 講義 2 ○ ○ 2

語学分野

実 用 英 語 演習 1 ○ ○ 1
英語プレゼンテーション演習 〃 1 ○ ○ 1
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ 〃 1 ○ 1
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ 〃 1 ○ 1
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅰ 〃 1 ○ 1
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅱ 〃 1 ○ 1

異文化理解 
分野

比 較 文 化 学 概 論 講義 2 ○ ○ 2
ア メ リ カ の 文 化 と 言 語 〃 2 ○ 2
文 化 人 類 学 〃 2 ○ 2
中 国 の 文 化 と 言 語 〃 2 ○ 2

必 要 最 低 単 位 数 48 33 61※４ ※別表10・11参照 6 5 1 1 4
必 要 最 低 単 位 数 総 計 62 41 71 6 5 1 1 4

【表記の注意】◯―◯の科目は、１年間を通して受講しなければならない。
　※１　◎科目の開講時期は履修登録時の連絡を参照すること。
　※２　３科目以上６単位以上必修
　※３　保育士養成課程においては、「保育の心理学」を「子どもの理解と援助」に読み替える。
　※４　領域及び保育内容の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等の（　）内より６単位以上修得すること。
　※５　ビジネスに関する科目の内、連携開設科目は別配布資料参照。
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保　育　科（３年課程（長期履修制度））

大
区
分

中
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期 卒業 幼稚園教諭 
二種免許状 保育士資格 こども音楽 

療育士
音楽療法士 
（２種）

社会福祉主事 
任用資格

発逹障がい児 
サポーター

ベビートイ
２級

キッズトイ
２級 認定絵本士１年 ２年 ３年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

一
般
教
育
科
目

教
養
科
目

人文社会分野
（文系）

倫 理 学 講義 2 ◎ 2 2
心 理 学 概 論 〃 2 ◎ ◎ 2 2 2 2
社 会 心 理 学 〃 2 ◎ ◎ 2 2 2
文 学 〃 2 ◎ 2 2
日 本 国 憲 法 〃 2 ● 2 2 2
教 育 学 〃 2 ◎ ◎ 2 2

自然科学分野
（理系）

生 物 学 講義 2 ◎ ◎ 2 2
化 学 〃 2 ◎ ◎ 2 2
数 学 〃 2 2 2
自 然 科 学 概 論 〃 ◎ ◎ 2 2
情 報 処 理 概 論 Ⅰ 演習 1 ● 1 1 1 1
情 報 処 理 概 論 Ⅱ 〃 1 ● 1 1 1 1

基礎力分野

コミュニケーション英語Ⅰ 演習 1 ● 1 1 1 1
コミュニケーション英語Ⅱ 〃 1 ● 1 1 1 1
健 康 の 科 学 講義 1 ● 1 1 1
体 育 実 技 実技 1 ● 1 1 1
人 間 の 研 究 講義 1 ● 1
キ ャリ ア ガ イダ ン ス 〃 2 ● 2
ボ ラン ティア 実 習Ⅰ 実習 1 ● ● ● ● ● ● 1
ボ ラン ティア 実 習 Ⅱ 〃 1 ● ● ● ● 1
学 び の ス テ ッ プ 講義 2 ● 2
自 然 災 害 と 防 災 〃 2 （集中） （集中） （集中） 2

必 要 最 低 単 位 数 14 8 10 12

専
門
教
育
科
目

領
域
及
び
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
等

健康 子 ど も と 健 康 演習 1 ● 1 1 1
人間関係 子 ど も と 人 間 関 係 演習 1 ● 1 1

環境 子 ど も と 環 境 演習 1 ● 1 1
言葉 子 ど も と 言 葉 演習 1 ● 1 1 1

表現

子どもと表現（音楽）Ⅰ 演習 1 ● 1 1 （1） 1 1
子どもと表現（音楽）Ⅱ 〃 1 ● 1 1 （1） 1 1
子どもと表現（造形）Ⅰ 〃 1 ● 1 1 1
子どもと表現（造形）Ⅱ 〃 1 ● 1 1 （1）

器楽

器 楽 Ⅰ 演習 1 ● 1 （1） 1 1 1
器 楽 Ⅱ 〃 1 ● 1 （1） 1 1 1
器 楽 Ⅲ 〃 1 ● 1 （1） （1） 1 1
器 楽 Ⅳ 〃 1 ● 1 （1） （1） 1 1

保育内容総論及
び保育内容の指
導法（情報機器
及び教材の活用

を含む。）

保 育 内 容 総 論 演習 1 ● 1 1
保育内容「健康」の指導法 〃 1 ● 1 1 1
保育内容「人間関係」の指導法 〃 1 ● 1 1 1
保育内容「環境」の指導法 〃 1 ● 1 1 1
保育内容「言葉」の指導法 〃 1 ● 1 1 1
保育内容「表現」の指導法Ⅰ 〃 1 ● 1 1 1 1
保育内容「表現」の指導法Ⅱ 〃 1 ● 1 1 （1）
卒 業 研 究 講義 2 ● ● 2 2 2

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

保育の本質・
目的に関する

科目

教 職 概 論 講義 2 ● 2 2 （2） 2
保 育 原 理 〃 2 ● 2 2 2
教 育 原 理 〃 2 ● 2 2 2 2 2
子 ど も 家 庭 福 祉 〃 2 ● 2 2 2 2
社 会 福 祉 論 〃 2 ● 2 2 2 2
子 ど も 家 庭 支 援 論 〃 2 ● 2 2 2
社 会 的 養 護 Ⅰ 〃 2 ● 2 2
保 育 者 論 〃 2 ● 2 2

８

６

２

２

※2
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大
区
分

中
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期 卒業 幼稚園教諭 
二種免許状 保育士資格 こども音楽 

療育士
音楽療法士 
（２種）

社会福祉主事 
任用資格

発逹障がい児 
サポーター

ベビートイ
２級

キッズトイ
２級 認定絵本士１年 ２年 ３年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

専
門
教
育
科
目

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

社会的・制度的・
経営的保育の対
象の理解、心身
の発達、学習の

過程

教 育 心 理 学 講義 2 ● 2 2 2 2 2
保育の心理学（子どもの理解と援助）＊3 演習 1 ● 1 1 1 1 1
子ども家庭支援の心理学 講義 2 ● 2 2
子ど もの 理 解と援 助 演習 1
子 ど も の 保 健 講義 2 ● 2 2 2 2
子ど もの 食と 栄 養Ⅰ 演習 1 ● 1 1
子ど もの 食と 栄 養Ⅱ 〃 1 ● 1 1
臨 床 心 理 学 講義 2 2 2 （2）

保育の内容・
方法の理解

教 育 課 程 論 講義 2 ● 2 2 2
器 楽 活 用 法 演習 2 ● 2 （2） 2 2
身体表現及び即興演奏法 〃 2 ● 2 （2） 2 2
社 会 的 養 護 Ⅱ 〃 1 ● 1 1
乳 児 保 育 Ⅰ 講義 2 ● 2 2
乳 児 保 育 Ⅱ 演習 1 ● 1 1
特 別 支 援 教 育 Ⅰ 〃 1 ● 1 1 1 1
特 別 支 援 教 育 Ⅱ 〃 1 ● 1 1 1 1
子 育 て 支 援 〃 1 ● 1 1
子ど もの 健 康と安 全 〃 1 ● 1 1
教 育 方 法 と 技 術 講義 2 ● 2 2 （2）
幼 児 教 育 相 談 〃 2 ● 2 2 （2）

実習

教 育 実 習 前 後 指 導 実習 1 ▲ ▲ ▲ 1 1
教 育 実 習 〃 4 ▲ 4 4
保 育 実 習 Ⅰ ａ 〃 2 ▲ 2 2
保 育 実 習 Ⅰ ｂ 〃 2 ▲ 2 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅰ 演習 2 ● ● ● 2 2
保 育 実 習 Ⅱ 実習 2 ▲ 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅱ 演習 1 ● ● 1 1
保 育 実 習 Ⅲ 実習 2 ▲ 2 2

教職実践演習 保育・教職実践演習（幼稚園） 演習 2 ● 2 2 2

資
格
に
関
す
る
科
目

子ども音楽 
療育に関する

科目

こど も音 楽 療 育 概 論 講義 2 ● 2 （2）
こど も音 楽 療 育 演 習 演習 1 ● 1 （1）
こど も音 楽 療 育 実 習 実習 1 ● ● 1 （1）

音楽療法士
（２種）に 
関する科目

音 楽 療 法 概 論 講義 2 ● 2 （2） 2
音 楽 療 法 演 習 演習 2 ● 2 （2） 2
音 楽 療 法 実 習 実習 2 ● ● 2 （2） 2
声 楽 演習 2 ● 2 2
合 唱 Ⅰ 〃 2 （集中） 2 2 2
音 楽 療 法 総 合 演 習 〃 2 （集中） 2 2
音 楽 療 法 実 践 〃 2 （集中） 2 2
音 楽 理 論 講義 2 ● 2 2
音 楽 鑑 賞 法 〃 2 ● 2 2

ベビートイ・キッズ 
トイ２級に関する科目

お も ち ゃ と 絵 本 Ⅰ 講義 1 （集中） 1 1
お も ち ゃ と 絵 本 Ⅱ 〃 1 （集中） 1 1

認定絵本士に
関する科目

子 ど も と 絵 本 Ⅰ 講義 2 ● ● 2 2
子 ど も と 絵 本 Ⅱ 〃 2 ● ● 2 2

発達障がい児 
サポーターに
関する科目

障 が い と 社 会 講義 2 （集中） （集中） 2 2
障がいのある子どもと保育 〃 2 （集中） 2 2
発達障がい児支援実習 実習 1 ▲ ▲ 1 1

必 要 最 低 単 位 数 48 33 61※４
※別表10・11参照

6 5 1 1 4

必 要 最 低 単 位 数 総 計 62 41 71 6 5 1 1 4

【表記の注意】◯―◯の科目は、１年間を通して受講しなければならない。
　※１　◎科目の開講時期は履修登録時の連絡を参照すること。
　※２　３科目以上６単位以上必修
　※３　保育士養成課程においては、「保育の心理学」を「子どもの理解と援助」に読み替える。
　※４　領域及び保育内容の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等の（　）内より６単位以上修得すること。

（ 未 開 講 ）（ 未 開 講 ）
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現代ビジネス科

大
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期
卒業 司書 

資格
情報 

処理士
上級 
情報 

処理士

実践 
キャリア 
実務士

ビジネス 
実務士

上級 
ビジネス 
実務士

プレゼン
テーション 

実務士

上級 
秘書士 

（メディカル）
観光 

実務士
社会福祉 
主事任用 

資格
認定 

絵本士１年 ２年
前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

一
般
教
育
科
目

人文社会分野
（文系）

倫 理 学 講義 2 ◎ ◎ 2 （2）
心 理 学 概 論 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 （2）
社 会 心 理 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 2
文 学 〃 2 ◎ 　 ◎ 　 2
日 本 国 憲 法 〃 2 ○ 2
教 育 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2

自然科学分野
（理系）

生 物 学 講義 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2
化 学 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2
数 学 〃 2 2
自 然 科 学 概 論 〃 2 ◎ ◎ ◎ ◎ 2
情 報 処 理 概 論 Ａ 〃 2 ○ 2 2 2

基礎力分野

日 本 語 表 現 の 基 礎 講義 2 ○ 2 2
コミュニケーション英語Ⅰ 演習 1 ○ 1 1
コミュニケーション英語Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
健 康 の 科 学 講義 1 ○ 1
体 育 実 技 実技 1 ○ 1
人 間 の 研 究 講義 1 ○ 1 1 1 1
キ ャ リ ア ガ イダ ン ス 〃 2 ○ 2 2 2 2 2
ボ ラン ティア 実 習Ⅰ 実習 1 ○ ○ 1
ボ ラン ティア 実 習 Ⅱ 〃 1 ○ ○ 1
生 涯 学 習 概 論 講義 2 ○ ○ 2 2
情 報 処 理 演 習 演習 1 ○ 1 1 1 1
自 然 災 害 と 防 災 講義 2 （集中） 2

必 　 要 　 最 　 低 　 単 　 位 　 数 14 2 ※別表１～８を参照すること。

専
門
教
育
科
目

学科共通科目

秘 書 学 概 論 講義 2 ○ 2 2 2
基 礎 経 済 〃 2 ○ 2 2 2 （2）
情 報 処 理 概 論 Ｂ 〃 2 ○ 2 2 2
ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 〃 2 ○ 2 2 2 2 2
プレゼンテーション概論 〃 2 ○ 2 2 2 2 2
ヘ ル ス マ ネ ジ メ ント 〃 2 ○ 2 2 2 （2）
ビ ジ ネ ス マ ナ ー 演 習 演習 1 ○ 1 1 1 1 1
プレゼンテーション演習 〃 1 ○ 1 1 1 1 1 1 1
地 域 創 生 学 演 習 Ⅰ 〃 2 ○ 2 2 2 2 2 2 2
地 域 創 生 学 演 習 Ⅱ 〃 2 ○ 2 2 2 2 2 2
企 業 実 習 Ⅰ 実習 1 ○ 1 1 1 1 1 1 1
企 業 実 習 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1 1 1 1 1
卒 業 研 究 演習 2 ○ ○ 2 2

ソーシャル 
メディア

情 報 デ ザ イ ン 論 講義 2 ○ 2 2
コミュニケーションデザイン 〃 2 ○ 2 2 2
メディアマーケティング 〃 1 ○ 1
色 彩 学 〃 2 ○ 2
Ｄ ＴＰ デ ザ イン 演 習 演習 1 ○ 1 1
Ｗｅｂ デ ザ イ ン 演 習 〃 1 ○ 1 1

情報 
クリエイティブ

インタフェースデザイン論 講義 2 ○ 2 2
ア ニ メ ー シ ョン 表 現 〃 2 ○ 2 2 2
プログラミングⅠ（ビジュアル） 〃 2 ○ 2 2
プログラミングⅡ（Python） 〃 2 ○ 2 2
Ｄ Ｘ 基 礎 〃 2 ○ 2 2 2 2
映 像 撮 影 論 〃 1 ○ 1

観光 
ホスピタリティ

観 光 概 論 講義 2 ○ 2 2
ホスピタリティーマネジメント 〃 2 ○ 2 2 2 2
観 光 と 地 域 経 済 〃 2 ○ 2 2
イベント企画とマーケティング 〃 2 ○ 2 2
国 内 旅 行 実 務 〃 1 ○ 1 1
観 光 英 会 話 演習 1 ○ 1 1

司書オフィス
ワーク

情 報 サ ー ビ ス 論 講義 2 ○ 2 2 2
図 書 館 概 論 〃 2 ○ 2 2
図 書 館 情 報 技 術 論 〃 2 ○ 2 2 2
図 書 館 制 度・経 営 論 〃 2 ○ 2 2
図 書 館 サ ービス 概 論 〃 2 ○ 2 2
情 報 サ ービ ス 演 習Ⅰ 演習 1 ○ 1 1
情 報 サ ービ ス 演 習Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
図 書 館 情 報 資 源 概 論 講義 2 ○ 2 2
情 報 資 源 組 織 論 〃 2 ○ 2 2
情 報 資 源 組 織 演 習Ⅰ 演習 1 ○ 1 1
情 報 資 源 組 織 演 習Ⅱ 〃 1 ○ 1 1

２

２
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大
区
分

小
区
分

授業科目
授業 
の 

種類

開設 
単位 
数

開設の時期
卒業 司書 

資格
情報 

処理士
上級 
情報 

処理士

実践 
キャリア 
実務士

ビジネス 
実務士

上級 
ビジネス 
実務士

プレゼン
テーション 

実務士

上級 
秘書士 

（メディカル）
観光 

実務士
社会福祉 
主事任用 

資格
認定 

絵本士１年 ２年
前期 後期 前期 後期 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

専
門
教
育
科
目

司書オフィス
ワーク

児 童 サ ー ビ ス 論 講義 2 ○ 2 2
図 書 ・ 図 書 館 史 〃 1 ○ 1 1
図 書 館 情 報 資 源 特 論 〃 1 ○ 1 1
図 書 館 実 習 実習 1 ○ 1 1
子 ど も と 絵 本 Ⅰ 講義 2 ○ 2 2
子 ど も と 絵 本 Ⅱ 〃 2 ○ 2 2

メディカル 
マネジメント

医 学 一 般 講義 2 ○ 2 2 （2）
医 療 倫 理 〃 2 ○ 2 2
医 療 関 係 法 規 〃 2 ○ 2 2
医 療 事 務 演 習 Ⅰ 演習 1 ○ 1 1
医 療 事 務 演 習 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
医 療 事 務 演 習 Ⅲ 〃 1 ○ 1 1
医 療 秘 書 概 論 講義 2 ○ 2 2
医療・介護マネジメント 〃 2 ○ 2 2
医 療 機 関 実 習 実習 1 ○ 1 1 1
医 療 用 語 講義 2 ○ 2 2
医 療 サ ー ビ ス 論 〃 2 ○ 2 2
医 療 情 報 学 〃 2 ○ 2 2 2

経営マーケ
ティング

経 営 学 総 論 講義 2 ○ 2 2
マ ー ケ ティング 概 論 〃 2 ○ 2 2
経 営 戦 略 論 〃 2 ○ 2 2
ファイナンスプランナー論 〃 2 ○ 2 2
リテールマーケティングⅠ 〃 2 ○ 2 2
リテールマーケティングⅡ 演習 1 ○ 1 1

異文化 
コミュニケー

ション

異文化コミュニケーション入門 講義 2 ○ 2 2
比 較 文 化 学 概 論 〃 2 ○ 2
宗 教 と 現 代 社 会 〃 2 ○ 2
文 化 人 類 学 〃 2 ○ 2
アメリカの文化と言 語 〃 2 ○ 2
中 国 の 文 化 と 言 語 〃 2 ○ 2

グローバル 
コミュニケー

ション

多 文 化 理 解 入 門 講義 2 ○ 2 2
基 礎 英 語 演習 1 ○ 1
実 用 英 語 〃 1 ○ 1
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語Ⅰ 〃 1 ○ 1 1
国 際 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ 〃 1 ○ 1 1
英語プレゼンテーション演習 〃 1 ○ 1 1

スキルアップ

Ｍ Ｏ Ｓ 基 礎 演 習 演習 1 ○ 1 1 1
ＩＴパスポート対策講座 〃 1 ○ 1 1
Ｃ Ａ Ｄ 演 習 〃 1 （集中） 1
簿 記 演 習 〃 1 ○ 1 1
Ｆ Ｐ 演 習 〃 1 ○ 1
コン ピ ュー タ ー 会 計 〃 1 ○ 1
ＰＣ演習Ⅰ（ワープロ） 〃 1 ○ 1 1 1 1
ＰＣ 演 習Ⅱ（ 表 計 算 ） 〃 1 ○ 1 1 1 1
適 性 検 査 実 践 演 習 〃 1 ○ 1 1
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅰ 〃 1 ○ 1
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 演 習 Ⅱ 〃 1 ○ 1
編 入 対 策 ゼ ミ Ⅰ 〃 1 ○ 1
編 入 対 策 ゼ ミ Ⅱ 〃 1 ○ 1
伝統文化（茶道・華道・着付け） 〃 1 ○ 1 1
公 務員 対 策 特 別 講 座 〃 － （集中） －
エアライン就活対策講座 〃 － （集中） －
海 外 研 修 〃 － ○ ○ －
国内旅程管理主任者資格対策講座 〃 － ○ ○ －

必 要 最 低 単 位 数 48 22
※別表１～８を参照すること。 6

4
必 要 最 低 単 位 数 総 計 62 24 4

２

【表記の注意】
　※１　◎科目の開講時期は履修登録時の連絡を参照すること。
　※２　◯―◯の科目は、１年間を通して受講しなければならない。
　※３　指定の科目を履修し卒業すると、SPARC修了生となる。別表９及び別配付資料参照。
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別表１　情報処理士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

６
単
位

情報処理概論Ａ １前 講義 2
情報処理概論Ｂ １後 講義 2
プレゼンテーション概論 １後 講義 2

選　
　

択

４
単
位
以
上

統計学の基礎★ １・２後 講義 2
情報処理演習 １後 演習 1
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
情報サービス論 ２前 講義 2
図書館情報技術論 ２後 講義 2
医療情報学 ２後 講義 2
ＭＯＳ基礎演習 ２前 演習 1
ＰＣ演習Ⅰ １前 演習 1
ＰＣ演習Ⅱ １後 演習 1

必須科目６単位＋選択科目４単位以上　計10単位以上修
得すること。
★連携開設科目。

別表２　上級情報処理士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

８
単
位

情報処理概論Ａ １前 講義 2
情報処理概論Ｂ １後 講義 2
プレゼンテーション概論 １後 講義 2
プログラミングⅠ １前 講義 2

選　
　

択

16
単
位
以
上

統計学の基礎★ １・２後 講義 2
情報処理演習 １後 演習 1
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2
企業実習Ⅰ １前 実習 1
情報デザイン論 １後 講義 2
コミュニケーションデザイン １後 講義 2
ＤＴＰデザイン演習 １後 演習 1
Ｗｅｂデザイン演習 １後 演習 1
インタフェースデザイン論 １前 講義 2
アニメーション表現 １後 講義 2
プログラミングⅡ ２前 講義 2
ＤＸ基礎 １後 講義 2
ＭＯＳ基礎演習 ２前 演習 1
ＩＴパスポート対策講座 １後 演習 1
ＰＣ演習Ⅰ １前 演習 1
ＰＣ演習Ⅱ １後 演習 1

必須科目８単位＋選択科目16単位以上　計24単位以上修
得すること。
★連携開設科目。

別表４　ビジネス実務士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

７
単
位

キャリアガイダンス １前 講義 2
ビジネス実務総論 １前 講義 2
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2
企業実習Ⅰ １前 実習 1

選　
　

択

３
単
位
以
上

人間の研究 １前 講義 1
ビジネスマナー演習 １後 演習 1
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
企業実習Ⅱ ２前 実習 1
ホスピタリティーマネジメント １前 講義 2

必須科目７単位＋選択科目３単位以上　計10単位以上修
得すること。

別表３　実践キャリア実務士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

２
単
位

キャリアガイダンス １前 講義 2

選
択
必
修

３
単
位

地域キャリアデザインⅠ（キャリア）★

※医療機関実習を選択する者のみ必修 １前 講義 2

医療機関実習 １後 実習 1
２
単
位

地域創生学演習Ⅰ
※医療機関実習を選択する者は必修とせず １後 演習 2

選　
　

択

11
～
12
単
位
以
上

人間の研究 １前 講義 1
秘書学概論 １前 講義 2
基礎経済 １前 講義 2
ビジネス実務総論 １前 講義 2
プレゼンテーション概論 １後 講義 2
ヘルスマネジメント １前 講義 2
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
企業実習Ⅰ １前 実習 1
企業実習Ⅱ ２前 実習 1
適性検査実践演習 １前 演習 1
伝統文化（茶道・華道・着付け） ２前 演習 1

医療機関実習を選択する者：
　�必修科目及び選択必修科目５単位＋選択11単位以上。

計16単位以上修得すること。
地域創生学演習Ⅰを選択する者：
　�必修科目及び選択必修科目４単位＋選択12単位以上。

計16単位以上修得すること。
★連携開設科目。

◆　資格・称号取得に係わる授業科目の履修方法
※開講期について保育科３年課程（長期履修制度）は別途科目一覧表を確認すること。
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別表５　上級ビジネス実務士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

10
単
位

キャリアガイダンス １前 講義 2
ビジネス実務総論 １前 講義 2
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
経営学総論 １後 講義 2

選　
　

択

14
単
位
以
上

人間の研究 １前 講義 1
情報処理演習 １後 演習 1
基礎経済 １前 講義 2
ビジネスマナー演習 １後 演習 1
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
企業実習Ⅰ １前 実習 1
企業実習Ⅱ ２前 実習 1
ＤＸ基礎 １後 講義 2
ホスピタリティーマネジメント １前 講義 2
マーケティング概論 ２前 講義 2
経営戦略論 ２後 講義 2
ファイナンスプランナー論 ２前 講義 2
リテールマーケティングⅠ ２前 講義 2
リテールマーケティングⅡ ２後 演習 1
国際ビジネス英語Ⅰ ２前 演習 1
国際ビジネス英語Ⅱ ２後 演習 1

必須科目10単位＋選択科目14単位以上　計24単位以上修
得すること。

別表６　プレゼンテーション実務士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

７
単
位

キャリアガイダンス １前 講義 2
プレゼンテーション概論 １後 講義 2
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2

選　
　

択

９
単
位
以
上

社会心理学 一般教育 講義 2
日本語表現の基礎 １後 講義 2
コミュニケーション英語Ⅰ １前 演習 1
コミュニケーション英語Ⅱ １後 演習 1
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
企業実習Ⅰ １前 実習 1
企業実習Ⅱ ２年次 実習 1
卒業研究 ２前 演習 2
コミュニケーションデザイン １後 講義 2
アニメーション表現 １後 講義 2
英語プレゼンテーション演習 １後 演習 1

必須科目７単位＋選択科目９単位以上　計16単位以上修
得すること。

別表７　上級秘書士（メディカル）
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

11
単
位

医療秘書概論 １後 講義 2
医療・介護マネジメント ２前 講義 2
医療機関実習 １後 実習 1
医療用語 １前 講義 2
医療サービス論 ２前 講義 2
医療情報学 ２後 講義 2

選　
　

択

13
単
位
以
上

秘書学概論 １前 講義 2
ヘルスマネジメント １前 講義 2
ビジネスマナー演習 １後 演習 1
医学一般 １前 講義 2
医療倫理 ２後 講義 2
医療関係法規 ２前 講義 2
医療事務演習Ⅰ １前 演習 1
医療事務演習Ⅱ １後 演習 1
医療事務演習Ⅲ ２前 演習 1
簿記演習 １後 演習 1
ＰＣ演習Ⅰ １前 演習 1
ＰＣ演習Ⅱ １後 演習 1

必須科目11単位＋選択科目13単位以上　計24単位以上修
得すること。

別表８　観光実務士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

８
単
位

企業実習Ⅰ １前 実習 1
観光概論 ２前 講義 2
ホスピタリティーマネジメント １前 講義 2
観光と地域経済 １後 講義 2
国内旅行実務 ２前 講義 1

選　
　

択

12
単
位
以
上

ビジネス実務総論 １前 講義 2
ビジネスマナー演習 １後 演習 1
プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
企業実習Ⅱ ２前 実習 1
ＤＸ基礎 １後 講義 2
イベント企画とマーケティング ２後 講義 2
観光英会話 １後 演習 1
異文化コミュニケーション入門 １前 講義 2
多文化理解入門 １前 講義 2

必須科目８単位＋選択科目12単位以上　計20単位以上修
得すること。
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別表９　�SPARC未来共創教育プログラム 
（通称：アドバンスコース）（ア）

　　　　�現代ビジネス科SPARC学位プログラム 
（通称：ベーシックコース）（ベ）

ア ベ 授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

必
修

情報処理概論Ａ １前 講義 2
人間の研究 １前 講義 1
キャリアガイダンス １前 講義 2
基礎経済 １前 講義 2
情報処理概論Ｂ １後 講義 2
ビジネス実務総論 １前 講義 2
プレゼンテーション概論 １後 講義 2
地域キャリアデザインⅠ（キャリア）★ １前 講義 2

選
択

プレゼンテーション演習 ２前 演習 1
地域創生学演習Ⅰ １後 演習 2
地域創生学演習Ⅱ ２後 演習 2
企業実習Ⅰ １前 実習 1

選
択

統計学の基礎★ １後 講義 2
金融リテラシー講座★ １・２後 講義 2
教養ドイツ語Ⅰ★ １・２前 講義 2
教養ドイツ語Ⅱ★ １・２後 講義 2
教養韓国語Ⅰ★ １・２前 講義 2
教養韓国語Ⅱ★ １・２後 講義 2
企業実習Ⅱ ２前 実習 1

★連携開設科目。

別表10　こども音楽療育士
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

必
修

領
域
１

４
単
位

子どもと表現（音楽）Ⅰ １前 演習 1
子どもと表現（音楽）Ⅱ １後 演習 1
教育心理学 １前 講義 2

選
択
必
修

領
域
２

３
単
位
以
上

こども音楽療育概論 ２前 講義 2
こども音楽療育演習 ２後 演習 1
音楽療法概論 ２前 講義 2
音楽療法演習 ２後 演習 2

選
択
必
修

領
域
３

１
単
位
以
上

こども音楽療育実習 ２年次 実習 1

音楽療法実習 ２年次 実習 2

選　
　

択

12
単
位
以
上

保育の心理学 １後 演習 1
音楽心理学 高大連携 講義 2
心理学概論 一般教育 講義 2
社会心理学 一般教育 講義 2
特別支援教育Ⅰ １後 演習 1
特別支援教育Ⅱ ２前 演習 1
器楽Ⅰ １前 演習 1
器楽Ⅱ １後 演習 1
器楽Ⅲ ２前 演習 1
器楽Ⅳ ２後 演習 1
合唱Ⅰ １前 演習 2
子どもの保健 １前 講義 2
器楽活用の基礎 高大連携 演習 2
音楽と身体表現 高大連携 演習 2
保育内容「表現」の指導法Ⅰ ２前 演習 1
器楽活用法 ２後 演習 2
身体表現及び即興演奏法 ２後 演習 2
卒業研究 ２年次 講義 2

領域１の必修単位４単位＋領域２の選択必修３単位以上
＋領域３の選択必修１単位以上＋選択科目12単位以上　
計20単位以上修得すること。
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別表11　音楽療法士（２種）
授 業 科 目 開講期 種別 単位数

音楽に関する分野

理論に関する科目

必　
　

修

18
単
位

音楽理論 ２後 講義 2
音楽鑑賞法 １前 講義 2

実技に関する項目

子どもと表現（音楽）Ⅰ １前 演習 1
子どもと表現（音楽）Ⅱ １後 演習 1
器楽Ⅰ １前 演習 1
器楽Ⅱ １後 演習 1
器楽Ⅲ ２前 演習 1
器楽Ⅳ ２後 演習 1
合唱Ⅰ １前（集中） 演習 2
声楽 １後 演習 2
身体表現及び即興演奏法 ２後 演習 2
器楽活用法 ２後 演習 2

音楽療法に関する 
分野（８単位）

音楽療法に関する 
項目

８
単
位

音楽療法概論 ２前 講義 2
音楽療法演習 ２後 演習 2
音楽療法総合演習 ２前（集中） 演習 2
音楽療法実践 ２前（集中） 演習 2

音楽療法の 
関連分野

教育に関する科目

選　
　

択

12
単
位
以
上

教職概論 ２後 演習 2
教育原理 ２前 講義 2

福祉に関する科目
子ども家庭福祉 ２前 講義 2
社会福祉論 １前 講義 2

医学・看護に 
関する科目 子どもの保健 １前 講義 2

心理に関する科目
保育の心理学 １後 演習 1
教育心理学 １前 講義 2

音楽療法実習
必
修

３
単
位
以
上

保育実習Ⅰｂ １後 実習 2
音楽療法実習（前後指導含む） ２前後 実習 2

選
択 卒業研究 ２年次 講義 2

一般教養科目

必
修

４
単
位

情報処理概論Ⅰ １前 演習 1
情報処理概論Ⅱ １後 演習 1
コミュニケーション英語Ⅰ １前 演習 1
コミュニケーション英語Ⅰ １後 演習 1

選
択

８
単
位
以
上

上記以外の一般教育科目より８単位以上

音楽に関する分野から18単位＋音楽療法に関する分野から８単位＋音楽療法の関連分野から12単位以上＋音楽療法
実習から３単位以上　計41単位以上
一般教育科目から必修科目を４単位＋選択科目を８単位以上　計12単位以上
総計53単位以上　修得すること。

別表12　数理・データサイエンス・AIプログラム（リテラシーレベル）
保育科

開講期 種別 単位数

必修
情報処理概論Ⅰ １前 演習 1
情報処理概論Ⅱ １後 演習 1

選択
教育方法と技術 ２後 講義 2
数学 一般教育 講義 2

※�３年課程（長期履修制度）の開講期は科目一覧表を 
参照すること。

現代ビジネス科
開講期 種別 単位数

必修
情報処理概論Ａ １前 講義 2
情報処理概論Ｂ １後 講義 2

選択 
（推奨） 情報処理演習 １後 演習 1
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免許状、資格及び称号

免許状、資格及び称号の種類 基礎資格 最低修得単位数 備　　考

幼稚園教諭二種免許状
（保育科）

短期大学士の学
士を有すること

領域および保育
内容の指導法に
関する科目

教育の基礎
的理解に関
する科目等

大学が独自
に設定する
科目 必修科目については別途開講

授業科目一覧表に従うこと。
12 21 ２

保育士資格
（保育科）

卒業資格を取得
すること

一般教育科目10単位以上、専門教育科
目の必修科目55単位以上、選択科目６
単位以上、合計71単位以上

開講授業科目一覧表（　）よ
り６単位以上習得すること。

司書資格
（現代ビジネス科　司書オフィス
ワークコース）

同上 24単位以上 必修科目については別途開講
授業科目一覧表に従うこと。

音楽療法士（２種）
（保育科）

短期大学士の学
士を有すること 53単位以上

別途、資格・称号取得に係わ
る授業科目の履修方法に従う
こと。

社会福祉主事任用資格
（保育科・現代ビジネス科）

卒業資格を取得
すること ６単位以上

選択すべき科目については別
途開講授業科目一覧表に従う
こと。

情報処理士
（現代ビジネス科） 同上 10単位以上

別途、資格・称号取得に係わ
る授業科目の履修方法に従う
こと。

上級情報処理士
（現代ビジネス科） 同上 24単位以上 同上

実践キャリア実務士
（現代ビジネス科） 同上 16単位以上 同上

ビジネス実務士
（現代ビジネス科） 同上 10単位以上 同上

上級ビジネス実務士
（現代ビジネス科） 同上 24単位以上 同上

プレゼンテーション実務士
（現代ビジネス科） 同上 16単位以上 同上

上級秘書士（メディカル）
（現代ビジネス科・メディカルマネ
ジメントコース）

同上 24単位以上 同上

観光実務士
（現代ビジネス科） 同上 20単位以上 同上

こども音楽療育士
（保育科） 同上 20単位以上 同上

発達障がい児サポーター
（保育科） 同上 ５単位 必修科目については別途開講

授業科目一覧表に従うこと。

ベビートイ２級
（保育科）

必要単位を修得
すること １単位

・�必修科目については別途開講
授業科目一覧表に従うこと。

・修了時の試験に合格すること

キッズトイ２級
（保育科） 同上 １単位 同上

認定絵本士
（保育科・現代ビジネス科） 同上 ４単位

・�必修科目については別途開講
授業科目一覧表に従うこと。

・８割以上出席すること。

数理・データサイエンス・ＡＩ
プログラム（リテラシーレベル）

（保育科・現代ビジネス科）
同上 保育科：必修単位２単位以上

現代ビジネス科：必修単位４単位以上
別途、資格・称号取得に係わ
る授業科目の履修方法に従う
こと。

　本学において取得できる免許状、資格及び称号の種類は以下のとおりである。なお、卒業資格を取得しな
い者は、免許状、資格及び称号の申請はできない。
　その他詳細は開講授業科目一覧表（学科別カリキュラム）を参照すること。
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各種実習とその手続き

１　実習の種類と時期
保育実習Ⅰａ　第１回　　２０２７年２月	 （保育所）
保育実習Ⅱ　　第２回　　２０２７年１１月	 （保育所）
基本実習　　　　　　　　２０２６年１１月	 （附属園）
教育実習　　　　　　　　２０２７年６月	 （幼稚園）
保育実習Ⅰｂ　　　　　　２０２７年８月～９月	 （福祉施設等）
保育実習Ⅲ（希望者）　　２０２７年１１月下旬～１２月上旬	 （福祉施設等）
音楽療法実習　　　　　　２０２７年４月～２０２８年３月 
� （施設・病院等：音楽療法士２種）
こども音楽療育実習　　　２０２７年４月～２０２８年３月 
� （施設・病院等：こども音楽療育士）
発達障がい児支援実習　　２０２７年８月～９月 
� （保育所・幼稚園：発達障がい児サポーター）

保　育　科

企業実習Ⅰ　　　　　　　２０２６年８・９月	 （１年次）
企業実習Ⅱ　　　　　　　２０２７年８・９月	 （２年次）
図書館実習　　　　　　　２０２７年８・９月	 （２年次）
医療機関実習　　　　　　２０２７年２月	 （１年次）

現代
ビジネス科

追　　記
　この実習にかかわる事項の適用は２０２６年４月１日入学の２年課程の者とする。
　３年課程（長期履修制度）の学生については、２年次から実施する。
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２　実習参加基準及び評価
（１）実習生留意事項
　　①�　実習にあたっては、本学で修得した学問上の原理・理論を基盤に、学内では得られない知識・技術

を現場での実践を通して身につけるよう、愛情と責任と奉仕の精神をもって誠実に努力すること。
　　②�　実習生は、指導を受ける立場にあることを理解し、勤務は終始厳正に決められた勤務時間（始業並

びに終業時刻）を守り、やむを得ない理由以外は欠勤・遅刻・早退等慎むこと。
　　③�　実習は後進を育てようという実習先の厚意によるため、指導していただいていることを常に念頭に

おき、挨拶、言葉遣いに注意し、実習生らしく謙虚・誠実に行動すること。
　　④�　服装・身だしなみは、実習生として清楚・端正・簡素であり、活動的なものを着用すること。化粧

は最小限とし、髪は本来の自分の髪色で長い髪は束ねる。また、ピアス・ネックレス等のアクセサリー
は着用しない。

　　⑤�　個人情報保護法に基づいて守秘義務を遵守すること。実習前、実習中、実習後に知り得たすべての
情報について、第三者に開示・提供・漏洩してはならない。また、SNS等に掲載するなど、他人に口
外してはならない。なお、これらの行為を行った場合は、学則第53条に基づき処分の対象となる。

（２）実習前後指導
　　�　保育実習及び教育実習の実習前指導は学内・学外で実施する。この前指導は本実習・後指導と合わせ

て免許・資格取得の必修単位になっており、必ず受講する必要がある。
　　�　保育科は、見学実習・体験実習を含め、保育実習指導Ⅰ・教育実習前後指導・保育実習指導Ⅱにおい

て実施する。なお、日程・内容等については事前に提示する。
　　�　企業実習の実習前後指導は学内・学外で実施する。医療機関実習、図書館実習の実習前後指導は学内で

実施する。これらの前後指導は必ず受講する必要がある。なお、日程・内容等については事前に提示する。

（３）実習の評価
　　�　実習の評価は、実習先の評価を基本とし、訪問担当教員の意見も加味して決定する。
　　�　実習指導の評価は、アドバイザー教員による実習指導に対する取り組みと実習に関する提出物の点検

評価等を含め総合的に行う。

（４）実習辞退・実習中止等
　　①　実習辞退について
　　　�　実習先決定後またはそれ以前に、進路変更等の理由で実習を辞退する場合は、アドバイザー教員及

び各実習担当に申し出て、早急に所定の実習辞退届を提出すること。
　　②　実習の中止について
　　　�　実習は実習先の方針に従い、その指導監督のもとに実施されるため、実習生として不適格と認めら

れた場合には実習を中止することもある。
　　　�　また、実習中あるいはその直前に病気やけが等により、実習への参加が不可能となった場合は、早

急に実習中止の手続きをとること。その際、事後の措置についてはアドバイザー教員及び各実習担当
と十分相談して、善後策を講ずる必要があるので心得ておくこと。

（５）実習の制限
　　�　実習への参加が困難であると判断する以下の事由があるとき、当該実習への参加取り消し又は停止を

することがある。
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　　①　健康上の理由により実習への参加が困難であると判断されるとき。
　　②　学業に著しい怠業があるとき。
　　③　その他、実習生として不適格と判断されたとき。
　　※保育科の実習については実習の手引きを参照すること。
　〈保育科の実習参加の可否に関する試験について〉
　　�　保育科の教育実習及び保育実習Ⅱについては、直近の期末試験かつ通算のGPA1.5未満の学生は試験

を実施してその参加の可否を判断する。試験において60点未満の学生は参加できない。なお、２年次１
月に再試験を実施し、合格すれば２月に実習を行うことが可能である。

３　各種実習
（１）教育実習

　教育実習及び教育実習前後指導は、教育職員免許状取得のために不可欠のものであり、実習を通
して学校教育の実態（幼児理解、園務、援助等）を具体的に体験し、将来の教員としての資質を養
うことをねらいとしている。言うまでもなく教育実習は、幼稚園の多大なる協力を得て実施される
ため、特に教員志望の意志の強固な者が、この実習に参加できるものとする。
　また、本人の素行、学力その他教育職員として不適格と認められる者には受講させないことも
ある。

　教育実習の手続き
　　①　実習願（幼稚園）の提出
　　　　１年次４月中旬、所定の実習願を提出する。（３年課程（長期履修制度）は２年次）
　　②　実習先へ実習依頼と訪問
　　　�　大学より実習依頼の文書を送付して、依頼をする。後日、実習先より内諾書をいただく。１年次夏

季休業中に学生は内諾をいただいた園へ挨拶に伺う。
　　　�　なお、この訪問に先立ち、実習担当において人数等を勘案して調整し、配当一覧表を掲示するので、

その指示に従って実習先を訪問する。

（２）保育実習Ⅰａ・Ⅰｂ・Ⅱ・Ⅲ

　保育実習は、保育士資格取得のために不可欠のものである。これらの実習を通して保育所及び
保育所以外の福祉施設（以下、福祉施設）の実態（乳幼児・児童・障がい者等の理解、勤務の形態、
保育・支援の方法等）を具体的に経験し、将来の保育士としての資質を養うことをねらいとして
いる。
　言うまでもなく保育実習は、保育所及び福祉施設の多大な協力を得て実施されるため、特に保育
士になろうとする意志の確固な者がこの実習に参加できるものとする。

　保育実習の手続き
　　�　保育実習Ⅰａ・保育実習Ⅱは保育所、保育実習Ⅰｂ・保育実習Ⅲは福祉施設での実習である。保育実

習Ⅰａ・Ⅱにおける保育所での実習は、特別の理由がある場合を除き原則として同一保育所で実習する
ものとする。
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　〈保育実習Ⅰａ・Ⅱの場合（保育所）〉
　　①　実習願（保育所・園）の提出
　　　１年次４月中旬、所定の実習願を提出する。（３年課程（長期履修制度）は２年次）
　　②　実習先への実習依頼と訪問
　　　�　大学より実習依頼の文書を送付し、依頼をする。後日、実習先より内諾書をいただく。１年次夏季

休業中に学生は内諾をいただいた園へ挨拶に伺う。
　　　�　なお、訪問に先立ち、実習担当において人数等を勘案して調整し、配当一覧表を掲示するので、そ

の指示に従って実習先を訪問する。
　〈保育実習Ⅰｂ・Ⅲの場合〉
　　①　実習願（福祉施設）の提出
　　　　２年次４月中旬、所定の実習願を提出する。（３年課程（長期履修制度）は３年次）
　　　　なお、保育実習Ⅲを希望する者は、指定された期日までに実習願・実習費を提出する。
　　②　実習先への実習依頼と訪問
　　　�　実習希望調査をもとに実習担当で調整して実習先を決定し、配当一覧表を掲示するとともに実習先

に依頼する。
　　　　実習先決定後、事前に実習先と相談の上、事前打合せ会を行う。

（３）こども音楽療育実習・音楽療法実習

　こども音楽療育実習・音楽療法実習は、授業等で習得した知識や技能を基礎に、宮崎学園短期
大学こども音楽教育センターや福祉施設等でセラピストが行う実践場面に参与観察者として参加
することで、将来の音楽療法士やこども音楽療育士としての望ましい資質を養うことをねらいと
する。

　こども音楽療育実習・音楽療法実習の手続き
　　　�　保育科のこども音楽療育実習・音楽療法実習は、宮崎学園短期大学こども音楽教育センターにおけ

るこども音楽療育実習・音楽療法実習と福祉施設等（２日間）で実施される。手続きは履修登録以外、
とくに必要としない。

（４）発達障がい児支援実習

　発達障がい児支援実習は、「障がいと社会」や「特別支援教育Ⅰ・Ⅱ」等で習得した知識や技能
を基礎に、発達障がい児及び発達障がいの傾向があり支援が必要な子どもが在籍する保育所や幼稚
園、福祉施設等で実際に対象児に寄り添い支援する体験を通して、発達障がい児サポーターとして
の望ましい資質を養うことをねらいとする。

　発達障がい児支援実習の手続き
　　　�　発達障がい児支援実習は、発達障がい児及び発達障がいの傾向があり支援を必要とする子どもが在

籍する保育所や幼稚園、福祉施設等（４日間）で実施される。実習費を納入し、履修登録を行う。



－ 80 －

（５）企業実習Ⅰ・Ⅱ

　実際に職場で就業体験することにより、実社会との関わり方を学び、将来の進路選択の参考にす
ることをねらいとしている。

　企業実習の手続き
　　企業実習願を提出する。
　　　企業実習Ⅰ
　　　　�　１年次の６月に所定の実習願を提出する。この実習願により実習配当先を決定し、学長名で依頼

する。
　　　企業実習Ⅱ
　　　　�　２年次の６月に所定の実習願を提出する。この実習願により実習配当先を決定し、学長名で依頼

する。
　　①　実習日程
　　　【実習Ⅰ】（１年次）
　　　　　実習　　　　８、９月
　　　　　実習前指導　８月上旬
　　　　　実習後指導　10月中旬
　　　【実習Ⅱ】（２年次）
　　　　　実習　　　　８、９月
　　　　　実習前指導　８月上旬
　　　　　実習後指導　10月中旬
　　②　実習時間
　　　　　実習Ⅰ　　５日間以上
　　　　　実習Ⅱ　　５日間以上

（６）図書館実習

　図書館実習は、図書館の諸業務の実態を具体的に体験し、司書としての資質を養うことをねらい
とする。

　図書館実習の手続き
　　図書館実習願を提出する。
　　�１年次の１２月に行われる説明会に出席し、１月下旬所定の図書館実習願を提出する。この図書館実習

願により名簿を作成し、学長名で宮崎県立図書館長に依頼する。
　　①　実習日程
　　　　　実習　　　　８、９月
　　　　　実習前指導　８月上旬
　　　　　実習後指導　９月下旬
　　②　実習期間
　　　　　５日間以上
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（７）医療機関実習

　医療機関実習では、医療機関の概要や使命、職種間の連携等を理解し、医療機関運営における
事務職の役割を果たすことのできる資質を養うことをねらいとする。

　医療機関実習の手続き
　　医療機関実習願を提出する。
　　�　１年次の10月に所定の実習願を提出する。この実習願により実習配当先を決定し、学長名で依頼する。
　　①　実習日程　
　　　　１年次
　　　　　実習　　　　２月中旬
　　　　　実習前指導　１月下旬
　　　　　実習後指導　２月下旬
　　②　実習時間
　　　　　５日間以上
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４　実習と諸手続き一覧
学
年 月

保　　　　　育　　　　　科 現代ビジネス科

教育実習 保育実習Ⅰａ 
保育実習Ⅱ

保育実習Ⅰｂ 
保育実習Ⅲ

発達障がい児 
支援実習

こども音楽療育・
音楽療法実習 企業実習Ⅰ・Ⅱ 図書館実習 医療機関実習

１
年
（
保
育
科
３
年
課
程
２
年
）

４月 実習願の提出 実習願の提出

５月

６月 実習園配当表の
確認

実習園配当表確認 
保育所見学実習

１日間

施設見学 
学内実習

実習願の提出 
実習先検討・決定

７月

８月 
夏季休業 実習園への挨拶 実習先への挨拶 実習前指導

９月 
夏季休業 体験実習 体験実習 企業実習Ⅰ 

５日間

10月 基本実習前指導 実習後指導 実習願の提出

11月 基本実習３日間
（附属園）

12月
保育実習Ⅰａ 

前指導
体験実習

図書館実習説明会

１月 実習願の提出 実習前指導

２月 保育実習Ⅰａ 
12日間

医療機関実習 
５日間 

実習後指導

３月

２
年
（
保
育
科
３
年
課
程
３
年
）

４月 実習園への挨拶 実習願の提出

こども音楽療育・
音楽療法実習 

（前後指導含む）

５月 教育実習前指導
実習園訪問

６月 教育実習 
15日間

実習願の提出 
実習先検討・決定

７月 保育実習Ⅰｂ 
前指導

発達障がい児支援 
実習前指導

８月 
夏季休業 保育実習Ⅰｂ 

10日間 
※３班に分けて

実習前指導 実習前指導 
図書館実習 

５日間 
実習後指導９月 

夏季休業
発達障がい児支援 

実習４日間
企業実習Ⅰ・Ⅱ

５日間

10月 保育実習Ⅱ 
実習園訪問

保育実習Ⅲ 
実習願提出

こども音楽療育・
音楽療法実習 

（前後指導含む）

実習後指導

11月 保育実習Ⅱ 
12日間 保育実習Ⅲ

12月

１月

２月 施設等で実習 
２日間

３月



Ⅲ　学生生活の手引き
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学　生　心　得

１　誓約書・在学保証書
（１�）本学に入学を許可された者は、本人及びそ

の者の本学学生としての行為について責任を
負う保証人を定め、本人及び当該保証人が所
定の誓約書・在学保証書に署名捺印し、入学
手続きのときに、学長に提出しなければなら
ない。

（２�）保証人は本人の親権者、又はこれに代わる
者とする。

２　学生証
（１�）学生は入学と同時に学生証の交付を受け、

常時これを携帯しなければならない。
（２）学生証は第１学年の初めに交付される。
　　（図書カード兼用）
（３�）学生証は退学の場合、直ちに返納しなけれ

ばならない。
（４�）学生証を紛失、汚損したときは、直ちに本

学ホームページの「証明書発行システム」よ
り再発行の手続きを行い、再交付を受けなけ
ればならない。

（５）学生証は他人に貸与又は譲渡してはならない。

３　身上異動届
　�　本人及び保証人に次の事項が生じた場合、身

上異動届を学生部に提出しなければならない。
（１�）現住所および連絡先（電話番号を含む）に

変更があったとき
（２）改姓及び改名
（３）保証人の変更

４　健康診断
　�　学生は本学が定期又は臨時に実施する健康診

断を受けなければならない。

５　欠席、公欠（公認欠席）、忌引
（１�）やむを得ない理由で授業を欠席するときは、

その旨を授業科目の担当教員に申し出なけれ
ばならない。

（２�）公欠の場合は、原則として事前に公欠届に
関係者の認印を受け、授業科目の担当教員の
認印を得たのちに教務部に提出しなければな
らない。やむを得ず提出が遅れた場合は、２

週間以内に届け出ること。
　　�　公欠として取り扱う範囲及び関係者は次の

とおりとする。
　　①実習についての打合せなど
� 実習指導課長あるいは実習担当主任
　　②就職試験及びそれに準ずるもの
� キャリア教育センター長
　　③学校保健安全法による出席停止の場合
� 学 生 部 長
　　④その他、教務部長の承認を得た場合
� 教 務 部 長
（３）忌引きについては下記の日数を認める。
　　（遠距離の場合は下の日数に往復日数を加算する）

　　　届け出る際は、会葬礼状を提示する。
　　　　　親・配偶者　　　　　　　　　　７日
　　　　　子　　　　　　　　　　　　　　５日
　　　　　祖父母・兄弟姉妹　　　　　　　３日
　　　　　伯父伯母・叔父叔母・曽祖父母　１日

６　服　装
　〈基準服について〉
（１�）学生は本学が定める式典、行事に際しては

基準服を着用するものとする。
（２�）基準服は各自で準備する。その基準につい

ては下表のとおりとするが、就職試験や公式
行事等にふさわしいデザインとすること。

（３�）令和２年度までの本学指定の基準服を譲り
受けたり購入し、着用することもできる。

○無地で黒または濃紺系のビジネススーツ
　・上着ボタンはシングルで襟がついていること
　・スラックス・パンツ・スカートいずれでも可
○白ワイシャツまたは白ブラウス
　・ワイシャツ着用の場合はネクタイも着用すること
　　※指定のネクタイはありません。
○黒革靴
○本学校章（徽章）

（４）清潔感のある身だしなみを心がける。

〈平常服について〉
（１�）勉学の場にふさわしく、清潔感のあるもの

を選ぶように心がける。
（２�）頭髪、履き物についても勉学の場にふさわ

しいものを心がける。
（３）清潔感のある身だしなみを心がける。
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７　学生用個人ロッカーの使用上の留意事項
（１）ロッカーは必ず施錠すること。
（２）暗証番号は他人に教えないこと。
（３）他人のロッカーは使用しないこと。
（４�）高価な品物や多額の現金はロッカーに入れ

ないこと。
（５）ロッカーの上部に物を置かないこと。
（６）ロッカーを壊した時は、弁償すること。

８　自動車・バイク等による通学
（１�）自動車・バイク等による通学をおこなう者

で、本学学生用駐車場を使用する者は指定さ
れた期間内に申請し、学生部長の許可を得な
ければならない。

（２�）バイク等は学内駐車場においては徐行し、
所定の場所に駐車しなければならない。

　　※自動車は、構内乗り入れ禁止とする。
（３�）自動車・バイク等による通学の際は、別に

定める「自動車・バイク通学（本学駐車場使用）
に関する規則」を遵守しなければならない。

９　清　掃
　�　学生は本学の諸施設の美化及び清掃に努める

ものとする。

10　公示連絡等
　�　本学から学生に対する公示、連絡等は原則と

して所定の掲示板及びユニバーサルパスポート
に掲示して行う。学生は常時掲示板及びユニ
バーサルパスポートに注意すること。

11　学友会
（１�）全学生の自治組織を学友会（以下「本会」

という。）とする。
（２�）本会は、会員相互の親和共同により教養の

向上及び健康の増進を図り、学生生活の充実
に資することを目的とする。

（３）本会は課外活動団体を総括する。
（４�）役員の選出、団体の結成ならびに重大決議

に関しては、学生部長を通じて学長に報告し
なければならない。

（５�）本会に顧問を置く。顧問は本学の専任教員
とする。顧問は役員に対し、助言を与え、又
その相談に応ずるものとする。

12　教職員・学生連絡協議会
　�　本学に学生と教職員との意見交換・連絡を行

う組織として、教職員・学生連絡協議会をおく。
協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

13　団体の結成
　�　学生が学内において、団体（研究会・クラブ・

同好会など）を結成しようとするときは、本学
の専任教職員に顧問を依頼したうえで、所定の
「団体結成届」を学友会を通じ学生部に提出し
なければならない。

14　団体の継続
　�　団体は毎年５月末までに、所定の「団体活動

継続届」を学友会を通じ、学生部に提出しなけ
ればならない。届け出がないときは当該団体は
解散したものとみなされる。

15　届け出事項の変更
　�　届け出た団体の名称、目的、顧問、役員、活

動内容等に変更が生じたときは、直ちに学友会
を通じ、学生部に届け出なければならない。

16　学外団体への加盟
　�　団体が学外の団体に加入しようとするとき

は、「学外団体加入願」にその学外団体の規
約を添え、学友会を通じ、学生部に提出しなけ
ればならない。

17　学外者の招聘、立入
（１�）学生または団体が、学外から講演者、指導者、

コーチ等を招聘しようとするときは、事前に
学生部へ所定の「学外者招聘願」を提出して
学長の承認を得なければならない。

（２�）打ち合わせ、器物の搬入・搬出のために、
学外者が学内に立ち入る必要がある場合は、
関係する学生または団体が事前に「学外者立
入許可願」を総務部へ提出して、事務局長の
許可を得なければならない。

18　課外活動の時間
（１�）学内における課外活動は、休業日をのぞき

１６時３０分からとする。施設の利用時間に
ついては、２１時を限度とするが、体育館等
の利用時間については宮崎学園施設の利用の
頁を参照のこと。
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（２�）休業日の学内における課外活動は、事前に
「休日活動願」を学生部を通じて総務部へ届
け出て事務局長の許可を得なければならない。

19　集会、行事
　　�　学生が学内で集会、行事（学友会総会、学

園祭、対外試合、講演会、発表会など）を行
おうとするときは、事前に責任者が所定の「集
会、行事願」を学生部に提出して学生部長及
び事務局長の許可を得なければならない。

20　施設・設備等の使用
（１�）学生が集会・行事等のため、本学の管理す

る施設（教室・食堂・体育館・グラウンド等）・
設備及び備品（机・椅子・マイク等）を使用
するときは、事前に責任者が所定の「借用願」
を総務部へ提出し、事務局長の許可を得な
ければならない。

　　�　但し、それぞれの使用は定められた管理規
則に従うこと。

（２�）団体が届け出た「団体結成届」「団体活動
継続届」に基づいて通常活動を行う場合は、　
その都度届け出を必要としない。

（３�）記念館の部室、備品の使用については、事
務局長の管理のもとに学友会が総括し、毎年
５月末までに学生部へ借用を願い出なければ
ならない。借用にあたっては「学友会部室備
品使用心得」による。

（４�）各施設の使用にあたって、下記の事項を厳
守しなければならない。

　　①　火気の使用及び喫煙・飲酒を禁ずる。
　　②　使用後、清掃・整頓・消灯・戸締りをする。
　　③　防犯・事故防止等安全管理につとめる。
　　④�　施設・設備等を汚損又は毀損した場合は

直ちに総務部へ届け出る。
（５�）各施設・設備等の使用は一旦許可した場合

でも、校務上の都合により許可を取り消すこ
とがある。

21　学外活動
　　�　クラス・団体・サークル等が学外における

集会・行事（発表会・試合・キャンペーン等）・
旅行・登山・合宿等の学外活動を行う場合は、
事前に責任者が「学外活動願」に責任者およ
び参加者名簿を添付し、学生部に届け出、学
生部長を経て、学長の承認を得なければなら
ない。

22　文書の掲示
（１�）学生による掲示は、掲示物に責任者のクラ

ス・氏名・掲示期間を記載し、学生部に届け
出て許可を受け、定められた場所に掲示する
ものとする。但し、学友会掲示板に掲示する
ときは、この限りではない。

（２�）掲示期間は原則として２週間以内とし、期
間が過ぎたものは責任者が取りはずさなけれ
ばならない。

（３）上記に反する掲示は撤去されることがある。

23　文書の配付・募金活動・署名運動・物品の販売
　�　学生が学内において、文書の配付・募金活動・

署名運動・物品の販売等を行おうとするときは、
学生部に届け出て事務局長の承認を得なければ
ならない。

24　放　送
　�　学生が学内の放送を行おうとするときは、総

務部へ届け出て許可を得なければならない。

25　奨学金の申請
　�　日本学生支援機構奨学金等を希望する場合

は、学生部が指定した期日までに申請すること。
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学生生活上の注意事項
　健康で安全な学生生活を送るためには、皆さん一人一人が生活全般に十分な注意を払い、責任や自覚を持っ
て行動しなければなりません。
　次に示すことは、学生生活において特に注意したい事項についてまとめたものです。あらかじめよく読ん
で、その内容を理解してください。
　なお、本学学則第60条には懲戒処分の定めがあります。期末試験等の不正行為などをはじめ、本学の学生
としての本分に反する行為を行った場合は、懲戒処分（退学、停学及び訓告）の対象となります。
　日頃から地域社会の一員として良識ある行動を心がけ、公共の場でのマナーや交通ルール等を守り、有意
義な学生生活を送ってください。

１　公共のマナー
　�　毎日の通学においては、自動車（保護者の送迎含む）やバイク、自転車等または、公共交通機関を利用

して通学する学生と様々です。通学に限らず、日常でも公共のマナーを守れず、周囲の方々に対して迷惑
となる行為はやめましょう。

　（１）交通ルール
　　　�　本学周辺の路上は道幅が狭く、駐車禁止となっています。交通ルールを十分に理解し、社会の一員

として運転に責任をもち、交通法規を遵守し安全運転に心がけましょう。
　（２）電車やバスの車内での迷惑行為
　　　�　公共交通機関を利用する方への迷惑行為、自分が不快に思うことは、他の人もそう思うかもしれな

いと考えながら行動しましょう。
　　　　・並んでいる列への割り込みや待つ列が長蛇になり他の通行人の妨げになること
　　　　・一人で二つの席を使う（隣の席に荷物を置く）
　　　　・足を広げて座る
　　　　・スマートフォン等での通話及び視聴
　　　　・車内での化粧

２　情報の取り扱い（SNS）
　�　学生の皆さんはSNSを利用する機会が多くあると思います。情報を発信する行為には、責任とリスクが

伴います。InstagramやTikTokをはじめとするSNS上での発言には十分に注意しましょう。その手軽さゆ
えに情報を発信しやすくなっていますが、軽率な発言、書き込みによって、大きなトラブルにつながるケー
スが増えています。無責任なコメントや他人のプライバシーに関すること、誹謗中傷などを発信すること
で、他者を傷つけたり、権利を侵害したりするようなことがあってはいけません。特に実習において施設
や企業から得られた内部情報に関する内容であっても同様です。非公開のアカウントであっても情報が広
まる可能性があります。

　�　一度発信した内容は完全に取り消すことはできません。場合によっては自身の将来（就職等）にも影響
しかねませんので、自分の発言に十分責任を持ってください。

３　飲酒に関すること
　�　20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。学内での飲酒もかたく禁じます。本学は違法行為に対して

は厳正に対処します。また、20歳以上であっても一気飲みや飲酒の強要等のアルコールハラスメント、飲
酒運転（自転車含む）は絶対にしてはいけません。

　�　サークル活動や友人たちと食事をする際、ちょっとした油断や不注意が自分だけでなく、一緒にお酒を
飲んでいる人の命を脅かすことにつながりかねません。
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　�　飲酒に関する正しい知識を深め、法律を遵守し、近隣の方々や店舗などへの迷惑にならないよう、社会
人としてのマナーと節度を守った飲酒を心がけてください。

４　アルバイト就業
　�　アルバイトを始める場合、法令に違反するものは絶対禁止です。その職種・雇用条件等を十分確認し、

教育的及び健康上好ましくない職種等には従事しないでください。
　�　SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆す

るなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるならと応募して強
盗や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕されるという事案が後を絶ちません。強い警戒意識と
注意が必要です。既に掲示されている文部科学省からの「闇バイト」に関する注意を理解し、アルバイト
感覚で犯罪に加担してしまうことがないよう注意してください。

５　カルト団体・不審者等
　�　宗教カルト集団や不審な団体は巧妙な手口で勧誘をしてきます。自分だけは大丈夫と思っている人ほど

注意が必要です。また、破壊的カルト団体などの反社会的団体が、大学内外問わず近隣やSNS等の場で勧
誘を行ったり、不審者に執拗に声をかけられたりすることがあります。

　�　流暢な会話や何気ないアンケート、大学のサークルを騙る団体、交友関係やSNSなどを利用した勧誘に
対して、その場の雰囲気に流されて個人情報を安易に教えたりすることなく、毅然と対処しましょう。

　�　大学周辺において、痴漢、ストーカー、住居浸入などの犯罪被害が発生しています。特に一人暮らしを
している学生は夜間の外出、夜道での単独行動は避け、外出や就寝時の戸締まりを徹底しましょう。

　�　学外において不審者に遭遇したり、見かけるようなことがある場合、すぐにその場を離れ、警察に電話
をし、学生部に連絡してください。

６　消費者トラブル
　�　成人（成年年齢）は、親の同意なく契約できることで、契約に関する様々なトラブル等に遭遇するリス

クも大きくなります。それだけ一個人としての責任が伴うということです。「うまい話」や「甘い言葉」
には、まず警戒し、被害に遭わないよう不要なものはきっぱり断りましょう。普段から消費生活トラブル
に関心をもち、詐欺や悪質な商法に巻き込まれることのないよう注意を払うことが大事です。

　�　なお、消費者被害の救済については、関係官公庁による各種相談窓口等が用意されています。
　�　いざという時には積極的に利用し、不安や心配等がある場合は、学生部学生課あるいは各種相談窓口等

に相談してください。

７　懲戒処分
　�　本学の規則に違反し、または学生としての本分に反する行為は、懲戒（退学・停学・訓告）の対象とな

ります。（別表１『宮崎学園短期大学学生の懲戒処分に係る標準ガイドライン』）
　�　対象となる行為は、犯罪及び飲酒、交通事故の違反行為やカンニング等の不正行為です。
　�　懲戒処分を受けた場合は、進級、卒業が遅れたり、取り消しになるだけでなく、授業料等減免や奨学金

が取り消されるなどの不利益を被ることがあります。

８　海外渡航時の危機管理
　�　海外渡航時は、交通事故、窃盗、強盗、詐欺などの被害に遭う可能性があります。渡航先の安全情報等

をあらかじめ調査したうえで、渡航の是非を判断し、必要な準備を行い、無理なプランは避けるとともに、
身辺の安全確保及び体調管理に十分注意してください。
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９　災害発生時の対応
　�　学内で災害に遭った場合、自分の身の安全を確保し、避難時は教職員の指示に従ってください。災害は

いつ発生するか誰にもわかりません。普段から避難経路を把握しておきましょう。また、大学で実施され
る防災訓練には参加しましょう。

　�　学外で災害に遭遇した場合は、身の安全を確保し、安否状況を家族に知らせるとともに「SECOM安否
確認アプリ」を使って大学に知らせてください。

災害発生時における安否確認について
　令和３年３月に発表された宮崎県地震減災計画によると、今後30年以内に宮崎県において、マグニチュード
7.1前後の地震が70～80％で発生されるとされております。日向灘を震源とした地震及び津波が発生した場合、
本学としては、第一に学生の皆さんの安否を確認し、被害状況を把握することが重要であります。そこで、災害
時に皆さんが簡単に安否報告可能なシステム（「SECOM安否確認サービス」）を導入しました。
　以下、インストール及び操作方法を確認し、全員設定を完了し、災害時にはこのシステムを利用して必ず安否
報告をするようお願いいたします。

【１．アプリのインストール】
スマートフォンをお持ちの方は専用アプリを
インストールされることをお勧めします。
下記の二次元コードから専用アプリ

「セコム安否確認サービス安否報告アプリ」
をインストールしてください。

【３．アプリの設定】
パスワードはIDと同じ数字になっていますので、各自でパスワードを変更
してください。なお、変更したパスワードは大学で把握できませんので、
忘れないようにしておきましょう。
アプリを起動後、左上の　　をタップし、アカウントの管理→パスワード
変更の順で進み変更。

①災害時は安否確認のプッシュ
通知を受信します。

②次にアプリを起動する。

③「安否報告」をタップ。 ④通知内容が表示されますので、
確認して「報告」をタップする。

【４．安否の報告】

【２．アプリの設定】
アプリをインストールしたら、次の画面が
表示されますので、大学から配付された「安
否確認ユーザ情報」に記載されている情報
を入力してください。

※災害時にはアプリへのプッシュ通知に加えて、G-mailにも安否確認のメールが届きます。
　どちらかの方法で回答するだけで問題ありません。ご自身の都合のよい方で回答してください。

※プッシュ通知が受信できるよう、スマ
ホの端末の設定を確認してください。

安否確認は、地震だけでなく、様々な災害等発生時に使用します。
プッシュ通知が届いたら、すぐに安否を報告するようご協力をお願いします。

【Android版】 【iPhone版】

・企業コード：19391012 ※全員同じ
・ユーザID：5＋学籍番号の数字のみ
　　（例）学籍番号A201213の場合→5201213
・パスワード：ユーザIDと同じコード

19391012
学校から配付されたユーザID
７桁の数字
ユーザIDと同じ７桁の数字
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　宮崎学園短期大学では、障害等の有無に関係なく「すべての学生に質の高い教育を保障すること」を基本
理念として、修学上の合理的な配慮・支援を行っています。
　現在、宮崎学園短期大学における「障害のある学生への配慮および支援」に関するガイドラインのもと、
学修支援推進委員会を中心に、各学科にコーディネーターを配置し、学内外の専門家や専門機関とも連携を
図り、合理的配慮の申し出に対応しています。

《障害のある学生への支援の基本方針》
◯�支援については、障害のある学生・保護者（保証人）からの申請に基づいて、成長・

自立の妨げにならない範囲で協議・支援するように努めます。
◯�授業を担当する特定の教員だけが個別に対応するのではなく、関係部局や事務職

員も含め全学で支援します。
◯�障害のある学生を一般学生と最初から区別することを前提とするのではなく、一

人ひとりのニーズに応じた対応を行い、一般学生と同じ場で学習できるよう環境
作りや配慮を行います。

◯�試験等において、視聴覚等に障害のある学生への情報伝達の方法など障害がある
ことによって不利益を被ることがないよう配慮を行います。

◯実習科目や実技科目においては、状況を適宜考慮します。

　心身の機能等により修学上の不自由や不安がある方は、アドバイザー教員または、学科のコーディネーター
にご相談ください。申請書はホームページに記載してありますので、各自ダウンロードして、申請してくだ
さい。

障害のある学生への配慮および支援
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明窓浄机、姿勢を正す
　授業の始め・終わりには、居住まいを正し起立して礼をする。
　椅子の出し入れの音に注意する。
　教室環境を整える。
　机上には授業に直接関わるものだけを置き、カバン、コート、マフラー等はしまう。
　飲み物は机の上に置かない。
　携帯電話・スマートフォンは電源を切りカバンにしまう。

学ぶ場の規律維持は全員のモットー
　私語・居眠り・遅刻等、学習の雰囲気を乱す行為は互いに戒める。
　気分が悪くなる等、退室する必要がある場合は、教師に許可を得る。

分からないままにしない
　授業を受け身のままで終わらせない。
　学ぶのは自分の目標、責任とわきまえる。
　授業で自分の理解を振り返り、分からないことについては質問する・調べる等の対策を講じる。
　やむを得ず欠席した時の授業内容は学友に教えてもらう。

来たときよりもきれいに
　机・椅子等を整え、消しゴムくずやゴミをきれいに片付ける心配りをする。
　教室を授業前よりきれいにして次の時間の使用者に渡す。

授業ルール
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学　生　部

１．学生証に関すること。

　・�学生証を紛失した場合は、①学生部に申し出て、②「証明書発行システム」より申請し、再発行料１,０００
円を指定された方法で支払う。

　・�試験の際、学生証を忘れた場合に仮学生証を発行することができる。（１日のみの使用で学生部に返還しなけ
ればならない。）※前期・後期各１度のみ

２．現住所を変更する場合

　・所定の届け出用紙を学生部で取得する。
　・学生本人または、連帯保証人、保証人に変更が生じた場合も届け出る。

教務部教務課 
※UNIPA 

総務部総務課 
※証明係 

学生部学生課 
※学生名簿等 

2 1 3 

身身 上上 異異 動動 届届  

〔〔個個人人指指導導票票記記載載事事項項関関係係〕〕 

令和 年 月 日提出 
 

宮崎学園短期大学長 殿 

学 籍 番 号  

学 科 科 年  

クラス・コース  

氏 名 ㊞  

保証人氏名 ㊞  

 

下記のとおり、変更いたしましたので届けます。 

 
記 

変 更 事 項 
項 目 変 更 後 変 更 前 

□フリガナ 

氏 名 

  

□本 籍   

□ 
学生住所 

〒 〒 

□ 

保証人住所 

〒 〒 

備考 １．該当する□に✓をすること。 
２．氏名及び住所を変更する場合は、住民票記載事項証明書を添付すること。 
３．住所は、アパート名まで記入すること。 
４．保証人を変更する場合は、「保証人変更届」を提出すること。 

３．学生駐車場の使用に関すること。

　・学生駐車場を使用する場合は、下記の要領で申請する。
　　⑴　申請募集時期
　　　　・在学生　　　　前期（４～９月）････１月下旬　　後期（１０～翌年３月）････７月初旬
　　　　・新入学生　　　前期（４～９月）････４月初旬　　後期（１０～翌年３月）････７月初旬
　　⑵　申請方法
　　　　①Universal Passport及びG-mailにて募集する。※募集期間は１週間程度。
　　　　②指定された期間内に申請する。
　　　　【注意】申請の際に「学生証」「免許証」「自動車任意保険証」を添付する。
　　　　　　　　※�自動車任意保険証は、①損害保険対人「無制限」（バイクは、３,０００万円以上）に加入して

いること、②学生本人が保険の対象になっていることが確認できることを条件とする。
　　　　③駐車場使用を許可された学生は、学生駐車場使用料（前期３，０００円、後期３，０００円）を支払う。
　　　　④「許可者集会」にて、「許可証」を配付する。
　　⑶　民間駐車場
　　　　・藤本駐車場　☎０９８５－８５－４３３３、他
　　　　　　　　※自動車・バイクで通学する場合は、交通ルール・マナーを遵守すること。

４．奨学金に関すること。

　・各種奨学金に関することは、学生部窓口に申し出る。

　学生が本学に入学した所期の目的を達成するためには、日々の学生生活が各自の目標に沿い充実したもの
でなければなりません。学生部では、学生の相談に応じ、指導にあたっています。
　学生への連絡は、G-mail、Universal Passport及び掲示板にて行いますので、必ず確認をしてください。
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５．学生生活に関すること。

　⑴　服装
　　　①基準服を着用する場合
　　　　入学式、創立記念日、卒業式、各実習先への挨拶、就職試験（面接等）
　　　②心がけること
　　　　ＴＰＯ（Time・Place・Occasion）に応じた「装い」を心がけること。
　⑵　拾得物について
　　　・拾得物は、学生部窓口にて受付、保管する。
　　　・保管期間は、届けられた日から１ヶ月とする。
　⑶　昼食場所
　　　・�国際交流センター食堂及び記念館食堂、４号館４階バルコニーやラウンジ、講義のない教室などを利用

できる。
　⑷　怪我や急病、気分が悪くなった場合
　　　・保健管理センターにて、応急処置や休養することができる。
　　　・通学時や授業中、実習中に怪我をした場合は、学生部に届け出る。
　　　　※治療期間によって、保険金が支払われる。（学生教育研究災害傷害保険）
　　　・相手に怪我をさせたり、器物を壊したりした場合は、学生部に届け出る。
　　　　※本人が支払わなければならない法律上の損害賠償が補償される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学研災付帯賠償責任保険）
　⑸　悩み・相談がある場合
　　　・�学生はどの教職員にも相談できる。学生部窓口で相談を受け付けた場合、必要に応じて学内の適切な相

談先を紹介する。カウンセリングについての詳細は「保健管理センターの利用について」を確認すること。
　⑹　アルバイト
　　　『アルバイトは、必要最小限にとどめ、できる限り学業に専念を！』
　　　・�アルバイトは、学費の不足を補う場合など経済的側面ばかりではなく、職業選択のための自己の適性を

知る機会になる場合もある。
　　　　�　しかしながら、アルバイトは学業不振・事故・生活の乱れなどの弊害を伴うことがある。深夜、長時

間のアルバイトにより、朝起きることができず、大学の講義を欠席しがちになり、授業についていけな
くなるケースも少なくない。学業に支障のないよう、必要最小限に留めること。

　　　・�アルバイトの求人情報については、Universal Passportの掲示板に掲載する。アルバイトを希望する学生
は、自分で先方に問い合わせ、以下のことを確認し、保護者の承諾を得たうえでアルバイト先に申し込む。

　　　　①　労働条件の確認
　　　　　　　深夜に及ぶ勤務、過重な勤務、テスト期間中の勤務の強要、実習期間中の勤務の強要等がないか
　　　　②　毎月、決められた日に全額支払いが原則
　【注意】
　　　⑴�　大学が求人企業などを直接調査しているわけではないので、慎重に判断してアルバイトを選択し、自

らの責任において一切処理をすること。
　　　⑵�　就労にあたっては、宮崎学園短期大学生として責任ある態度で臨み、無断で辞めたり、欠勤や遅刻を

しないよう注意すること。
　　　⑶�　掲載された労働条件が実際と違う、賃金の不払いなど、就労に関してのトラブルが生じた場合は、学

生部へ相談すること。

６．その他

　⑴　以下のことは、学生部に申し出ること。
　　　・サークル等団体を結成する場合
　　　・学外の団体に加入する場合
　　　・学外の活動をする場合
　　　・学内にチラシ等掲示したい場合
　⑵　学友会に関すること。
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教務課窓口での相談

授　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業

履修するためには 学期始めの所定の期日までに履修科目の登
録をしなければならない。その学期に履修
する科目のすべてを指示された期間内に
Universal Passport（ユニパ）を使って登録
すること。再履修の場合も履修登録をする。

履修規程第４条

履修登録科目を変更すると
きは

履修した科目を取消したり、科目を変更し
たり、科目追加したい場合は、所定の期間
内に登録変更の手続きを行うこと。ただし、
その後の履修科目の取消し、変更、追加等
は一切認めない。

履修規程第５条

他学科の科目を履修すると
き

他学科授業科目履修届を提出し、教務部長、
学科長の履修許可を得る。

その他の履修に関する規程
２

欠席するときは やむを得ぬ理由で授業を欠席する場合は、
授業担当教員にその旨を申し出る。
就職試験・実習関係・伝染病等を理由とす
る、欠席については、各関係者の承認が得
られた場合は、公認欠席となる。
公欠・忌引届は、①関係者、②授業担当教
員まで認印をもらったら教務係へ提出する。

学生の心得５
履修規程第７条・８条・
９条

長期欠席するときは １週間をこえる場合、欠席届を教務係へ提
出する。
３ヶ月以上、１年以内修学できない場合は、
休学願を提出する。
病気の場合は医師の診断書を添える。

学則２７条・２８条

試　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験

受験資格 実質授業回数の３分の２以上出席している
こと。
学費が納入済みであること。
学生証を提示すること。

履修規程第１１条

試験に欠席せざるをえない
ときは

原則として、試験の１週間前に追試試験願
を提出する。突発的な事故や病気の場合は
すみやかに教務係及び担当教員に連絡する。
病気・事故の場合はその証明書、公欠・忌
引の場合は公欠・忌引届を同時に提出する
こと。

受験の際、学生証を忘れた
ときは

学生部で仮学生証の交付をうけて受験する。
（仮学生証の交付は同一期の試験で一回の
みである。）

履修規程第１２条

そ　
　

の　
　

他　

休学・退学・復学をしたい
ときは

理由をアドバイザー教員に報告したうえで
保証人連署で願い出る。

学則２７・２８・２９・
３２・３３条

除籍になる場合 履修登録をしなかったり学費納入の義務を
怠ったりした場合に対象になる。

学則３４条

他の大学に入学・転学した
いときは

入学・転学試験をうける前に、アドバイザー
教員に報告し学長の許可を得る。

学則３０条

　授業・試験・学籍などについては教務課が、教育実習・保育実習等、実習については実習指導課が、それ
ぞれ皆さんとの窓口になっています。
　教務課に関する基本的なことがらについて、諸規程に基づいてまとめると次の通りです。もとよりこの表
に示されていないことも多いので、皆さんはこの表を手引きとして学生便覧をよく読み、疑問があれば直ち
に教務課窓口へ問い合わせてください。
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キャリア教育センター窓口での相談

就　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

職

①キャリアカウンセリング

②就職の手続要領
③学内就職説明会

④学内推薦選考

⑤求人情報の提供

⑥職場開拓アフターケア

⑦就職登録カードの提出

⑧個別面談・指導

⑨就職試験対策

キャリア教育センターで専任職員が就職相談に対応している。
早期就職対策のために、学生のキャリア教育センターの活用を促している。
各アドバイザー教員の指導も受けること。
オリエンテーション等で説明を行う。
就職説明会を保育園・幼稚園について１月・６月・７月に実施する。
一般企業については、５月に実施する。
企業等から推薦依頼があった場合、学内で選考する。
選考基準は、１年次前期・後期の成績、本学実施の各種の行事参加状況
を基本とし、模擬試験受験状況、積極的な求職意欲等も総合的に勘案し、
選考する。
求人先一覧をキャリア教育センター前に掲示し、求人票綴りを室内に
ファイリングしている。その他、室内には受験報告書等が整備してある。
厳しい就職環境のなか、教職員が一丸となって積極的な求人の開拓を
行っているので、キャリア教育センターで信頼できる確実な就職情報を
得てほしい。また、卒業生の就職先を訪問するなど、機能的な職場開拓
を行っている。
無料職業紹介法により、就職を希望する学生は、キャリア教育センター
に就職登録カードを提出しなければならない。（２年次４月）
キャリア教育センターで２年次４月～８月に予約制で個別面談を実施し
ている。
個別に面談し進路希望について確認し、就職活動の仕方等について指導
している。面接練習等その他の相談は、年間を通して実施している。
１）資料
就職試験対策の資料として、キャリア教育センターに参考図書をはじめ
各種の資料を用意している。
２）就職模擬試験

（現代ビジネス科）
学校指定の問題集を購入し、ＳＰＩ３に対応した模試を定期的に行う。

（保育科）
学校指定の問題集を購入し、幼稚園、保育園、認定こども園等の就職に
対応した模試を定期的に行う。

これらの模試は、就職戦線を突破する力の有無を診断するものである。
模試結果を受けて各自の不足する部分を補い、目標達成を図ってほしい。
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受 付 時 間
　平　日　　８：３０～１７：００
※式典等学校行事がある場合は、受付時間を変更する場合がある。

学 費 等

（１）納入方法：振込用紙による銀行振込。
（２）納入期日：前期は、４月２０日まで、後期は、１０月２０日まで
※期日までに納入できない場合は、「授業料等延納願」を会計係で受け取り必要事項を
  記入のうえ、速やかに提出すること。

施設設備・備品

（１）ロッカー：入学後、各自にロッカーを貸与する。
（２）施設等の使用：学内の施設設備・備品を使用する場合は、借用願を提出すること。
　　　　　　　　　 忍ヶ丘祭等の行事に使用する場合は、実行委員がまとめて借用願
　　　　　　　　　 を提出すること。

売 店
（１）販売時間：平日のみ　　８：４５～１５：００
（２）販売物品：教材・教科書・各種雑誌・文具類・日用品・雑貨・飲食物

各種証明書等は、スマートフォンやパソコン等からオンラインで申請し、発行手数料はクレジットカード、
コンビニエンスストア（セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート）現金決済またはPayPayでお支払
いとなります。発行方法はコンビニ発行、本学総務課での窓口受取、オンライン発行（PDF）や郵送で対
応が可能です。

証明書に関する詳細は、下記ホームページからご確認ください。
https://www.mgjc.ac.jp/student/certificate/

こちらのURLから証明書発行システムをご確認いただけます。
https://www.certcvs.ntt-west.co.jp/cert/z/z_login.html?tenant_id=ce4334d2678414ccfb4da97080a397a3

総務部窓口での相談、各種証明書について

証明書に関する詳細
▼

証明書発行システム
▼
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各種届け出及び願い出等の受付窓口は、下表のとおりです。
　※規程参照の見方
　　学２６…学則第２６条参照　　　履１４…履修規程第１４条参照　　　心２０…学生心得第２０条参照
　　納３　…学費納入に関する規程第３条参照　　　注…１．他学科開講科目の履修に関する規程参照

届け出及び願い出等の受付窓口

届け出及び願い出等 参照規程 受付窓口 備　　　　　　　考
１．休 学 願 学２７、

２８、
２９、
３２、
３３ 教　務　課

保証人連署⇒アドバイザー教員⇒学科長⇒教務係
２．退 学 願

３．復 学 願

４．欠席・公欠・忌引届 心５ 関係者⇒担当教員⇒教務係

５．追試験願・再試験願 履１４、
１５ 担当教員⇒教務係

６．他学科授業科目履修届 注 担当教員⇒学科長⇒履修科目の学科長⇒教務係
７．学 生 証 再 交 付 願 心２

学　生　課

紛失、汚損等の場合、ＷＥＢにて申請

８．身 上 異 動 届 学２６、
心３ 本人及び保証人の住所氏名、連絡先等の変更

９．仮 学 生 証 発 行 願 履１２ 試験の際、学生証を忘れた時、当日限り有効
（発行は１回限り）

10．自 動 車・ バ イ ク
通 学 許 可 証 心８ 原則として１月及び４月、７月の申請

（学内駐車場許可申請）
11．団 体 結 成 届 心１３ 同好会の結成、顧問を依頼し学友会を通して提出
12．団 体 活 動 継 続 届 心１４ ５月末までに学友会を通して提出
13．団 体 活 動 変 更 届 心１５ 届出事項の変更がある時、学友会を通して提出
14．学 外 団 体 加 入 願 心１６ 学外団体の規約を添え、学友会を通して提出
15．学 外 者 招 聘 願 心１７ 講演会、コーチ等を招聘する場合
16．集 会・ 行 事 願 心１９ 学生部長の許可を得る
17．学 外 活 動 願 心２１ 学外での集会、行事、旅行、合宿等の前に提出
18．掲 示 心２２ 学生課で許可を受け、定められた場所に掲示

19．
文 書 配 付 ・
募 金 活 動 ・
署 名 運 動 ・
物 品 販 売

心２３ 事務局長の許可を得る

20．個 人 指 導 票 入学後、ＷＥＢにて入力（全学科１年生）
21．各 種 奨 学 金 申 請 書 心２５ 学生課　奨学金担当へ提出

22．就 職 登 録 カ ー ド
キャリア 

教育センター

４月にキャリア教育センターへ１枚提出
（全学科２年生、専攻科生全員）

23．求 職 カ ー ド 企業・保育園等を受験する前にキャリア教育センターへ提出
24．学 校 推 薦 申 込 用 紙 学校推薦書が必要な求人の場合のみ申請
25．受 験 報 告 書 企業・保育園等を受験した後にキャリア教育センターへ提出
26．学 外 者 立 入 許 可 願 心１７

総　務　課

事務局長の許可を得る
27．学 割 証 交 付 申 請 願 総務課窓口へ提出

28．借 用 願 心２０ 施設設備・備品等の使用は、総務課窓口へ提出
事務局長の許可を得る

29．授 業 料 等 延 納 願 納３、５ 納入期日までに保証人連署し、アドバイザー教員⇒会計
係へ提出
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よりよい学生生活のために

※問合せ先　学生部  ―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―奨 学 金

１　国の修学支援制度（授業料等減免＋給付奨学金）
　令和２年４月からスタートした「授業料・入学金の免除・減額（授業料等減免）と給付型奨学金（返還
不要）」の制度または「貸与奨学金（返還が必要）」の制度を受けることにより安心して学ぶことができる。
なお、令和７年４月から※１「多子世帯」を対象に、所得制限なく授業料等減免が拡充された。（下表参照）
（１）支援対象者の要件（個人要件）
　　①�　住民税非課税世帯または住民税非課税世帯に

準ずる世帯の学生及び※１多子世帯の学生
　※１�　多子世帯とは、申請の時点で扶養する子ど

もの人数（子の年齢は関係なく生計維持者が
扶養する人数）が３人以上であること。

　　②�　学ぶ意欲がある学生であること。ただし、以下の学修状況となった場合は支援を打ち切る場合が
ある。

学業成績の基準

廃　　止

次のいずれかに該当する場合
・修業年限で卒業又は修了できないことが確定した場合
・修得した単位数の合計が標準単位数の６割以下である場合
・�履修科目の授業への出席率が６割以下であること、その他の学修意欲が著しく低い状

況にあると認められる場合
・�警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合（停止の区分に該当する場合

を除く）

警　　告

次のいずれかに該当する場合
・�修得した単位数の合計が標準単位数の７割以下である場合（廃止の区分に該当する場

合を除く）
・ＧＰＡ等が学部等における下位４分の１の範囲に属する場合
・�履修科目の授業への出席率が８割以下であること、その他の学修意欲が低い状況にあ

ると認められる場合（廃止の区分に該当する場合を除く）

　　③�　予期できない事由（例えば、生計維持者（父母等）の死亡、事故・病気等）により家計が急変し
たとき。

（２）支援内容
　　　授業料・入学金の免除／減額　＋　給付型奨学金の支給　※返還不要
　　①　入学金・授業料の免除／減額

区　　　分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ区分
（※１多子世帯のみ）

※２算定基準額 100円未満 100円～
25,600円未満

25,600円以上～
51,300円未満

51,300円以上
（上限なし）

入　学　金 250,000円 166,700円 83,400円 250,000円

授業料（年額） 保育科２年課程・現代ビジネス科 620,000円 413,400円 206,700円 620,000円

授業料（年額） 保育科３年課程（長期履修制度）１年次 420,000円 280,000円 140,000円 420,000円

授業料（年額） 保育科３年課程（長期履修制度）２年次 410,000円 273,400円 136,700円 410,000円

※２　算定基準額
　　　【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）

〈注意〉保育科３年課程の場合、３年次は対象外となります。

進学資金 
シミュレーション
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　　②　給付型奨学金　※日本学生支援機構

区　　　分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ区分
（※１多子世帯のみ）

※算定基準額 100円未満 100円～
25,600円未満

25,600円以上～
51,300円未満

51,300円以上
154,500円未満

自 宅 通 学 38,300円
（42,500円）

25,600円
（28,400円）

12,800円
（14,200円）

9,600円
（10,700円）

自宅外通学 75,800円 50,600円 25,300円 19,000円
　　※自宅外下段の（　）は、生活保護世帯、児童養護施設から通学する学生。

（３）申し込み手続き（予約進学者及び新規申し込みを希望する者）
　　　説明会の開催　･･････　４月中旬　
　　　　　　　　　　　　　　　※学生部から、G-mail及びUniversal Passportで連絡。
　◆保育科３年課程（長期履修制度）の高等教育の修学支援金制度
　　　短期大学は修業年限が２年間であるため、支援の対象となるのは２年次までとなる。

２　貸与奨学金（返還が必要）　※日本学生支援機構
（１）貸与奨学金を受ける者の資格
　　�　経済的理由により修学が困難であると認められる学生。ただし、次のいずれかに該当する者は、申

し込む資格がない。
　　①�　成績不振又は長期欠席等（停学等の学校処分を含む）による留年により、前年度と同一学年を重

複している者。ただし、成績に問題なく、前年度に休学・留学等をした結果、当年度も同一学年を
引き続き再履修している者は、申し込む資格がある。

　　②　奨学金を受けていた最高学年の中途に学業不振による卒業延期となった者。
（２）種類と金額

種　　　類 金　　　額（月額）

第一種奨学金
（無利子）

自宅通学　　　20,000円、30,000円、40,000円、53,000円

自宅外通学　　20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円

第二種奨学金
（有利子） 20,000円から10,000円単位で金額を選択できるが、最高118,000円までとなる。

入学時特別増額 
貸与奨学金

（有利子・一時金）
100,000円から100,000円単位で金額を選択できるが、最高500,000円までとなる。

　　※�入学時特別増額貸与奨学金は、入学時の諸費用の負担を補うことを目的とするものであるため、申
し込みは入学時の１回のみとなる。また、この制度については、第一種または第二種の併用となる。

（３）募集期間　　※学生部から、G-mail及びUniversal Passportで連絡。
　　①　第一種奨学金・第二種奨学金　･･････　年１回　４月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　※入学時特別増額貸与奨学金については、条件を満たせば申し込み可能。
　　②　緊急採用（無利子）、応急採用（有利子）　･･････　随時受付
　　　※�「緊急採用」「応急採用」とは、生計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡、災害等で家計が

急変した場合に申し込みができる奨学金のことをいう。
（４）申し込み手続き（予約進学者及び新規申し込みを希望する者）　
　　　説明会の開催　･････　４月中旬　※学生部から、G-mail及びUniversal Passportで連絡。
【注　意】
　�　国の修学支援制度（授業料等減免＋給付奨学金）及び貸与奨学金に関する手続きや書類の提出等につ

いて、期限までにできなかった場合は、「奨学金の打ち切り」となるので、期限は厳守すること。
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３　宮崎県育英資金貸付事業（返還が必要）
　�　将来有能な人材を育成するため、向学心に富み、優れた素質を有しながら、経済的理由により修学が

困難な学生に奨学金を貸与する制度。
（１）申請の資格
　　①　申請者の主たる生計維持者が、宮崎県内に在住していること。
　　②　学修成績の基準、かつ家計の基準を満たし、学長が推薦することができること。
　　　※日本学生支援機構の貸与奨学金等、他の奨学金との重複採用はできない。
（２）貸与月額
　　　育英資金の種類、学校種別、通学の方法に応じて、金額の選択ができます。

自 宅 通 学 52,000円 39,000円 26,000円

自 宅 外 通 学 59,000円 45,000円 30,000円

（３）貸与期間
　　　修業年限の範囲内
（４）申請手続き
　　�　宮崎県育英資金貸与事業のホームページから、申請関係書類をダウンロードし、本学が指定する期

日までに提出すること。

４　壽崎育英財団
　向学心に富み有能な素質を有する学生で、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を支給して教育
の機会均等を図り将来社会に貢献し得る人物を育成することを目的として、公益財団法人壽崎育英財団定
款および奨学金支給規程を制定された。
（１）申請の資格
　　①　申請者と生計を共にしている家庭で主たる生計を維持している者が九州地方に居住していること。
　　②�　県内に所在する、大学（大学院）・短期大学（学校教育法による）に在学し、人物学業ともにす

ぐれ、かつ健康であり奨学資金の支給が必要であると認められること。
（２）支給及び期間
　　①　支 給 額　　月額　　１５,０００円
　　②　支給期間　　１年間
（３）申請手続き
　　�　学生部から必要書類を取得し、本学が指定する期日までに提出すること。

５　公益財団法人　交通遺児育英会
　�　交通遺児育英会は、保護者が道路上の交通事故が原因で亡くなる又は、重度の後遺障害となるなど、

経済的に修学が困難になった学生に奨学金を無利子で貸与（一部給付）し、社会有用の人材を育成する
ことを目的としている。

（１）申請資格
　　①　保護者が道路上の交通事故で死亡した家庭の学生。
　　②　保護者が道路上の交通事故で重度の後遺障害者となった家庭の学生。
（２）奨学金の種類
　　①　貸与型　４０,０００円（うち、２０,０００円給付）、５０,０００円（うち、２０,０００円給付）
　　　　　　　　６０,０００円（うち、２０,０００円給付）
　　②　入学一時金制度　　４００,０００円、６００,０００円、８００,０００円
　　③　奨学金利用者には、奨学金制度以外にも修学支援金や各種施策あり。
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（３）申請手続き
　　�　公益財団法人交通遺児育英会のホームページから、申請関係書類（願書等）をダウンロードし、本

学が指定する期日までに提出すること。

６　あしなが育英会
　病気や災害、自死（自殺）等で親を亡くした子ども達や親が重度後遺障害で働けない家庭の子ども達を
物心両面で支える。
（１）申請資格
　　�　保護者等が病気や災害（道路上の交通事故を除く）又は、自死（自殺）等で死亡、あるいは親が重

度の後遺障害を負っている家庭。
（２）貸与月額
　　　４０,０００円又は５０,０００円　※２０年以内に無利子で返済。
（３）貸与期間
　　　修業最短期間

７　保育士修学資金貸付制度
　指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付け、これらの修
学を容易にすることにより、質の高い保育士を養成し確保するための制度。
（１）申請資格
　　①　卒業後、貸与を受ける県内において児童の保護等に従事する意思がある者。
　　②　成績優秀であり、かつ家庭の経済状況等から真に修学資金の貸し付けが必要と認められる者。
（２）貸付額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２年課程　　　　　　　３年課程（長期履修制度）
　　①　修学資金（月額）　　　　　　　　５０,０００円以内　　　　　３３，３００円以内
　　②　入学準備金（貸付の初回加算）　２００,０００円以内　　　　２００，０００円以内
　　③　就職準備金（卒業時の加算）　　２００,０００円以内　　　　２００，０００円以内
　　※�高等教育の修学支援新制度（授業料等免除及び給付型奨学金制度）の採用者は、個々の所得要件に

より①修学資金及び②入学準備金が、申請額から減額される場合がある。
　　※�保育科３年課程（長期履修制度）については、２年間分を３年に分けて受給することも可能（２年

間での受給も可）。
（３）申請方法
　　�　各都道府県の保育士修学資金貸付制度のホームページから、申請書類等をダウンロードし、本学が

指定する期日までに提出すること。

８　その他
（１）母子父子寡婦福祉資金の貸与（母子家庭、父子家庭のためのもの）
　　※詳しいことは福祉こどもセンターに尋ねてください。
（２）生活福祉資金の貸与（修学が困難と思われる経済状態にある家庭のためのもの）
　　※詳しいことは宮崎県社会福祉協議会に尋ねてください。
（３）各県及び市町村の奨学金
　　※詳しいことは各県市町村の福祉担当部署に尋ねてください。
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１　保険金が支払われる事故の範囲
（１�）被保険者が被保険者の在籍にする大学の教

育研究活動中に被った事故による身体の傷害。
（２�）被保険者の住居と学校施設等との間の往復

または、学校施設等相互間の移動中に発生し
た身体の傷害。

２　対象となる事項、時間、場所
（１�）講義、実験、実習、演習及び実技による授

業中。
（２�）指導教員の指示に基づき、授業の準備や後

始末を行っている間。教室、図書館、語学学
習施設等において研究活動を行っている間。

（３�）入学式、オリエンテーション、卒業式など
の各種学校行事および課外活動に参加してい
る間。

（４�）大学が教育活動のため、使用している学校
施設内にいる間、ただし寄宿舎にいる間、大
学が禁じている時間、場所、または禁止して
いる行為を行っている間は除く。

（５�）大学の施設以外で、大学に届け出た課外活
動を行っている間。

（６）通学途中。
（７）学校施設等相互間の移動中。
（８�）有毒ガス吸入による中毒症状、日射による

障害も含まれる。

３　支払いの保険金の種類と金額
（１）死亡保険金
　　ア　正課及び学校行事の場合� ２，０００万円
　　イ　課外活動中・通学中� １，０００万円
（２）後遺障害保険
　　　その程度に応じて� …６０万円～３，０００万円
　　（例）両眼が失明したとき
� ……………………１，５００万円～３，０００万円
（３）医療保険金（医師の治療を受けたとき）
　　　治療日数等により金額が異なる。
　　　（事例、データ省略）

４　保険金が支払われないケース
（１�）本人（または保険金を受け取るべき者）の

故意または重大な過失
（２）本人の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
（３）本人の疾病、妊娠、出産、外科手術
（４）天災
（５�）特殊な運動……山岳登はん、グライダー

操縦など
（６�）自動車、モーターボート等による競技参加、

試運転など

５　保険の有効期間と保険料
　入学年次の４月１日から卒業年次の３月３１日
まで。

保 険 料
１ 年 間 １，０００円
２ 年 間 １，７５０円
３ 年 間 ２，６００円

６　事故がおきたときの手続き
　対象となる事故が生じた場合は、ただちに事故
の日時、場所、状況、傷害の程度等を、学生部に
報告すること。
（１�）事故の日から３０日以内に保険サービスセ

ンターまたは当該支店に通知しなければ保険
金が支払われない場合があるので、手続きは
早目に行うこと。

（２�）保険金の請求手続きは学生自身がスマホア
プリ（Skett Book）にて行う。

くわしくは「学生教育研究災害傷害保険
加入者のしおり」を参照のこと。

１．課外活動を行う場合は必ず届け出ること。
２．学外活動を行う場合は必ず届け出ること。

※１、２とも事前に届け出がないと、事故にあっ
　た時、この保険の対象となりません。

学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）
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１　保険の内容
　　�　国内において、学生が、正課、学校行事およびその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物

を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

２　対象となる活動範囲　　 国内の活動で、学生教育研究災害傷害保険（以下「学研災」の適用になる）
場合のみが本賠償責任保険の対象になります。（ ）

　　�　正課、学校行事、課外活動として認められたインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、
ボランティア活動およびその往復途中。

★インターンシップとは…… 学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等での就
業体験を行うことです。

★介護体験活動とは………… 小学校および中学校の教諭の普通免許取得希望者が介護等体験活動を
行うことです。

★教育実習とは……………… 「教育実習」に該当する科目のもとに、受入先の幼稚園・小中学校・
高校で、学生の教員免許取得に必要な活動を行うことです。

★保育実習とは……………… 児童福祉法および同施行規則に規定された保育士の養成施設で履修が
必要な科目について定めた厚労省の通知における「保育実習（必修お
よび選択必修）」に該当する科目のもとに、受入先の保育所等の実習
施設で学生の保育士資格取得に必要な活動を行うことです。

★ボランティア活動とは…… 各人の自由な意志によって、個人がもっている能力、労力あるいは財
産をもって、社会に貢献する活動を行うことです。（但し、本賠償責
任保険では、学校管理下の正課、学校行事、課外活動に限ります。）。

保 　険　 料
１年間　　 ３４０円

対人・対物賠償 １事故１億円限度２年間　　 ６８０円
３年間　１，０２０円

※くわしくは、「学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり」を参照のこと。

Skett Book アプリ

https://skettbook.jp/store

　本学では学生全員が、入学と同時に学生教育研究災害障害保険（略称「学研災」）と学生教育研究賠償責
任保険（略称「学研賠」）に加入します。なお、保険料は後援費より支出しています。

学研災付帯賠償責任保険　学生教育研究賠償責任保険（略称「学研賠」）
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―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―カウンセラー室の利用

　心の状態（悩み・不安・困りごとなど）に関する相談は公認心理師・臨床心理士が受け付けます。円滑
な学生生活を営んでもらうためのものです。気軽に利用してください。
〈こんなときにはどうぞ〉
　　〇対人関係（友人・異性・家族・バイト　など）の悩み
　　〇自分自身の内面（不安・緊張が強い　など）の悩み
　　〇身体の不調が続く（だるい・やる気が出ない・眠れないなど）悩み
　　〇情緒面（イライラする・急に悲しくなる・ゆううつになる　など）の悩み
　　〇進路についての相談
　　〇その他
〈カウンセリング予約方法〉
　① �カウンセリング予約専用メールアドレスmgjc-counselor@mgjc.ac.jp宛てに、下記の内容を記載して

送信してください。
　　〈件名〉カウンセリング希望　〈本文〉希望の日時・学科・学年・氏名
　　　※カウンセリング室開設時間（月 13：00～17：00、火 12：00～16：00、木 10：00～14：00）
　　　　変更になった場合はお知らせします。
　② �保健管理センターに直接来室するか、保健管理センターのメールアドレスhealthcare@mgjc.ac.jpに

下記の内容を記載して送信し、予約してください。
　　〈件名〉カウンセリング希望　〈本文〉希望の日時・学科・学年・氏名

―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―保健管理センターの利用

●保健管理センター利用時間：平日8時30分～17時15分
　　　　　　　　　　　電話：0985-85-0146（代表）
　保健管理センターは学生・教職員の健康の維持増進を図るため、主に下記のような業務を行っています。
　　（１）応急処置
　　　　�　学校でのケガ・虫刺され・軽度熱中症・打僕・生理痛など応急処置・初期対応は、保健管理セ

ンターで行います。アレルギー等の観点より投薬はいたしません。生理痛や偏頭痛に対する鎮痛
剤等は各自準備しておいてください。医師による治療の必要性を認めた場合は医療機関受診を勧
めます。緊急時は救急車の要請や医療機関の手配を行います。

　　　　�　病院受診には保険証（マイナンバーカード）が必要です。遠方から通学している学生や、ひと
り暮らしの学生は保険証（マイナンバーカード）の管理もできるようにしておいてください。

　　（２）健康相談
　　　　�　身体の調子が悪い、病院を受診した方がよいか迷っている、何科にいけばよいかわからない、

月経についてなど、身体の気になることを何でも相談してください。
　　（３）定期健康診断の企画・実施
　　　　�　毎年春季に定期健康診断（胸部エックス線撮影・計測・内科健診）を実施します。健診結果は

個人に通知し、異常があった場合は専門医を受診していただきます。学内で健診をうけなかった
場合は、個人で医療機関を有料受診し健康診断を受けることになります。（全員必須です。）

　　（４）実習に関連した健康診断証明書作成
　　　　�　保育所・幼稚園・福祉施設等の実習に必要な健康診断証明書を作成します。定期健康診断を受

けていない場合、健康診断証明書は作成できません。
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　　（５）腸内細菌検査
　　　　�　保育所・幼稚園・福祉施設等の実習前には、その都度腸内細菌検査が必要です。検査は学校で

一斉に行います。検査で「陰性（－）」が確認されないと実習には行けません。
　　　　�　実習場では定期的に検査が行われており、細心の注意がなされています。食中毒の発生を予防

するためです。学生も自分が保菌者ではないことを証明することが必要です。万が一保菌が判明
した場合は治療を受け、再検査することになります。

　　（６）保健管理センターが利用できないとき
　　　　時間外・土日祝日は近隣の病院、夜間急病センター、休日在宅医を利用することになります。
　　　　※保健管理センターは宮崎国際大学と共用のセンターです。こちらも併せてご確認ください。
　　　　　https://www.miu.ac.jp/campuslife/healthcenter/

―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―■―学友会の組織

　学友会は、全学生を会員とする自治組織です。
　その目的は、「会員同士の協力と交流を通じて、教養を深め、心身の健康を育み、充実した学生生活を実
現すること」にあります。
　主な取り組みには、大学との意見交換の場である「教職員・学生連絡協議会」、学生の声を反映する提案
活動、委員会によるイベント企画、サークル・同好会活動などがあります。
　これらの活動を統括・推進するのが学友会執行部です。学生主体の運営を通じて、より良い学びと交流の
場をつくっています。

１　学友会執行部
　�　毎年１２月に行われる役員選挙に当選した７名並びに前年度から引き続いて務める５名及び当年度に推

薦される４名程度の役員が執行部となり、学友会全体を運営していきます。学友会の運営費用は学生一人
一人が納める会費（年会費７，０００円）で成り立っています。

２　代議員会
　�　代議員は各学科から２名（保育科は各学級から２名）選出し、執行部あるいは各学級などからの提案を

審議・決定します。正副議長（３名）は代議員の互選で選ばれ、総会の議長団も兼ねます。
　�　総会は全学生参加で毎年一回開かれ、予算、決算の承認や会則の改正など学友会の重要事項が提案、審

議決定されます。
３　各委員会
　�　執行部の方針に基づき、それぞれの事業の企画、運営にあたります。
４　会計監査委員会
　　代議員の互選によって２名選び、年１回（３月末）学友会会計の監査をします。
５　選挙管理委員会
　　代議員の互選によって委員を５名選び、役員選挙の実施にあたります。
６　サークル部長会
　�　各サークル・同好会の正・副部長によって構成され、幹事長１名、副幹事長２名を選び、サークル・同

好会活動の諸問題を協議します。
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充実した課外活動のために
　課外活動とは、正課の授業以外の諸活動をさしますが、主として学友会および学内サークル・同好会によ
る学生の自主的な活動を意味します。課外活動は、正課の授業に劣らず、人間形成上大きな役割を担ってい
ます。そこで得られるさまざまな経験、いろいろな人との触れ合い、さまざまな知識や技能の習得は、皆さ
んの大学生活を豊かなものにし、その後の人生にも大きな影響を与えるかもしれません。課外活動に積極的
に参加し、充実した有意義な学生生活を送りましょう。

１　サークル・同好会の結成及び継続
　�　同好会等を新たに作る場合、結成願を学友会に提出し、代議員会の承認を経たうえで、所定の「団体結

成届」を、執行部を通じて学生部に届け出る必要があります。
　�　また、すでに存在している団体も、毎年５月末までに所定の「団体活動継続届」（Ｐ. １０８見本参照）

を執行部を通じて学生部に届けなければなりません。
　�　以上の手続きをしていない場合、「学生教育研究災害傷害保険」が適用されませんし、施設の使用が認

められないことがありますので注意してください。

２　課外活動の時間
　�　通常活動は１７時３０分までとなっています。総務部に届け出て延長することができますが、遅くとも

２１時までです。

３　学外での活動（発表会、遠征試合、団体旅行、合宿など）
　�　事前に責任者が学生部に「学外活動願」（Ｐ. １０８見本参照）と参加者名簿を届け出て、学生部長を経

て、学長の承認を得てください。

４　課外活動登録団体（サークル・同好会）
　�　本学のサークル・同好会活動は、学友会の傘下に文化系・体育系が活動しています。なお、新規サーク

ル結成を希望する場合は、学生部に問い合わせてください。
　【2025年度 サークル／同好会】

　　・ダンス

　　・バスケットボール（宮崎国際大学と合同）

　　・こっちの部屋（占星術）

　　・みんなのおうちデザイン（地域子育て支援）
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（各書類見本）

参 加 者 名 簿

番号 氏 名 学年 学 科 クラス 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

顧 問

※

 

学 長 副 学 長 事務局長 学生部長 学生担当主任 顧 問

年 月 日

学 外 者 招 聘 願

宮崎学園短期大学長 殿

団 体 名：

責任者 学科等： 科 年 クラス

氏 名：

下記のとおり、学外者の招聘についてご許可くださいますようお願いいたします。

記

招 聘 目 的

日 時

令和 年 月 日（ ） 時 分～

令和 年 月 日（ ） 時 分

場 所
〔住所： 〕

講 師

住 所 〒

氏 名

略 歴

謝 礼 金

 
学生部担当 

 

 

サークル・同好会構成員名簿

番号 氏 名 学年 学 科 クラス 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

顧 問

※

サークル・同好会構成員名簿

番号 氏 名 学年 学 科 クラス 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

顧 問

※

学 長 副 学 長 事務局長 学生部長 学生担当主任 顧 問

年 月 日

学 外 活 動 願

宮崎学園短期大学長 殿

団 体 名：

責任者 学科等： 科 年 クラス

氏 名：

下記のとおり、学外活動をしたいので、ご許可くださいますようお願いいたします。 
 

記 
 

行 事 名

活 動 内 容

日 時

令和 年 月 日（ ） 時 分 ～

令和 年 月 日（ ） 時 分

場 所

〔住所： 〕

連 絡 先

電話

そ の 他

※必ず参加者名簿を添付すること。 
 
 
 
 
 

※１

※２

学生部長 事務局長 学生担当 学友会会長 顧 問

年 月 日

団団 体体 結結 成成 届届

宮崎学園短期大学学生部長 殿

下記のとおり、サークル・同好会を結成したいので、ご許可くださいますようお願いいたします。

記

団 体 名 （サークル・同好会）

構 成 員 数 名 学外所属団体

活 動 内 容

活動曜日： 活動時間：

活動場所：

部 長

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

副 部 長

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

会 計

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

顧 問

会 費 年額で徴収 ・ 月額で徴収 ： 円

学 外 指 導 者

氏 名： 携帯番号：

所 属：

〒

住 所：

注：１．※１ 学外の団体と活動する場合は、学外団体の規約を添付すること。

２．※２ 「学外招聘願」を学生部へ提出し、学長の承認を得ること。

３．各団体は、構成員名簿に顧問の捺印をもらった後、学友会執行部へ届けること。
学生係

※１

※２

学生部長 事務局長 学生担当 学友会会長 顧 問

年 月 日

団団 体体 活活 動動 継継 続続 届届

宮崎学園短期大学学生部長 殿

下記のとおり、サークル・同好会を継続したいので、ご許可くださいますようお願いいたします。

記

団 体 名 （サークル・同好会）

構 成 員 数 名 学外所属団体

活 動 内 容

活動曜日： 活動時間：

活動場所：

部 長

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

副 部 長

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

会 計

学籍番号： 学 科：

氏 名： 携帯番号：

顧 問

会 費 年額で徴収 ・ 月額で徴収 ： 円

学 外 指 導 者

氏 名： 携帯番号：

所 属：

〒

住 所：

注：１．※１ 変更があった場合は、学外団体の規約を添付すること。

２．※２ 変更があった場合は、「学外招聘願」を学生部へ提出し、学長の承認を得ること。

３．各団体は、構成員名簿に顧問の捺印をもらった後、学友会執行部へ届けること。
学生係
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就職のために
１　キャリア教育センターの利用時間
　　月～金曜日　８：３０～１７：１５

２　夏季冬季休業期間中のキャリア教育センターの開室
　　開室日は、メールにて連絡します。休業中受付の求人情報は、メールにて配信します。

３　キャリアカウンセリング（キャリア教育センター）
　　４月から８月にかけて２年生に対し、個人別の就職面談を実施します。
　　なお、個人別就職相談は年間を通していつでも対応します。

４　就職説明会
　�　前期オリエンテーションのほか、企業希望者向け求人サイト利用講座や保育園・幼稚園・認定こども園

希望者向け就職説明会を年３回（１月・６月・７月）に実施します。

５　就職模擬試験
　　各学科で学校指定の問題集を購入し、定期的に行います。

６　各種試験問合わせ先（連絡先）及び住所
　（１）　宮崎県職員採用（短大卒・高卒程度）試験について
　　　　〒８８０－８５０５　宮崎市橘通東１丁目９－１０
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会事務局　　　（TEL　０９８５－２６－７２５９）
　　　　なお、県外については該当する県庁の各人事委員会事務局に問合わせて下さい。

　（２）　宮崎市職員採用（短大卒・高卒程度）試験について
　　　　〒８８０－８５０５　宮崎市橘通西１丁目１－１
　　　　　　　　　　　　　　宮崎市役所総務部人事課　　　（TEL　０９８５－２１－１７２２）
　　　　�なお、宮崎市以外県内市町村及び県外市町村については該当する市役所又は町村役場の総務（人事）

課又は職員課へ問合わせて下さい。
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Universal Passport及びG-mailの利用について

１．Universal Passportについて
　�　Universal Passport（通称ユニパ）とは、学生のみなさんの学修を含む学生生活を支援するためのもの

です。ユニパには次のような機能が備わっています。
　　１）履修登録及び履修情報確認
　　２）学内掲示板
　　３）成績情報確認
　　４）授業出席状況確認
　　５）アンケート回答
　　６）授業評価アンケート回答
　　７）シラバス照会
　　８）学修ポートフォリオ
　　学生生活における重要な情報が掲載されていますので、日頃から活用してください。

２．Universal Passportへのアクセス方法
（１）パソコンからアクセスする場合
　　�　ブラウザを起動し、宮崎学園短期大学ホームページ画面を開き、 

「学生ポータルサイト」をクリックしてください。
（２）スマートフォンからアクセスする場合
　　　右の二次元コードからアクセスしてください。
　　　※アクセスする場合通信料が発生します。ご注意ください。
　　	
　　◯ログインする際のＩＤ及びパスワードは大学から発行されます。
　　　大事な情報ですので、紛失することがないように気をつけましょう。
　　◯スマートフォントップ画面

宮崎学園情報ネットワークの利用

Universal Passport 及び Gmail の利用について 
 
１．Universal Passport について 
 Universal Passport（通称ユニパ）とは、学生のみなさんの学修を含む学生生活を支援する

ためのものです。ユニパには次のような機能が備わっています。 
 １）履修登録及び履修情報確認 
 ２）学内掲示板 
 ３）成績情報確認 
 ４）授業出席状況確認 
 ５）アンケート回答 
 ６）授業評価アンケート回答 
 ７）シラバス照会 
 学生生活における重要な情報が掲載されていますので、日頃から活用してください。 
 
１．Universal Passport へのアクセス方法 
 （１）パソコンからアクセスする場合 
   ブラウザを起動し、宮崎学園短期大学ホームページ画面を開き、「学生ポータルサイ

ト」をクリックしてください。 
 （２）スマートフォンからアクセスする場合 
   右の QR コードからアクセスしてください。 
   ※アクセスする場合通信料が発生します。ご注意ください。 
    
  ◯ログインする際の ID 及びパスワードは大学から発行されます。 
   大事な情報ですので、紛失することがないように気をつけましょう。 
  ◯スマートフォントップ画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コチラをクリックすると右メニューバーが

「表示されます 

ユニパ QR コード 

Universal Passport 及び Gmail の利用について 
 
１．Universal Passport について 
 Universal Passport（通称ユニパ）とは、学生のみなさんの学修を含む学生生活を支援する

ためのものです。ユニパには次のような機能が備わっています。 
 １）履修登録及び履修情報確認 
 ２）学内掲示板 
 ３）成績情報確認 
 ４）授業出席状況確認 
 ５）アンケート回答 
 ６）授業評価アンケート回答 
 ７）シラバス照会 
 学生生活における重要な情報が掲載されていますので、日頃から活用してください。 
 
１．Universal Passport へのアクセス方法 
 （１）パソコンからアクセスする場合 
   ブラウザを起動し、宮崎学園短期大学ホームページ画面を開き、「学生ポータルサイ

ト」をクリックしてください。 
 （２）スマートフォンからアクセスする場合 
   右の QR コードからアクセスしてください。 
   ※アクセスする場合通信料が発生します。ご注意ください。 
    
  ◯ログインする際の ID 及びパスワードは大学から発行されます。 
   大事な情報ですので、紛失することがないように気をつけましょう。 
  ◯スマートフォントップ画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コチラをクリックすると右メニューバーが

「表示されます 

ユニパ QR コード 

Universal Passport 及び Gmail の利用について 
 
１．Universal Passport について 
 Universal Passport（通称ユニパ）とは、学生のみなさんの学修を含む学生生活を支援する

ためのものです。ユニパには次のような機能が備わっています。 
 １）履修登録及び履修情報確認 
 ２）学内掲示板 
 ３）成績情報確認 
 ４）授業出席状況確認 
 ５）アンケート回答 
 ６）授業評価アンケート回答 
 ７）シラバス照会 
 学生生活における重要な情報が掲載されていますので、日頃から活用してください。 
 
１．Universal Passport へのアクセス方法 
 （１）パソコンからアクセスする場合 
   ブラウザを起動し、宮崎学園短期大学ホームページ画面を開き、「学生ポータルサイ

ト」をクリックしてください。 
 （２）スマートフォンからアクセスする場合 
   右の QR コードからアクセスしてください。 
   ※アクセスする場合通信料が発生します。ご注意ください。 
    
  ◯ログインする際の ID 及びパスワードは大学から発行されます。 
   大事な情報ですので、紛失することがないように気をつけましょう。 
  ◯スマートフォントップ画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コチラをクリックすると右メニューバーが

「表示されます 

ユニパ QR コード 
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３．G-mailについて
　�　学生のみなさんは、入学時に大学からメールアドレスG-mailが発行されます。大学から個別に連絡する

場合は、G-mailを使用しますので、スマートフォンに登録するなどして、常に確認できるようにしておき
ましょう。

　※�大学から配付されるメールアドレス等が記載されたカードは、いつでも確認できるように、大切に保管
してください。

　※�授業等、大学での学び以外での利用はしないでください。

　　　スマートフォンでメールを確認する方法

２．G-mail について 
 
 学生のみなさんは、入学時に大学からメールアドレスが発行されます。こちらのメールは

G-mail を利用しています。大学から個別に連絡する場合は、こちらのメールを使いますの

で、スマートフォンに登録するなどして、常に確認できるようにしておきましょう。 
 ※大学から配布されるメールアドレス等が記載されたカードは、いつでも確認できるよ

うに、大切に保管しておいてください。 
 
 スマートフォンでメールを確認する方法 

（１）G-mail アプリをインストールする。 

 

（２）メールアドレスを設定する 

 
（３）利用規約を確認する。 

 

（４）受信メールトレイからメール確認

 

  

メールを作成する場合は、「＋」をクリ

ックする。 
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　�　本学の体育施設及びピアノレッスン室等は、本学の教育活動並びに学生のサークル活動を目的として利
用できます。但し、サークル活動については、授業に支障のないよう利用時間を設けています。施設利用
については、下記のとおりです。　

　１．施設の利用案内

区　分 体　育　館 運　動　場 テニスコート

開放時間

平日：１６：３０～２１：００
土 ：１２：３０～２０：００
日 ：　９：００～２０：００

平日：１６：３０～２０：００
土 ：１２：３０～２０：００
日 ：　９：００～２０：００

※日没後は、すみやかに活動を終了すること。

＊休業日　８／１３～１５、１２／２９～１／６　その他、学校の定める閉鎖期間

使用時間 サークル活動許可の時間
※使用時間は、準備及び片付け・清掃までの時間を含む。

使用面数
　１Ｆ：２面、２Ｆ：卓球場
※サークル活動の配当により
１面になります。

１面
　１面（３コート）
※サークル活動の配当により
１面になります。

使用人数 サークル活動許可の人数 サークル活動許可の人数 サークル活動許可の人数

施設の仕様

■広さ
　延べ床面積２，０５４㎡

■競技種目
　�バレーボール、バスケット

ボール、バドミントン、卓球

■種目別コート数
・１Ｆ：　１／２面
　�バレーボール　６人制又は９

人制１面（全面仕様の場合は
６人制１面）

　バスケットボール　１面
　バドミントン　　　３面
・２Ｆ：　１面
　卓球　　５台
　剣道、ダンス等

■広さ
　２５０ｍトラック（１）
　ソフトボール（１）

■競技種目
　�陸上競技、軟式野球
ソフトボール、サッカー、
フットサル

■コート数
　１面：３コート

■競技種目
　テニス

■コートの種類
　砂入り人工芝

※運動場には、サークル活動用具を収納する倉庫があり
ます。ボール等については、各サークル毎に倉庫内に保
管すること。

レッスン室 ■使用時間　　９：００～２０：００ ※使用希望の場合は、総務課　
に問い合わせること。教室・ＰＣ室 ■使用時間　　授業時間以外の時間

体育施設の利用（体育館、運動場、テニスコート等）及び
レッスン室等の利用について
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２．手続き方法

サークル活動が使用する場合 個人及びサークル活動以外が
使用する場合

活動継続の申請

所定の「団体活動継続届」又は「団体結成届」（学
生課にて発行）に必要事項を記入し、顧問の
認め印を押印後、学生課に提出する。

【申請受付期間】
５月末日まで（平日　８：３０～１７：００）

申請の必要なし

施設使用の申請
「借用願」（所定の用紙）に必要事項を記入し、
総務課に提出すること。

【申請受付期間】使用希望日の前日まで

「借用願」（所定の用紙）に必要事項を
記入し、総務課に提出すること。

【申請受付期間】使用希望日の前日まで

施設使用の許可
施設及び活動日時を調整後、管理担当者の総
務課から学生課を通じて学友会の担当委員及
び各サークルに対して連絡する。

管理担当者（総務課）から、申請者に
対して、連絡する。

３．使用の取消
　　　やむを得ず使用を取り消す場合は、必ず事前に管理担当者（総務課）に連絡する。
　　�　運動場及びテニスコートについては、台風等により使用を中止する場合も必ず事前に管理担当者（総

務課）に連絡すること。
　　※事前に連絡がなく使用開始時間が３０分を過ぎても使用手続きをしない場合は、使用を取り消します。

４．施設使用の注意
　　施設の使用にあたっては、次の事項を必ず守ること。
　（１�）午後６時以降、一般教室等（ピアノレッスン室、パソコン室を含む）の使用を希望する場合は、「個

人及びサークル活動以外」と同じ申請手続きを行うこと。
　（２）体育施設の使用は、怪我等に注意し、施設内の整理整頓や器具の損壊等に配慮すること。
　　　また、使用後は必ず清掃し、ゴミは各自で持ち帰ること。
　　　　①　体 育 館　　　必ずモップをかけ清掃すること。
　　　　②　運 動 場　　　運動場の整備（トンボかけ）
　　　　③　テ ニ ス コ ー ト　　　ネットを緩め、ブラシかけをすること。
　　　　④　教室・レッスン室等　　　整理整頓、窓の戸締まり及び照明の消灯をすること。
　　　　　　※施設内は、すべて禁煙。
　（３）体育館は、体育館シューズを使用すること。
　（４�）使用者は、許可された競技のみを行うこと。なお、許可された競技以外を行い、その際、施設等に

損傷を与えた場合は、弁償すること。
　（５）使用時間は厳守すること。なお、使用時間内に準備・後片付けまでが含まれる。
　（６）鍵を総務課で受け取り、使用後は、速やかに総務課又は常駐警備員に返却すること。
　（７�）本学の施設設備等は、教育活動及び学生のサークル活動のために開放する。学外への貸与は原則と

して行わない。

５．管理者連絡先　　　宮崎学園短期大学　総務部総務課　０９８５－８５－０１４６
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図書館内の案内
　１　Ｆ　――――――――――――――――――――――
〔西　側〕
施設・設備
①資料返却ポスト（閉館時設置）　②防犯カメラ　
③資料貸出確認装置　④コピー室（カラーコピー機設置）
⑤遺失物保管棚
⑥�拡大読書器、検索用パソコン（所蔵資料、インターネット、CD-ROM、Word、Excel、PowerPoint）、 

プリンター
⑦記帳台（諸申込用紙）
⑧ＤＶＤ等視聴コーナー
資　　　料
⑨新着雑誌　⑩大型地図　⑪就職・資格試験関連図書
⑫ＡＶ資料（ＤＶＤ、ＣＤ、ビデオ、ＣＤ＆英語学習本・楽譜）　
⑬指定・推薦図書　⑭新着図書　⑮出版社目録　⑯参考図書　⑰新着新聞
　※⑨に両大の発行物、図書館規程集展示

〔東　側〕
施設・設備
⑱貴重書室
資　　　料
⑲漫画関連資料コーナー　
⑳新聞・和雑誌バックナンバー　
㉑教科書、指導書、
　洋雑誌バックナンバー

宮崎学園図書館利用の手引き

W i - F i
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２　Ｆ　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〔西　側〕
施設・設備
①踊り場（飲食専用コーナー）　②蔵書検索用パソコン　③グループ学習室１・２　④会議室
資　　　料
　★このフロアには、総記／哲学／歴史／社会科学分野の資料を備えています。（和書）
⑤参考図書　⑥一般図書　⑦文庫本（小説）　
⑧大型本（含エプロンシアター・タペストリー・大型パネルシアター・大学教育学部卒論）　
⑨大型参考図書　⑩外国絵本　

〔東　側〕
施設・設備
⑪書庫（短大３号館）　⑫蔵書検索用パソコン
資　　　料
　★このフロアには、自然科学／技術、工学／産業／芸術、
　　美術／言語／文学分野の資料を備えています。（和書）
⑬参考図書　⑭一般図書　⑮辞書　⑯楽譜　⑰大型本　
⑱大型参考図書　⑲絵本　
⑳紙芝居、大型絵本・紙芝居、りんごのたな（点字つきさわれる絵本）

W i - F i

短大３号館

⑧
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３　Ｆ　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
施設・設備
①蔵書検索用パソコン
②多目的室　③グループ学習室３・４　④メディア授業収録用スタジオ
資　　　料
　★このフロアには、洋書を備えています。
⑤参考図書　⑥一般図書　⑦辞書　⑧ペーパーバック　⑨大型本

開館時間

曜　　　日 通　　　常　　　期 休　　　業　　　期

平　　　日 ８：３０〜１８：３０
※カウンター受付は８：５０〜 ９：００〜１７：００

土　曜　日 ９：００〜１３：００
※第２・第４のみ

 ※閉館１５分前に、全ての受付業務を終了します。

休 館 日
　日曜日、国民の祝日、年末年始、両大学休業期間中の土曜日、蔵書点検期間
　※臨時に開館時間を変更又は休館する場合は、事前にメール等でお知らせします。

W i - F i

⑨

⑨

大学
メディア授業

収録用スタジオ



－ 117 －

利用の仕方　――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〔入 退 館〕
　・本学の教職員、学生の入館は自由です。
　・�出入口に「資料貸出確認装置（ＢＤＳ）」が設置してあります。貸出手続きをせずに持ち出そうとする

とブザーが鳴ります。
　　※防犯と利用者の方の安全にために防犯カメラを設置しています。
〔利用者カード〕
　・学生証が「利用者カード」になります。
　・紛失、住所又は電話番号に変更が生じた場合は、直ちに届け出てください。
　・再発行を受けたい場合は、まず、短大へ届け出てください。
〔館内閲覧〕
　・書庫・貴重書室以外は、全て自由に閲覧できます。
　・�利用後に返却場所が分からない場合は、各階に設置してある返本台に戻してください。（借りていない

図書のみ）
　・資料の配置は、１階の案内板や各書架に付いている見出しを見てください。
〔パソコン・無線ＬＡＮの利用〕
　・�デスクトップパソコンとノートパソコン（館内貸出あり）で、Word、Excel、PowerPoint、インターネッ

ト検索ができます。ノートパソコンの貸出時間は原則２時間で延長は１時間です。※プリンターは１階
に設置

　・�持ち込みのパソコン、タブレット、スマートフォンでインターネットを利用したい場合は、最初にカウ
ンターでお申し込みください。※パスワードは年度初めに変更

〔貸出・返却〕
　　貸出冊数・期間

利 用 者 区 分 資　　料 冊　　数 期　　　　　　　　　　間

教 職 員 図　　書 １００冊以内 １年間（４月１日から翌年３月３１日をもって期限とする。）

学 生 図書・推薦図書 ※２０冊以内 ２８　　　日　　　以　　　内

教職員・学生

漫 画 本 ５冊以内
７　　　日　　　以　　　内ＡＶ資料 ５点以内

雑　　誌 ５冊以内

指定図書 ※２０冊以内
通常期平日　１７：００〜翌開館日９：３０
通常期土曜　１２：００〜翌開館日９：３０
休業期平日　１５：００〜翌開館日９：３０

　備考：※印の図書及び推薦・指定図書の貸出総冊数は、２０冊以内とする。

　館外貸出
　　 カードと資料を提示 　→　 貸出処理 　→　 カードと資料を受取る

　返　　却
　　 資料をカウンターの係に渡す 　→　 返却処理 　→　 終　了
　　・２週間以上延滞している場合は、延滞料金徴収の罰則があります。
　　・閉館時は、入り口に設置してある返本ポストに返却してください。

スマートフォンでの会話

蓋付の水・お茶（無糖）以外の
飲料水持込・摂取

決められた場所以外での飲食
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　継　　続

　　 カードと資料を提示 　　→　 継続処理 　→　 カードと資料を受取る
　・継続は２回まで可能です。

　予　　約

　　 予約票提出 　→ 　 予約処理 　→　 終　了
　・展示中の新着資料や希望の資料が貸出中の場合は、予約ができます。
　・到着の連絡後、１週間以内に借りに来ない場合は、予約が無効になります。
　・図書館のＷｅｂサイトからも予約ができます。事前にパスワードの登録が必要です。

〔資料の紛失〕
　　資料を汚損・紛失した場合は、原則として、同一の資料を弁償していただくことになります。

〔部屋の利用〕
　　 予約状況確認 　→ 　 予約票提出 　→　 受付処理 　→　 部屋へ
　・予約は１ヶ月先まで可能です。
　・予約時間を１５分過ぎても利用がない場合は、予約が無効となります。
　・部屋の利用時間は最長３時間ですが、１時間に限り延長できます。
　・部屋の割り当ては、係の指示に従ってください。

　部屋等の案内

部 屋 名 場 所 利 用 人 数 主 な 利 用 方 法

ＤＶＤ等視聴コーナー １Ｆ 各２名（４セット）
※ヘッドフォン使用 ＡＶ資料視聴（ＤＶＤ、ビデオ）

グループ学習室１・２ ２Ｆ 各 ３〜１５名 グループでの学習、ＤＶＤ視聴、授業

会 議 室 ２Ｆ ３〜１０名 会議、サークル等の打ち合せ、
ＤＶＤ視聴

グ ル ー プ 学 習 室 ３ ３Ｆ ３〜６名 グループでの学習、授業、
ＤＶＤ視聴

グ ル ー プ 学 習 室 ４ ３Ｆ ３〜６名 マイクロ資料検索・複写、グループ
での学習、授業、ＤＶＤ視聴

多 目 的 室 ３Ｆ ３〜２０名 グループでの学習、授業、テレビ放送・
ＡＶ資料視聴（ＤＶＤ、ビデオ）
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所蔵資料　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〔蔵書数等〕� ２０２６年４月現在

資 料 区 分 和 書 洋 書 合 計
図 書 冊 数（ 電 子 書 籍 含 む ） 約１３４，０００冊 約４１，０００冊 約１７５，０００冊
購 読 雑 誌 種 数 １５０種 － １５０種
購 読 新 聞 種 数 ８種 ３種 １１種

視 聴 覚 資 料 数 Ｄ Ｖ Ｄ 約２，９００点
Ｃ Ｄ 約３，７００点

Academic OneFile
（アカデミック・ワンファイル）

約１３，０００タイトルの雑誌に掲載された論文・記事について検索し、本文をダ
ウンロードすることができるジャーナルデータベース。学術誌の他、英字新聞記事
や、ＣＮＮ・ＢＢＣ等のポッドキャストも配信

APA PsycArticles
（サイコアーティクルズ）

心理学分野雑誌の全文データベース。１００誌以上のインデックス・抄録、全文情
報を収録。現在提供している総フルテキスト数は約２０万件で毎週更新

Japan Knowledge
（ジャパンナレッジ）

百科事典・辞書・ニュース・学術サイトＵＲＬ集等を集積した日本最大の知識デー
タベースを一括検索（契約台数：１）

ブリタニカ・オンライン・ジャパン
日本語『ブリタニカ国際大百科辞典』と英語のEncyclopedia Britannicaをベースと
した知のポータルサイト。日本はもとより、世界が認める一流の知識人が疑問解決、
調査、学習をサポート。論文やレポートの作成等、さまざまなシーンで利用できる
サービス

Britannica　ImageQuest 世界有数の企業・学術機関が保有する２００万点以上の写真やイラストを一括検索

CiNii（サイニイ） 学会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベース等、学術
論文情報を検索の対象とする論文データベース・サービス

宮日データベース（宮崎日日新聞） ２００１年１月１日以降の記事データ７０万件以上をデータベースとして公開
（契約台数：１）

朝日新聞クロスサーチ
１８７９年（明治１２年）の創刊号から今日まで約１４０年を超える紙面から約 
１，６００万件の記事・広告が検索できる日本国内最大級の新聞記事データベース。
雑誌「ＡＥＲＡ」「朝刊朝日」の記事等も収録（契約台数：１）

日経МＪビューアー（日経流通新聞） 過去１ヶ月分の日経や日経ＢＰの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、
情報、通信、社会など各分野のニュースの閲覧が可能

D1−Law.com（現行法告示版データベース） 日本の現行法令を集大成した総合法規集（契約台数：１）

宮崎学園図書館学術リポジトリ
宮崎国際大学、宮崎学園短大の紀要（教員論文）を電子化・公開。当館ホームペー
ジから検索・閲覧可能
URL:https://meilib.repo.nii.ac.jp

〔別置資料他〕
　蔵所で、特色のあるものや別置している資料を紹介します。

資　料　区　分 配　架　場　所 特色・内容

電 子 書 籍 パソコン等で検索
約８００点所蔵。図書館・大学・短大のＷｉ-Ｆｉに接続したＰＣ・スマホ等で閲覧
可能で、図書館のＷｅｂサイトに入り閲覧・印刷・ダウンロードを行ってください。
２０２３年１月から学外（学生・教職員限定）からも利用可能になりました。詳細は、
係にお尋ねください。

参 考 図 書 ・１　 階　 西
・各階先頭書架

書誌・目録・索引・言語辞典・事典・人名事典・便覧・年鑑・年表等のこと。洋書：
ブリタニカ百科事典２セット以外は３階に配架

公務員・国家試験 　１　 階 　西 教員・幼稚園・保育士、介護福祉士、国家・地方公務員、学校事務、裁判所、警察、
消防士等の採用試験関連資料を所藏

就 職 試 験 　１　 階 　西 一般企業採用試験関連資料を所蔵

資 格・ 検 定 　１　 階 　西 英語・漢字・ＦＰ・販売士・簿記・診療報酬・医療事務・秘書・ビジネス関連等

指定・推薦図書 　１　 階 　西 学生向けの推薦図書や講義関連図書が教員別に置いてあります。

教科書・指導書 　１　 階 　東 県内の小・中・高校で使用されている教科書等を所蔵

エプロンシアター
タ ペ スト リ ー 　２ 階 西 大 型 エプロン等を舞台に見立てて人形等を使いお話をするもので、約１２０点を所蔵。

実習やイベント等で活用ください。

紙 芝 居・ 絵 本 　２　 階 　東 約１，４００冊の紙芝居、約１０，０００冊の絵本を所蔵。実習等に役立てください。
紙芝居架、拍子木、点字つきさわれる絵本のコーナー（りんごのたな）もあります。

楽 譜 　２　 階 　東 約４，５００冊の楽譜を所蔵

文 庫 本 　２　 階 　西 約２，２００冊の文庫本（小説分のみ）を別置。小説以外の文庫本は各分野に混配

漫画及び関連図書 　１　 階 　東 漫画を約４，０００冊、漫画関連の作家・作品研究、技法等図書を約２５０冊所載
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資料の探し方　―――――――――――――――――――――――――――――――――――

１　蔵書検索用パソコンで検索する。
　１）図書館が持っている資料の検索ができる。
　　　資料項目：「図書」「雑誌」「ＡＶ資料」「雑誌特集記事」
　　　　　　　　　　
　２）検索条件画面を開いて入力する。※“詳細検索”の画面を開く
　　　以下の条件枠に言葉や数字を入力して検索する。
　　　「キーワード」「タイトル」「著者名」「出版社」「出版年」「和洋区分」「言語」
　　　「請求記号（本に貼ってある背ラベルの番号等）」「所在（本の置いてある場所）」
　　　「新着（○○日以内で）」「資料ＩＤ（本に貼ってあるバーコードラベルの番号）」等がある。
　　　　※詳しい検索・操作方法は、パソコンと一緒に置いてあるマニュアルを見る。
　　　　　　　　　　
　３）「請求番号」と「所在」を確認又はメモをしてから書架へ行く。
　　　　※各フロアに掲示してある“書架案内”で配架場所を確認できる。

２　『日本十進分類法（ＮＤＣ）』の『本表』や『相関索引』で“分類番号”を調べる。
　１）１階に置いてある『日本十進分類法』で分野や分類番号（＝請求番号）を調べる。
　　　　　　　　　　
　２）１階の“書架案内”で配架場所を確認してから書架へ行く。
　　　　　　　　　　or
　　　パソコンで検索し「請求番号」と「所在」を確認又はメモをしてから書架へ行く。

３　インターネットや図書館Webサイトを使って検索する。
　１）インターネット：Yahoo、Google等の検索エンジンから書店や出版社のサイトを検索する。
　２）図書館Ｗｅｂサイト：「ＣｉＮｉｉ（日本の論文）」「ジャパンナレッジ」等のデータベースを検索する。
　　※インターネット検索注意事項
　　　�　世界中の様々な情報が簡単に手に入る利点はあるが、正しい情報かどうか見極めることが必要。他

の情報や資料との比較、書き込み者、掲載者を確認すること。

４　出版社目録等で調べる・カウンター横の棚に配架
〈本学図書館に資料がない場合〉

　 リ ク エ ス ト を す る 記帳台にある「資料購入伺い」で申込

　 他の図書館から本を借りる 記帳台にある「相互貸借申込」で申込

　 他の図書館へ文献複写を依頼 記帳台にある「文献複写申込」で申込

選書基準等により
選定します。

蔵書検索：スマートフォンから図書館のサイトに入り検索できます。
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〈配架場所：２階西側〉

００　総　　記
０１	 図書館.　図書館学
０２	 図書.　書誌学
０３	 百科辞典
０４	 一般論文集. 一般講演集
０５	 逐次刊行物
０６	 団体
０７	 ジャーナリズム. 新聞
０８	 叢書. 全集. 選集
０９＋	 貴重書. 郷土資料. 
	 その他の特別コ レクション

１０　哲　　学
１１	 哲学各論
１２	 東洋思想
１３	 西洋哲学
１４	 心理学
１５	 論理学. 道徳
１６	 宗　　教
１７	 神道
１８	 仏教
１９	 キリスト教

２０　歴　　史（例）
２１	 日本史
２２	 アジア史. 東洋史
２３	 ヨーロッパ史. 西洋史
２４	 アフリカ史
２５	 北アメリカ史
２６	 南アメリカ史
２７	 オセアニア史.　両極地方史
２８	 伝記
２９　地理.　地誌.　紀行

３０　社会学科
３１	 政治
３２	 法律
３３	 経済
３４	 財政
３５	 統計
３６	 社会
３７	 教育
３８	 風俗習慣.　民俗学.　民族学
３９	 国防.　軍事

〈配架場所：２階東側〉
４０　自然科学
４１　 数学
４２　 物理学
４３　 化学
４４　 天文学. 宇宙科学
４５　 地球科学. 地学
４６　 生物化学. 一般生物学
４７　 植物学
４８　 動物学
４９　医学. 薬学

〈配架場所：２階東側〉

５０　技術. 工学
５１	 建設工学. 土木工学
５２	 建築学
５３	 機械工学. 原子力工学
５４	 電気工学. 電子工学
５５	 海洋工学. 船舶工学. 兵器
５６	 金属工学. 鉱山工学
５７	 化学工業
５８	 製造工業
５９　家政学. 生活科学

６０　産　　業
６１	 農業
６２	 園芸
６３	 蚕糸業
６４	 畜産業.獣医学
６５	 林業
６６	 水産業
６７	 商業
６８	 運輸. 交通
６９	 通信事業

７０　芸術. 美術
７１	 彫刻
７２	 絵画. 書道
７３	 版画
７４	 写真. 印刷
７５	 工芸
７６	 音楽. 舞踊
７７	 演劇. 映画
７８　スポーツ. 体育
７９　諸芸. 娯楽

８０　言語
８１	 日本語
８２	 中国語. その他の東洋の諸言語
８３	 英語
８４	 ドイツ語
８５	 フランス語
８６	 スペイン語
８７	 イタリア語
８８	 ロシア語
８９	 その他の諸言語

９０　文　　学
９１	 日本文学
９２	 中国文学. その他の東洋文学
９３	 英米文学
９４	 ドイツ文学
９５	 フランス文学
９６	 スペイン文学
９７	 イタリア文学
９８	 ロシア・ソヴィエト文学
９９	 その他の諸文学

日本十進分類法（ＮＤＣ）　第２次区分表ー背ラベルの番号ー
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文献の複写・印刷に関する料金
　図書館が所属する資料及び提供する情報を、学習上あるいは研究に資するために、複写・印刷することが
できます。１階にセルフサービスによるコイン投入式複写機とCD-ROM＆インターネット専用パソコン 
（※要申込）を設置しています。Word、Excel、PowerPointも利用できます。
　【単価表】

機　　械 色 Ｂ５ Ａ４ Ｂ４ Ａ３

コ ピ ー 機 カ　ラ　ー ３０円 ５０円
白　　　黒 全て　１０円

プリンター カ　ラ　ー 全て　１０円白　　　黒

ＷｅｂＯＰＡＣ（蔵書検索）経由のサービス
　蔵書検索経由で、資料予約、利用状況照会（貸出状況）、資料購入希望依頼（リクエスト）、相互貸借依頼
（他の図書館に図書の貸出依頼・文献複写依頼）ができます。このサービスを利用したい場合は、図書館カ
ウンターで「パスワード登録」をしてください。手続きは簡単ですのでご利用ください。

他大学図書館の利用
　県内の大学・高専図書館が加盟している「宮崎県大学図書館協議会」の「宮崎県大学図書館間相互利用実
施要項」により、県内の大学図書館が利用できます。詳しくは、各大学のＷｅｂサイトをご覧ください。

レファレンスサービス（質問受付）
　図書館では、人物や事柄、文献の書誌・所在等の調査に関する照会・質問に応じています。いつでもお気
軽にカウンターの係にお尋ねください。

意見箱の設置
　各階に意見箱と専用の用紙を置いていますので、ご意見・ご要望をお寄せください。

図書館に関する規程
　学生便覧に「宮崎学園図書館規程」を掲載しています。利用案内の詳細については、この規程もご覧くだ
さい。「宮崎学園図書館学外者利用規程」は、図書館のＷｅｂサイトをご覧ください。

宮崎学園図書館Ｗｅｂサイト
　Ｗｅｂサイトのメニューには、「資料を探す」「データベース」「利用案内」「当館について（沿革・規程等）」
「お知らせ」「新着資料案内」「開館カレンダー」「宮崎学園図書館学術リポジトリ（両大学研究成果）」等々
があります。日々更新していますので、ぜひご覧になりご活用ください。

館内飲食
・�密閉蓋付き容器の「水・お茶（無糖）」は持ち込み・摂取できますが、書庫・貴重書室・書架・電気機器周辺、

歩きながらの摂取は禁止です。
・�２階西側踊り場の「飲食専用コーナー」について：飲料水は上記の通りで、禁止事項は「汁物・臭いの強い食べ

物の持ち込み」「図書館資料の持ち込み」「大声での談笑」「長時間使用」「飲食以外の行為」「机・椅子等の
移動」です。机・床等を汚さないよう配慮し、弁当の空き箱や食べ残しは持ち帰って下さい。ルールやマナー
が守られない場合は、コーナーを閉鎖いたします。
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宮崎学園図書館における個人情報の取扱いについて　――――――――――――――――――

　宮崎学園図書館（以下「図書館」という。）では、各種図書館サービスの提供・図書館運営の改善や円滑
な管理を行うために、利用者の皆さまから取得いたしました個人情報を使用しています。その取扱いに際し
ましては、「学校法人宮崎学園個人情報の保護に関する規程」を尊守し、適正かつ安全に管理しています。
　以下、図書館における個人情報の取扱いについて基本方針を補足して説明いたします。
　１　個人情報の利用目的
　　　図書館では、
　　①　各種図書館サービスの提供
　　②　これに関連する利用者の皆さまへの連絡
　　③　図書館運営の改善や管理
　　�を、目的として利用者の皆さまから取得いたしました個人情報を使用させていただきますが、これらの

目的以外に使用することはありません。万一これらの目的以外に個人情報を取得することが必要となっ
た場合には、その都度、使用目的を明示いたします。

　２　個人情報の取得方法
　　　図書館では、以下の方法で利用者の皆さまの個人情報を取得しています。
　　①　利用者の皆さまからの各種申請書・アンケートなどの提供による直接的な取得
　　②　学内の他部門からの間接的な取得
　　�なお、図書館で取得しております個人情報とは、「個人情報保護法」第２条第１項に定める個人情報の

ことをさします。

　３　個人情報の第三者への提供
　（１）図書館では、以下のような場合を除き、取得しました個人情報を第三者へ提供することはありません。
　　　①�　利用者本人への各種連絡にあたって、館内・宮崎国際大学・宮崎学園短期大学所定の掲示板に氏

名や学籍番号、利用券ＩＤを掲示する場合
　　　②　利用者本人への連絡が取れない時に、保護者へ連絡する場合
　　　③�　資料の複写、取り寄せや紹介状の発行など図書館相互協力サービスの依頼先館に対して、入手を

希望する資料名とともに氏名、所属、学籍番号などを通知する場合
　　　④�　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき。

　（２�）図書館では、活動の年次報告など統計的な資料を公表する場合がありますが、この場合、特に事前
の同意をいただいていない限り個々の利用者を特定できる情報は公表いたしません。

　４　苦情の申出先
　　　宮崎学園図書館　担当　事務局
　　　ＴＥＬ　０９８５−８５−１４１０
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　国際交流センターは、学生部・教務部、アクティブ・ラーニングステーションで構成されています。

　アクティブ・ラーニングステーションは、昼は学生食堂として、その他の時間はグループ学習や研究発表
会場として利用できます。

〈学生食堂　営業時間〉
　　月～金　１１：００～１４：００

記　念　館

　記念館では、弁当や文具類の販売を行っています。

〈記念館　営業時間〉
　　　月～金　　８：３０～１５：００

国際交流センター



Ⅳ　諸　　規　　程
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宮崎学園短期大学教職員・学生連絡協議会規程
第�１条　本校に教職員と学友会との意見交換、連絡、調整（以下「協議」という）を行う組織として教職員・

学生連絡協議会を置く。

第２条　本会は次に掲げる事項について協議するものとする。
　（１）学生生活上の諸問題について
　（２）学友会行事について
　（３）課外活動全般について
　（４）代議員会、学友会総会決議について
　（５）その他

第３条　本会の出席者について次のとおりとする。
　（１）学友会会長、副会長ほか学友会会長の指名する学生若干名。
　（２）学生部長、学友会顧問ほか学生部長の指名する教職員若干名、なお学長は随時出席する。
　　２．議長は学生部長とする。

第�４条　本会は各学期毎に開催することとする。但し、学長、議長及び学友会長が必要と認めた場合はこの
限りではない。

　　２．本会の召集は議長が行う。

第５条　本会の協議結果は本会議長を通じて教授会に報告されなければならない。

　　附　則
本規程は、平成２３年４月１日より施行する。
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学校法人宮崎学園ハラスメント等の防止・対策に関する規程

　（目的）

第�１条　この規程は、学校法人宮崎学園（以下「学

園」という。）におけるハラスメント等を防止

するとともに、ハラスメント等に係る苦情の申

出及び相談（以下「苦情相談」という。）の体

制を整備することにより、ハラスメント等に起

因する問題が生じた場合に適切に対応し、健全

な学習、教育・研究及び職場環境を確立するこ

とを目的とする。

　（法令との関係）

第�２条　この規程に定めのない事項については、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和４７年法律第

１１３号）、その他の関係法令等の定めるところ

による。

　（適用範囲）

第３条　この規程は、次に掲げる者に適用する。

（１�）学園に勤務する役員及び教職員（非常勤の

者を含む。）

（２�）学園の各学校に在籍する全ての学生・生徒・

園児（以下「学生等」という。）

（３�）学生等の保護者、関係業者、その他学園と

職務上又は教育・研究上等の関係を有する者

　（定義）

第�４条　この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）ハラスメント等

　　�　セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・

ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、

パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラス

メント及びその他の人権侵害をいう。

（２）セクシュアル・ハラスメント

　　　他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

（３）ジェンダー・ハラスメント

　　�　男女の役割分業意識に基づく不快な言動を

いう。

（４）アカデミック・ハラスメント

　　�　職階上の嫌がらせ、研究妨害、昇任の差別

等のほか、学生等の人権を侵害するようない

じめ、差別、体罰等をいう。

（５）パワー・ハラスメント

　　�　役職者が職務上の地位又は権限を不当に利

用して他の教職員に対して行う不適切な言動

をいう。

（６）マタニティ・ハラスメント

　　�　妊娠・出産・育児休業・介護休業等の取得

などを理由として、上司・同僚等からの否定

的な言動をいう。

（７）ハラスメント等に起因する問題

　　�　ハラスメント等のため学業や職務遂行に関

連して、一定の不利益・損害を被ること及び

就学、職務、教育・研究、課外活動等の遂行

を妨げる等の環境を悪化させることをいう。

（８）その他の人権侵害

　　�　性、人種、国籍、年齢、障害の有無等に基

づく差別的な言動及び取り扱い等あらゆる偏

見やいじめ等による人権侵害をいう。

（９）相談者

　　�　相談員にハラスメント等に関する苦情相談

をする者をいう。

（１０）申立者

　　�　ハラスメント等により被害を受けた旨を申

し立てる者（学生等の場合にはその保護者を

含む。）又はハラスメント等の事実を知った

者で学園による対処・措置等を申し立てる者

をいう。

（１１）被申立者

　　�　ハラスメント等を行った旨を申し立てられ

た者をいう。

（１２）当事者

　　�　申立者及び被申立者をいう。
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　（理事長及び所属長の責務）

第�５条　理事長は、ハラスメント等の防止及び対

策に関して総括する。

２�　理事長及び所属長は、教職員及び学生等にこ

の規程及びハラスメント等防止・対策ガイドラ

インの周知徹底を図り、ハラスメント等を防止

しなければならない。

３�　理事長及び所属長は、ハラスメント等に起因

する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対

処しなければならない。

　（ハラスメント等の防止・対策及び苦情相談体制）

第�６条　ハラスメント等の防止・対策及び苦情相

談等に適切な対応を行うため、ハラスメント等

防止・対策委員会（以下「防止・対策委員会」

という。）、ハラスメント等相談員（以下「相談

員」という。）、ハラスメント等調査委員会（以

下「調査委員会」という。）及びハラスメント

等調停委員会（以下「調停委員会」という。）

を置く。

２�　防止・対策委員会委員、相談員、調査委員会

委員は、それぞれ兼務してはならない。

３�　防止・対策委員会委員、相談員、調査委員会

委員で当事者となった者は、当該申立に係る任

務にあたってはならない。

　（防止・対策委員会）

第�７条　ハラスメントの防止及びその対策等につ

いて必要な措置を講じるため、学園に防止・対

策委員会を置く。

２�　防止・対策委員会は、次の委員をもって構成

する。この場合において、原則として男女いず

れか一方の委員の数が委員総数の３分の１を下

回ってはならない。

（１）理事長が指名する常勤の理事� １人

（２）法人本部事務局長

（３）大学長が推薦する教育職員･事務職員� 各１人

（４）短期大学長が推薦する教育職員・事務職員

� 各１人

（５�）中学校・高等学校長が推薦する教育職員・

事務職員� 各１人

３　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

４�　委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

５�　防止・対策委員会の委員長（以下「委員長」

という。）は法人本部事務局長とし、防止・対

策委員会を招集し、議長となる。

６�　委員長は、必要と認めたときは、委員の中か

ら副委員長を指名することができる。

７�　防止・対策委員会は、委員の３分の２が出席

しなければ、会議を開くことができない。

８�　防止・対策委員会の議事は、出席した委員の

過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決

するところによる。

９�　防止・対策委員会は、必要に応じて学外専門

家の出席を求め、意見を聴くことができる。

　（防止・対策委員会の任務）

第�８条　防止・対策委員会は、次に掲げる事項を

任務とする。

（１�）ハラスメント等の防止・対策及び啓発活動

の企画等に関すること。

（２�）ハラスメント等に係る改善策の提言に関す

ること。

（３�）ハラスメント等に起因する問題解決のため

の緊急措置等に関すること。

（４�）調査委員会及び調停委員会の設置の要請に

関すること。

（５�）第１７条第２項に定める調査委員会の報告

を受けて、ハラスメント等に該当するか否か

を決定すること。なお、調査不足であると認

めるときは、調査委員会に再度調査を求める

ことができる。

（６�）学園のハラスメント等に関する概要のまと

め、公表に関すること。

（７�）その他、ハラスメント等の防止及び対策に

関すること。

２�　防止・対策委員会は、ハラスメント等の申立
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て内容について審議し、ハラスメント等に該当

しないとするときは、その申立てを却下するこ

とができる。

　（相談窓口）

第�９条　ハラスメントの相談を受け付けるため、

次に掲げる窓口を設置する。

（１�）学園の教職員等（委託業者・派遣社員等、

学園の業務遂行に関係する者を含む。）の相

談窓口は、法人本部総務部総務課とする。

（２）大学の学生の相談窓口は、学生部とする。

（３�）短期大学の学生の相談窓口は、学生部とす

る。

（４�）中学校・高等学校の生徒の相談窓口は、生

徒指導部とする。

（５�）認定こども園の園児に係る保護者の相談窓

口は、主任保育教諭とする。

２�　ハラスメントの相談を受け付けた窓口の担当

者は、直ちに次条に定める相談員に連絡をとる

ものとする。

　（相談員）

第�１０条　ハラスメント等に係る苦情相談に対応

するため、各学校等ごとに複数の相談員を置く。

２�　相談員は、防止・対策委員会の推薦により、

理事長が任命する。

３�　相談員の任期は、１年とする。ただし、再任

を妨げない。

４�　相談員が欠けた場合の補欠相談員の任期は、

前任者の残任期間とする。

５�　相談員の氏名、所属、連絡用電話番号、電子

メールアドレス等を各学校等の所定の場所に掲

示するものとする。

　（苦情相談への対応）

第�１１条　相談員への苦情相談は、ハラスメント

等による被害を受けた本人からのものに限ら

ず、次の相談等も含まれる。

（１�）他の者がハラスメント等を受けているのを

見て不快に感じた教職員、学生等及び関係者

からの苦情の申出

（２�）他の者からハラスメント等を行っている旨

の指摘を受けた教職員、学生等及び関係者か

らの相談

（３�）他の者からハラスメント等に関する相談を

受けた者、学生等及び関係者からの相談

２�　相談員は、前項各号に規定する苦情相談等の

対応の際、ハラスメント等の被害を受けた本人

から同様の相談等を受けたときは、前項各号の

相談等をした者の同意を得た上で、本人からの

相談に限り対応を行うものとする。

　（相談員の責務）

第�１２条　相談員は、苦情相談に係る問題の事実

関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対

する指導・助言等により、当該問題を適切かつ

迅速に解決するよう努めなければならない。

２�　相談員は、苦情相談に当たっては、複数の相

談員で対応するとともに、苦情相談者と同性の

相談員が同席するよう努めなければならない。

３�　相談員は、苦情相談があった事実及び当事者

の意向等について記録を残し、適宜、苦情相談

の概要を防止･対策委員会委員長に報告しなけ

ればならない。

４�　相談員は、事態が重大で制裁及び改善措置が

必要であると認めた場合には、直ちにその旨を

防止・対策委員会に報告しなければならない。

　（調査委員会の設置）

第�１３条　防止・対策委員会委員長は、次のいず

れかに該当する場合に、防止・対策委員会にお

いてハラスメント等の事実関係の調査が必要で

あると認めたときは、調査委員会を設置するよ

うに所属長に要請するものとする。

（１�）相談員から前条第４項に基づく報告があっ

たとき。

（２�）当事者双方又は当事者の一方から各学校に

対して何らかの措置をとるよう申立てがあっ
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たとき。

２�　所属長は、前項の要請に基づき、調査委員会を

設置する。

　（調査委員会の構成）

第�１４条　調査委員会は、各学校ごとに次の委員を

もって組織する。ただし、防止･対策委員会委員

及び相談員を兼務させてはならない。

（１）教育職員　２人

（２）事務職員　２人（認定こども園は１人）

（３）その他所属長が必要と認めた者　若干名

２　委員は所属長が委嘱する。

３�　委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の

任務が終了するまでとする。

　（調査委員会の委員長及び会議）

第�１５条　調査委員会に委員長を置き、委員の互選

により選出する。

２�　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長

の指名する者が、その職務を代行する。

３�　委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。

４�　調査委員会は、委員の３分の２の出席がなけれ

ば、会議を開くことができない。

５�　調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で

決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。

６�　委員長が必要と認めたときは、調査委員会の承

認を得て、委員以外の者の出席を求めることがで

きる。

７�　調査委員会は、当事者が希望する場合、付添人

（外部者も可）１人の同席を認めることができる。

ただし、付添人は、当事者に助言を行うことはで

きるが、原則として発言は認められない。

　（調査委員会の責務）

第�１６条　調査委員会は、当事者及び関係者等から

事情を聴取するなどして、次の各号に定める事項

を明らかにするものとする。

（１）申立事実の有無の認定

（２�）認定した事実がハラスメント等に該当する

か否か。

２�　調査委員会は、ハラスメント等の事実関係を

２か月以内に明らかにするものとする。ただし、

やむを得ない事由があって調査が完了しない場

合は、相当期間延長することができる。

３�　調査に当たっては、苦情申立者の抑圧や被害の

揉み消しになるような言動を行ってはならない。

４�　調査委員会において、加害の申立てを受けた

側から「同意があった」旨の抗弁があったとき

は、その有無についての説明責任を苦情申立者

に負わせてはならない。

　（調査の終了）

第�１７条　調査は、次のいずれかに該当する場合

に終了する。

（１）調査委員会の調査が完了したとき。

（２�）当事者双方又は苦情申立者が、調査の途中

で打ち切りを申し出たとき。

（３�）調査委員会が、２か月を超え相当期間の延

長をしても完了の見込みがないとき。

２�　調査委員会は、調査が終了したときは、直ち

に防止・対策委員会委員長に調査の経過及びそ

の結果を文書で報告するものとし、防止・対策

委員会に出席を求められたときは、出席の上、

口頭で報告するものとする。

３�　調査委員会は、報告に際し、ハラスメント等

に該当する、又はそのおそれが濃厚だとする場

合で、当事者双方の話し合いによる解決（以下

「調停」という。）が必要であると思料すると

きは、その旨についても報告するものとする。

４�　防止・対策委員会委員長は、防止・対策委員

会の議を経て、前２項の調査の経過及びその結

果を理事長に報告する。

５�　理事長は、当該報告内容等を常勤理事会議に

報告し、必要な措置を講じるものとする。

　（調停委員会の設置等）

第�１８条　防止・対策委員会委員長は、前条第３
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項の規定により調査委員会から、調停が必要で

あるとの報告があったときは、防止・対策委員

会の議を経て防止・対策委員会委員又は調査委

員会委員の中から３人の者を選出し、調停委員

会を設置するように理事長に要請する。

２�　理事長は、前項の要請に基づき防止・対策委

員会が選出した３人に調停委員を委嘱し、調停

委員会を設置する。

３�　調停委員会に委員長を置き、委員の互選によ

り選出する。

４�　委員長は、調停委員会の責任者となって調停

の進行を統括する。

５�　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員

長の指名する委員がその職務を代行する。

　（調停の手続）

第�１９条　調停委員会の調停は、次の手続きによ

り行う。

（１�）調停委員会は、調停の日時及び場所を決め、

当事者双方に通知する。

（２�）当事者は、調停委員会から出席要請のあっ

た場合は出席しなければならない。

　（調停委員会の責務）

第�２０条　調停委員会は、当事者がハラスメント

等についての認識を深めることを基本とし、当

事者の主体的な話し合いが速やかにかつ円滑に

進むように努め、何らかの解決策を当事者に押

し付けてはならない。

２�　調停に当たっては、申立者の抑圧や被害の揉

み消しになるような対応を行ってはならない。

３�　調停委員会において、被申立者側から「同意

があった」旨の抗弁があったときは、その有無

についての証明責任を申立者に負わせてはなら

ない。

　（調停の終了）

第�２１条　調停は、次のいずれかに該当する場合

に終了するものとする。

（１）当事者間で書面による合意が成立したとき。

（２�）当事者双方又は当事者の一方が、調停の途

中で調停の打ち切りを申し出たとき。

（３�）調停委員会が、相当期間内に当事者間に合

意が成立する見込みがないと判断したとき。

２�　調停委員会は、調停が終了したときは、直ち

に理事長及び防止・対策委員会委員長に調停の

経過及びその結果を文書で報告しなければなら

ない。

３�　調停委員会は、調停結果に基づき、被害の救

済並びに環境改善のために取るべき措置につい

て検討し、防止・対策委員会委員長に提言する

ことができる。

４�　防止・対策委員会委員長は、調停委員会の提

言を受けたときは、防止･対策委員会の議を経

て、その結果を文書で理事長に報告する。

５�　理事長は、前項の報告を受けたときは、申立

者の不利益の回復、環境の改善及び被申立者に

対する必要な措置を講じるものとする。

　（プライバシーの保護等）

第�２２条　防止・対策委員会委員、調査委員会委

員、調停委員会委員及び相談員は、関係者のプ

ライバシーや名誉その他の人権を尊重するとと

もに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

理事長及びその他職務上情報を知り得た者につ

いても同様とし、また当該職務の任期終了後も

秘密保持義務を有するものとする。

　（不利益取扱の禁止）

第�２３条　理事長、所属長及びその他の教職員は、

ハラスメント等に対する苦情相談、当該苦情相

談に係る調査への協力その他ハラスメント等に

関して正当な対応をした教職員又は学生等に対

し、そのことをもって不利益な取扱いをしては

ならない。

　（懲戒処分等）

第�２４条　ハラスメント等の加害者と認定された
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者は、その加害程度に応じて、教職員の場合は

就業規則、学生等の場合には学則等の定めると

ころにより、懲戒処分、訓告又は厳重注意に課

すものとする。

　（虚偽の苦情申し立て等への対処）

第�２５条　虚偽の申し立て等により、ハラスメン

ト等を加えたとされた者の名誉が著しく傷つけ

られたと判明した場合には、理事長は、然るべ

き手段によって、その者の名誉を回復しなけれ

ばならない。

　（再発防止の取組み）

第�２６条　防止・対策委員会は、ハラスメント行

為が認定された事案について、再発防止策を検

討する。

　（事務の所掌）

第�２７条　防止・対策委員会、調査委員会及び調

停委員会に関する事務は、法人本部総務部総務

課において処理する。

　（改廃）

第�２８条　この規程の改廃は、防止・対策委員会

の意見を聴いて理事会が行う。

　　附則

１　この規程は、令和２年６月１日から施行する。

２　次の規程は廃止する。

　　�　宮崎学園短期大学セクシュアル･ハラスメ

ントの防止等に関する規程

　　（平成１１年４月１日制定）

　　�　宮崎学園中学校・高等学校セクシュアル･

ハラスメントの防止等に関する規程

　　（平成１７年４月１日制定）

　　�　宮崎学園短期大学附属みどり幼稚園セク

シュアル･ハラスメントの防止等に関する規程

　　（平成１９年４月１日制定）

　　�　宮崎学園短期大学附属清武みどり幼稚園セ

クシュアル･ハラスメントの防止等に関する

規程

　　（平成１９年４月１日制定）

　　�　宮崎学園図書館セクシュアル･ハラスメン

トの防止等に関する規程

　　（平成１９年４月１日制定）

　　�　学校法人宮崎学園法人本部セクシュアル･

ハラスメントの防止等に関する規程

　　（平成１９年４月１日制定）

　　附則

　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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宮崎学園短期大学学生の懲戒に関する規程
（趣旨）
第�１条　この規程は，宮崎学園短期大学学則第５３条に定める学生の懲戒について，適正かつ公正な運用を

図るため，必要な事項を定めるものとする。

（懲戒の内容）
第�２条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
（１�）戒告　�学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め，将来にわたってそのようなことのないよう

文書又は口頭により注意する。
（２�）停学　�一定の期間，学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止する。ただし，ボランティア活動等の

奉仕活動についてはこの限りではない。
（３�）退学　学生としての身分を失わせる。
２�　停学の期間は無期又は有期とし，無期の停学とは，期限を付さずに命じる停学をいい，有期の停学とは，

３か月以内の期限を付して命じる停学をいう。
３�　停学の期間は，在学期間に含め，修業年限に含まないものとする。ただし，３か月を超えない場合には，

修業年限に含めることができる。

（教育的措置）
第�３条　学長は，前条に規定する懲戒に相当しない場合でも，教育的指導の観点から，口頭又は文書により，

次のとおり教育的措置を行うことができる。
（１）厳重注意　口頭により注意を与え，反省を強く求めること。
（２）注意　口頭により注意を促すこと。

（懲戒・教育的措置の対象行為）
第�４条　学長は，次の各号の一に該当する行為を行った学生（以下「当該学生」という。）に対して教育的

措置又は懲戒を行う。
（１）犯罪行為及びその他の違法行為
（２）ハラスメント等の人権を侵害する行為
（３）試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為
（４）情報倫理に反する行為
（５）本学の諸規則に違反する行為
（６）本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
（７）その他学生としての本分に反する行為

（ハラスメント）
第�５条　第４条第２号のうち，ハラスメントについては，本規程にかかわらず，すべて「学校法人宮崎学園

ハラスメント等の防止・対策に関する規程」に定めるところによる。

（学問的倫理に反する行為）
第�６条　第４条第３号のうち，期末試験等における行為については，「宮崎学園短期大学試験不正行為等取

扱内規」に定めるところによる。
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（懲戒の量定）
第�７条　懲戒処分の量定は，次に掲げる事項を基礎に，行為者の状態等並びに行為の悪質性，重大性を総合

的に判断して行う。
（１）非違行為の動機，態様及び結果
（２）故意又は過失の別及びその程度
（３）過去の非違行為の有無
（４）日常における生活態度及び非違行為後の対応
２　懲戒処分の量定に当たっては，個々の事案の事情に即し，処分を加重軽減することがある。

（事案の報告）
第�８条　学生による事件事故が発生した場合，学生部長は，その内容を速やかに学長に報告しなければなら

ない。

（自宅謹慎・自宅待機）
第�９条　学長は，当該事案が教育的措置又は懲戒に該当することが明白であると認めるときは，当該学生に

対して自宅謹慎を命ずることができる。
２　学長は，被害者保護を目的とする一時的な自宅待機を当該学生に命ずることができる。
（１�）自宅待機は，被害者からの申し出があり，かつ，当該学生が待機期間及び待機理由を承諾した場合に

限る。
（２�）待機期間は１週間以内とし，教育を受ける権利への十分な配慮と速やかな事実調査を行わなければな

らない。
３　自宅謹慎及び自宅待機の期間は，停学の期間に算入できるものとする。

（事実の調査等）
第�１０条　学生部は，学生による事件事故が学生の懲戒に当たる行為と思慮するとき又は学長の指示を受け

たときは，慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行わなければならない。
２�　学生部は，前項に定める事実調査を行うため調査委員会を設置しなければならない。学生部長は事案に

応じて調査委員を選定し，学長に報告しなければならない。
３�　前項に定める調査委員会は，調査を進めるに当たっては，原則として，当該学生に対して調査する旨を

告知し，弁明の機会を与えなければならない。
４�　調査委員会は，当該学生及び関係者から事情及び意見を聴取し，必要と認められる場合は，資料の提出

を求めることができる。
５　調査委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
６　調査委員会は，調査終了後，調査内容等を明記した報告書を作成し，学長に提出しなければならない。
７�　学長は，前項の報告書を受理したときは，懲戒の要否等について判断するため，教授会の意見を聴くも

のとする。

（懲戒処分の決定）
第�１１条　前条第６項の報告書に基づいて，教授会において懲戒の要否及び処分の内容を協議し，学長が決

定する。
２�　学長は，報告書の内容に疑義があるときは，学生部に説明を求め，更に再調査を行うことを指示するこ

とができる。
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（懲戒処分の通知）
第�１２条　懲戒処分は，学長が，懲戒処分を受ける学生に対して，懲戒処分書を交付する。
２　学長は，懲戒処分を行ったときは，懲戒学生の保証人に，その旨を通知する。

（懲戒処分の効力）
第１３条　懲戒処分の効力は，懲戒処分書を交付したときから発生するものとする。

（懲戒処分の期間）
第１４条　懲戒処分の期間は，処分の効力が発生した日から起算する。

（再審査請求）
第�１５条　懲戒処分を受けた学生は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があるときは，その証拠

となる資料を添えて，懲戒処分書を交付された日から起算して１０日以内に，学長に対して，再審査請求
書により再審査を請求することができる。

２　学長は，再審査の必要があると認めたときは，当該学科長等に対し再調査を指示する。
３　学長は，再審査の必要がないと認めたときは，速やかにその旨を文書により当該学生に通知する。
４　学長は，再審査の結果について，速やかに文書により当該学生に通知する。
５�　学長は，再審査の結果により，第１１条第１項による懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は，

再度，第１２条に定める手続を行う。
６�　再審査の請求により，懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし，再審査請求により懲戒処分

の内容を変更したときは，既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。

（停学期間の短縮及び解除）
第�１６条　学長は，当該学生の反省の度合い等を勘案し，教授会等の意見を聴いた上で，無期の停学の解除

又は有期の停学の期間の短縮をおこなうことができる。

（学籍の異動）
第�１７条　懲戒に関し，事実調査を行っている学生から，懲戒処分の決定前に，退学又は休学の申し出があっ

たときは，この申し出を受理しない。
２　休学中の学生が停学処分となったときは，休学許可を取り消すものとする。

（停学及び謹慎の期間における措置）
第�１８条　停学及び謹慎中の学生の措置は次のとおりとする。
（１�）当該学生の所属する学科又は学生部は，停学期間中の学生に対して定期的に面談及び指導を行わなけ

ればならない。
（２）停学中及び謹慎中の履修手続きは，本学が定めた履修手続き期間に行うことができる。
（３）停学中及び謹慎中の試験等の受験は認めない。
（４�）期末試験等，単位認定に係る試験における不正行為により，停学及び謹慎中の学生の当該学期の履修

科目の成績は，原則として全て無効とする。
（５�）第３項及び第４項において受験を認められなかった科目及び成績が無効とされた試験科目については，

追試験扱いとして受験の機会を与えることができる。
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（教職員の義務）
第�１９条　教職員は学生の懲戒手続き等により知り得た情報について，守秘義務を有し，細心の注意をもっ

て扱わなくてはならない。

（事務）
第２０条　学生の懲戒に関する事務は，関係部局等の協力を得て，学生部において遂行する。

（規程の改廃）
第２１条　この規程の改廃は，教授会の意見を聴いて学長が行う。

　　附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。
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事　　　　　　　　　由
懲戒処分

退学 停学 戒告

犯 罪 行 為

殺人、強盗、強姦、誘拐、放火などの凶悪な犯罪 ○ ○
暴力、傷害、窃盗、恐喝、詐欺行為などの犯罪 ○ ○
薬物犯罪 ○ ○
痴漢、のぞき、盗撮行為 ○ ○
コンピュータ、SNSの不正使用等による悪質な行為 ○ ○
コンピュータ、SNSの不正使用等による不適切な行為 ○ ○
その他法令に違反した行為 ○ ○

飲 酒 行 為

飲酒を強要し死に至らしめる行為 ○ ○
飲酒を強要し急性アルコール中毒等の被害を与える行為 ○ ○
満20歳未満の学生と知りながら飲酒を勧める行為 ○ ○
満20歳未満の学生の飲酒行為 ○ ○

交 通 事 故

飲酒運転
酒酔い ○ ○

人身事故 ○
酒気帯び ○ ○ ○

人身事故 ○ ○
措置義務違反 ○ ○ ○

飲酒運転車両への同乗等 ○ ○ ○
飲酒運転以外での人身事故

死亡又は重篤な傷害 ○
措置義務違反 ○ ○ ○

傷害 ○
措置義務違反 ○ ○

飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等悪質な交通法規違反 ○ ○

物損・措置義務違反 ○
ハラスメント 法人の「人権侵害事案に係る懲戒処分基準ガイドライン」に準じる ○ ○
試　　　験 カンニング等の不正行為 ○
そ　の　他 本学の教育の趣旨に背き、又は学生の本分に反する行為 ○ ○

１．個別の事案の内容によっては、下記事項を勘案し、処分の加重、軽減を行うことがある。
　⑴　本ガイドラインに掲げる処分より加重することがある場合
　　①　非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
　　②　非違行為の学内外に及ぼす影響が特に大きいとき
　　③　過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
　　④　処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
　　⑤　その他上記に準ずる理由があると認められるとき
　⑵　本ガイドラインに掲げる処分より軽減することがある場合
　　①　学生が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
　　②　非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
　　③　その他の上記に準ずる理由があると認められるとき
２�．本ガイドラインに掲げられていない非違行為は、本ガイドラインを参考として判断し、懲戒処分とすることが

ある。
　　例）満20歳未満の学生の喫煙などの非違行為

宮崎学園短期大学学生の懲戒処分に係る標準ガイドライン
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宮崎学園短期大学学費等納入に関する規程
（趣旨）
第�１条　この規程は、宮崎学園短期大学学則（以下「学則」という）第３８条に基づき、学費等納入に関す

る事項を定めるものとする。

（定義）
第�２条　この規程で学費とは、授業料・教育充実費・その他の諸費のことをいい、その金額（年額）は別表

１の通りとする。

（学費の納入）
第�３条　学費は前期・後期の２期に分けて納入するものとし、それぞれの期における額は年額の２分の１と

する。
２　納入期限日は、前期は４月２０日、後期は１０月２０日までとする。
　ただし、納入期限日が金融機関営業休日の場合は、翌金融機関営業日とする。
３�　特別の事情があり、納入期限までに納入できない場合は、学費延納願（別紙様式１）を提出して許可を

得なければならない。
４�　特別の事情があり、学費分納を希望する場合は、学費分納願（別紙様式２）を提出して許可を得なけれ

ばならない。
５　入学時における納入期限等は、別に定める。

（納入方法）
第４条　学費の納入要領については、次のとおりとする。
（１）学費振込用紙前期分は、３月下旬、後期分は９月上旬までに配付する。
（２）振込用紙に所定事項を記入し、振込期限までに最寄りの銀行で振込手続きをする。
（３）銀行で発行する振込受領書（Ａ）は本学発行の受領書に代わる。
第５条　すでに納入した当該期分学費は、どのような理由があっても返還しない。
第�６条　学費は、経済の変動その他の事情によりその額に変動があった場合には、学則第３６条により新た

に定められた金額によって納入しなければならない。

（中途入学・休学・退学・復学及び停学時の学費）
第�７条　学期の中途において、入学、休学、退学、又は復学した場合はその学期分の学費を納めなければな

らない。
２　退学した者が復学を許可されたときはその学期の学費を納めなければならない。
３　休学した期間中の学費納入については、その許可期間内において１学期につき在籍料として
　３０，０００円を納入しなければならない。
４　停学期間中も学費は納入しなければならない。

（留年生の学費）
第�８条　在学年数が２年を超え、且つ、卒業判定時に学則に定める卒業に必要な単位の不足により卒業でき

ない学生が就学を希望する場合は、その学期分の学費は次のとおりとする。
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　　履修科目単位数が
　　　　８単位以下の場合　　　　　　当該学期の学費の　５０％
　　　　９単位から１５単位の場合　　当該学期の学費の　７０％
　　　１６単位以上　　　　　　　　　当該学期の学費の１００％
２　納入方法等については、第３条・第４条に準ずる。

（学費の猶予）
第９条　学長は次に掲げる各号の一に該当する者については、学費の納入期限を延長することができる。
（１）天災地変その他の不慮の災害により納入延期の必要があると認められる者
（２）その他家庭の事情により、特に納入延期の必要があると認められる者
２�　第３条３項により学費延納の許可を受けようとする場合は、理由等を付してアドバイザー教員及び学生

部を経て学長に延納願を提出して許可を受けなければならない。
３�　前項の納入延期期間は、納入期限の翌日から２ヶ月以内とする。ただし、学長が特別の理由があると認

めた者については更に１ヶ月以内に限り延期することができる。納入延期期間が過ぎてもなお、完納しな
い者については、原則として除籍する。

（学費の分納）
第１０条　学長は次に掲げる各号の一に該当する者については、学費の分納を認めることができる。
（１）市町村民税の均等割のみを課されている者で、納入期限までに納入することが困難な場合
（２）不慮の災害又は疾病等により納入期限までに納入することが困難な場合
（３）その他やむを得ない特別な事情があり、納入期限までに納入することが困難な場合
２�　第３条４項により学費分納の許可を受けようとする場合は、理由等を付して学級主任及び学生部を経て

学長に分納願を提出して許可を受けなればならない。
３　分納における納入期限等は、別に定める。
４　前期及び後期の最終納入期限までに完納できなかった場合は、前期及び後期の試験を受験できず、卒業
（２年生）または次学期の正規履修登録（１年生）はできなくなる。

（臨時に徴収する授業料）
第�１１条　臨時に開設する公開講座、講習会、その他特殊科目の授業を行う場合に必要があると認められる

ときは、その都度授業料を徴収することができる。

（規程の改廃）
第�１２条　この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行い、理事長に報告する。ただし、第２条及び第７

条第３項については、理事会の承認を得るものとする。

　　　附　則
　本規程は、平成１５年４月１日より実施する。
　ただし、第４条３項については下記のとおりとする。
　平成１４年度については、現規程との２本立の運用とする。
　（１年以上の休学は納入しなくてよい。半期のみの休学については、在籍料３万円を納入する。）
　　　附　則
　本規程は、平成２０年４月１日より実施する。
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　　　附　則
　本規程は、平成２３年４月１日より実施する。
　　　附　則
　本規程は、平成２７年４月１日より実施する。
　　　附　則
　本規程は、平成３１年４月１日より実施する。
　　　附　則
　本規程は、令和２年４月１日より実施する。
　　　附　則
　本規程は、令和３年４月１日より実施する。
　　　なお、第２条については令和３年度入学生から適用する。
　　　附　則
　本規程は、令和４年３月１日より実施する。
　　　附　則
　本規程は、令和５年４月１日より実施する。
　なお、第２条については令和５年度入学生から適用する。
　　　附　則
　本規程は、令和７年４月１日より実施する。
　なお、第２条については令和７年度入学生から適用する。

別表１
〈保育科２年課程・現代ビジネス科〉

学 費 内 訳 （年額）
（単位：円）

学　　　科 授　業　料 教育充実費 ピアノ実習費 合　　計
保　　育　　科 ６２０,０００ ２４８,０００ １５,０００ ８８３,０００
現代ビジネス科 ６２０,０００ ２４８,０００ － ８６８,０００

〈保育科３年課程（長期履修制度）〉
学 費 内 訳 （年額）

（単位：円）
授　業　料 教育充実費 ピアノ実習費 合　　計

１　年　次 ４２０,０００ １６８,０００ １０,０００ ５９８,０００
２　年　次 ４１０,０００ １６４,０００ １０,０００ ５８４,０００
３　年　次 ４１０,０００ １６４,０００ １０,０００ ５８４,０００

※実習に係る費用及び受託徴収金は別途徴収
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自動車・バイク通学（本学学生用駐車場使用）に関する規則

１　目　的

　�　この規則は、本学学生用駐車場使用に関する

基準を定め、学生の自動車・バイクによる通学

の適正と安全を図ることを目的とする。

２　自動車・バイク通学願

　（１�）本学学生用駐車場の使用を希望するもの

は、原則として、１月、４月（新入生のみ）

および７月に申請をしなければならない。

　（２�）許可期間は、許可された日から各学期終

了日までとする。但し、学校行事（入学式・

卒業式・学園祭等）は除く。保護者等来学

者優先とする。

　（３�）自動車・バイクでの本学駐車場使用によ

る許可を受けていない学生で、自動車・バ

イクで通学する時は必ず民間駐車場と契約

を結ぶこと。

３　許可の基準

　�　自動車任意保険に加入しており、保険証券に

て以下の内容が確認できること。

　（１�）学生本人が補償の対象であること。

　（２�）対人対物賠償補償額が、自動車の場合は

無制限、バイクの場合は3,000万円以上で

あること。

４　許可証

　（１�）許可された学生には、所定の許可証を発

行する。

　（２�）許可された学生は、駐車時、必ず許可証

をフロントガラスの内側に提示すること。

５　遵守事項

　�　自動車・バイク通学（本学駐車場使用）を許

可された学生は、次の事項を厳守しなければな

らない。

　（１�）それぞれの指定の場所以外には駐車しな

いこと。

　（２�）駐車許可証は他に譲渡し、または使用さ

せないこと。

　（３�）道路交通法に則り、運転マナーを守るこ

と。

６　許可の取り消し

　�　自動車・バイク通学（本学駐車場使用）の許

可は、次の場合は、取り消しまたはこれに準ず

措置をとる。

　（１）この規則を遵守することができないとき。

　（２�）通学の際はもちろん、学外においても、

交通法規違反、その他これに類する行動が

あったとき。

　（３�）その他この規則の趣旨に反する行為があっ

たとき。

　（４�）無断で駐車場を使用した場合は、以後自

動車・バイク通学（本学駐車場使用）の許

可申請を受付けない。または上記１の取扱

いの停止等の措置をとる。なお、これに関

連して、大学周辺の路上駐車は、交通法規

（道路交通法45条１項）に違反するので、

上記（２）に準じて処置するほか、情況に

よっては、懲戒等の処分の対象とする。

７　その他

　（１�）本学学生駐車場における自動車・バイク

等の事故・損傷については本学では一切責

任を負わない。

　（２�）この規則についての細部にわたる事項に

関しては、別に定める内規によって処理す

る。
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宮崎学園短期大学学友会会則
第１章　総　　則

第�１条　本会は、宮崎学園短期大学学友会と称し、
事務所を本学内に置く。

第�２条　本会は、会員相互の親和協同により教養
の向上及び健康の増進を図り、学生生活の充実
に資することを目的とする。

第３条　本会は、本学学生をもって組織する。

第２章　会　　議
第４条　本会に次の会議を置く。
　　１　総　会　　２　代議員会
第�５条　総会は本会の会員をもって組織し、会則

の決定・改正・予算・決算の承認、その他�特に
重要な事項を審議決定する。

第�６条　代議員会は代議員をもって組織し、本会
運営に必要な事項を審議決定する。

第�７条　総会・代議員会の決議事項については、
学生部長に報告する。

第３章　役　　員
第８条　本会に次の役員を置く。
　　１．会長（１名）
　　２．副会長（２名）
　　３．会計（２名）
　　４�．春の忍ケ丘祭実行委員長（１名）及び 

同副委員長（３名）
　　５�．秋の忍ケ丘祭実行委員長（１名）及び 

同副委員長（３名）
　　６．企画広報担当（２名）
　　・　議長（１名）及び副議長（２名）
　　・�　代議員（現代ビジネス科２名、保育科は

各学級２名）
　　・　会計監査委員（４名）
　　・�　サークル部長会幹事長（１名）及び 

副幹事長（２名）
第�９条　会長、副会長、会計、春の忍ケ丘祭実行

委員長及び副委員長（１名）、秋の忍ケ丘祭実
行委員長及び副委員長（１名）のうち５名は、
会員の選挙により選出する。

　�　前年度から残る５名は引き続きいずれかの役
員を務める。その５名は12名の役員が１年生の
春の忍ケ丘祭実行委員及び秋の忍ケ丘祭実行委
員の中から、春の忍ケ丘祭副実行委員長（２名）
及び秋の忍ケ丘祭副実行委員長（２名）として
選出する。この４名の副委員長は翌年度も引き
続き役員を務めることとする。

　 前年度から残留する５人程度　＋
　 選挙を経る７人程度　＋〔 

選挙後に上記12人が推す６人程度

　　議長、副議長は、代議員の互選による。
　�　代議員は、各学科より２名選出する。（但し、

保育科は各学級２名とする。）

第�10条　会長は学友会を代表する。副会長は、会
長を補佐し、会長不在の時その職を代行する。
会長・副会長は学友会行事の企画・運営に当たる。

第�11条　会計は、本会会計事務及び学友会行事の
企画・運営に当たる。

第�12条　春の忍ケ丘祭実行委員長及び副委員長並
びに秋の忍ケ丘祭実行委員長及び副委員長は、
春の忍ケ丘祭並びに秋の忍ケ丘祭の企画・運営
に当たるとともにその他の学友会行事の企画・
運営に当たる。

第�13条　会計監査委員は、代議員会の互選により
決定する。

第�14条　議長及び副議長は、代議員会、総会の運
営に当たり、その議長、副議長となる。

第�15条　役員の任期は、会員の選挙により選出さ
れた役員（９名）にあっては選出された翌年の
３月中旬から１年、選挙を経ない役員にあって
は選出された日から翌々年の３月中旬までとす
る。

第４章　会　　計
第�16条　会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年

３月末日に終わる。
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第�17条　本会の通常経費は会費及びその他の雑収
入をもって充てる。会費は年額7,000円とし、
一括で納入するものとする。本会の納入金の保
管及び現金出納は学友会会計が行う。

第�18条　臨時に特別な経費を必要とするときは、
代議員会の承認を得て臨時会費を徴収すること
ができる。

第５章　会計監査
第�19条　会計監査は年１回とし、３月末に最終決

算を行い、会計監査委員がこれを監査する。

第６章　補　　則
第�20条　総会・代議員会、サークルの運営、及び

マスコットキャラクターの使用については別に
定める。

第�21条　本会会則は平成24年４月１日から施行す
る。

　�　この会則は、令和４年12月１日より改訂施行
する。

総　会　会　則

第�１条　総会は、学生部長の許可を得て会長がこ
れを招集する。

第�２条　総会は、原則として学期初めに定例総会
を開く。但し、会長が必要と認めた場合、又は
代議員会の要求があった時は臨時総会を開くこ
とができる。

第�３条　総会の開催は、議題とともに３日前まで
に会長がこれを公示しなければならない。但し、
緊急の場合はこの限りではない。

第�４条　総会の審議は議長及び副議長がこれに当
たる。

第�５条　総会は、会員の３分の２の出席によって
成立する。但し、委任状は出席と認める。その
議決の出席会員の過半数の賛成により賛否同数
の場合は議長の決定による。

代 議 員 会 細 則

第１条　代議員会は次の事項を審議決定する。
　　１．役員の罷免
　　２．サークル、同好会の新設廃止
　　３．行事予定
　　４．その他の重要事項
第�２条　代議員会は議長がこれを召集し、原則と

して学期毎に開く。但し、代議員の半数以上の
要求があったとき、又は会長において必要と認
めたときは臨時にこれを開くことができる。

学友会役員選挙細則

第�１条　細則は会長、副会長、会計、春の忍ケ丘
祭実行委員長及び副委員長、秋の忍ケ丘祭実行
委員長及び副委員長の選挙に適用する。

第�２条　選挙を管理するため選挙管理委員会を設
ける。選挙管理委員会は代議員中より５名を互
選により決定し、内１名が選挙管理委員長とな
る。但し、役員候補者及びその推薦者は選挙管
理委員になることはできない。選挙管理委員の
任期は１年とする。

第�３条　役員は、それぞれ会員の立候補者の中か
ら会員の選挙により決定する。但し、立候補者
がないときは、保育科は各学級から最低１名、
保育科以外の学科からは最低１名が立候補す
る。

第�４条　選挙は毎年12月に行い、当選者の任期は
翌年３月中旬から１年とする。

第�５条　役員に欠員を生じた場合は、それぞれの
選出方法に基づき補充選挙を行う。但し、その
任期は前任者の残任期間とする。

第６条　本細則は平成24年４月１日から施行する。
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宮崎学園短期大学学友会部室備品使用心得

１．この規程は学友会・サークルが使用する貸与部室、備品などの管理及び使用について定める。

２�．学友会・サークルが部室及び備品の使用を希望するときは、顧問の承認を得た上で、総務課用度係へ借

用願を提出し、事務局長の許可を得なければならない。

３�．部室・備品の貸与期間は、１か年とし、毎年責任者の交替に伴い、引き継ぎをかねて、借用証を更新す

るものとする。

４�．部屋には必ず部名とその責任者の名札及び借用備品表を提示し、管理の責任を明らかにしなければなら

ない。

　　責任者は、会長、部長をあてる。

５．部室・備品の管理・運用は自主的になされるが、管理のため本学が必要とする出入を妨げない。

６�．部室及び備品は借用者において充分管理に留意し、破損、紛失、盗難などの場合は速やかに学生部長を

通して事務局長に届け出る。

　　なお、貸与物件の破損その他事故については使用者の責任で弁償することをたてまえとする。

７．部室の使用については原則として８時より１７時３０分までとする。

８．借用者は部室及びその周辺の清掃に充分留意する。

９．部室の鍵のうち、その１個は非常用として総務係が保管する。

10．学友会・サークルの提出書類は、すべて顧問の検印を要する。

11．以上の規定が守られない場合は、その部室及び備品の使用を停止することがある。
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宮崎学園短期大学学友会キャラクター（しのぽん）使用規程

　（趣旨）

第�１条　この規程は、宮崎学園短期大学学友会キャラクター、「しのぼん」が本学の教育（学友会活動含む）

をＰＲするキャラククーとして活動するにあたり、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この規程においてキャラクター「しのぽん」とは、次に掲げるものをいう。

（１）マスコットキャラクターデザイン

　　�　宮崎学園短期大学学友会が定めたデザインで、そのキャラクターの愛称は、「しのぽん」とする。

（２）マスコット着ぐるみ

　　�　宮崎学園短期大学学友会が定めたデザインで、そのキャラクターの愛称は、「しのぽん」とする。

（使用資格）

第�３条　キャラクター（しのぽん）を使用できるのは、次の各号のいずれかの者とする。

（１）宮崎学園短期大学学友会

（２）その他、学友会が認めた者、団体

（使用申請）

第�４条　キャラクターを使用しようとする者は、本学学友会指定の宮崎学園短期大学学友会マスコットキャ

ラクター使用承認申請書（様式第１号）を提出して、許諾を得て使用するものとする

２�　学友会は、キャラクターの使用において、必要があると判断した場合は、使用者に対し詳細書類の提出

を求めることができる。

（使用許諾基準）

第�５条　キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、学友会はこれを許諾しない。キャラ

クター使用不許可通知書により通知する。

（１�）本学（学友会活動）のＰＲという趣旨に反する恐れがある場合

（２�）本学の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある場合

（３�）特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合

（４�）特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのある場合

（５�）不当な利益を得るために利用される恐れのある場合

（６）学友会活動に支障となる恐れがある場合

（７�）キャラクターを正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合

（８）法令や公序良俗に反する恐れがある場合

（９�）その他、許可することが不適当と認められる場合

（使用上の遵守事項）

第�６条　使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
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（１）許可された用途のみに使用すること。

（２�）キャラクターのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに安全性、品質に

ついても十分な配慮をすること。

（３�）定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。

（４�）キャラクターを使用した製作物等を商標登録しないこと。

（５�）着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用中に破損等があれば、協議のうえ修理を行

うこと。

（６�）本学学友会のマスコットキャラクターであることを明記すること。

（使用許可の取消）

第�７条　学友会は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、使用者に対し使用データ等

の回収等を求めることができる。使用者は、使用許可が取り消された場合、使用取消の日から使用するこ

とはできないものとする。

（１）使用者がこの基準に違反した場合

（２�）第４条の各号のいずれかに該当するにいたった場合

（３�）その他キャラクターの利用継続が不適当であると認められた場合

（使用料等）

第�８条　使用許諾を受けた者に対するキャラクターの使用料は無償とする。

（損失補償等の責任）

第�９条　学友会は、キャラクターの使用に係る損失補償等一切の責任を負わない。

２�　使用者は、マスコットを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任

を負い、本学および本学学友会に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。

３�　使用者は、マスコットの利用に際して故意又は過失により本学および本学学友会に損害を与えた場合は、

これによって生じた損害を本学および本学学友会に賠償しなければならない。

（補則）

第�10条　この規程に定めるものの他、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、学友会が別に定める。

（附則）

この規程は、令和４年11月１日から施行する。
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宮崎学園短期大学後援会規約

　　　　　　　第１章　名　　称

第１条　本会は宮崎学園短期大学後援会と称し、

事務所を学園内に置く。

　　　　　　　第２章　目　　的

第�２条　本会は学生の福祉を増進すると共に学園

の教育的環境の整備を目的とする。

　　　　　　　第３章　事　　業

第�３条　本会の目的を達成するために次の事業を

行う。

　　１　教養のための諸事業

　　２　大学施設の改善整備拡充

　　３　家族との連絡並びに会員相互の研究

　　４　その他目的達成に必要な事業

　　　　　　　第４章　組　　織

第�４条　本会の会員は本学に在籍する学生の父母

又はこれに代わる人並びに本会の趣旨に賛同す

る人とする。

第５条　本会に下記の役員を置く。

　　１　会　長　　　　１名

　　２　副会長　　　　２名

　　３　顧　問　　　若干名

　　４　理　事　　６名以上

　　５　書　記　　　　２名

　　６　会　計　　　　２名

　　７　監　査　　　　２名

第�６条　役員の選挙及び任期は下記の通りとす

る。

　　１�　役員は総会において多数決で選挙され

る。但し顧問は会長が委嘱する。

　　２�　役員の任期は１ケ年とする。但し再任を　

さまたげない。

　　　　　　　第５章　役員の任務

第７条　役員の任務を次の通りとする。

　　１　会長は本会を代表し会務を総理する。

　　２�　副会長は会長を補佐し、会長に事故ある

場合はその代理を行うものとする。副会長

のうち１名は学生部長をあてるものとする。

　　３�　顧問は会長の諮問に応じ、会の運営に献

策する。顧問には理事長及び学長を加える

ものとする。

　　４�　理事は本会の運営に関する重要事項を審

議する。

　　５�　書記は本会の議事を正確に記録し本会の

庶務事務を掌る。

　　６　監査は会計の監査に当たる。

　　　　　　　第６章　会　　議

第�８条　総会は年１回とし会長が必要と認めたと

き随時開催することができる。役員会は随時会

長が必要と認めた時これを招集する。

　　　　　　　第７章　会　　計

第�９条　本会の経費は会費入会金事業収入及び寄

付金をもってこれに充てる。

第10条　会費は別途定める。

第�11条　本会の会計年度は４月１日に始まり翌年

３月３１日に終わるものとする。

　　　　　　　第８章　規約改正

第�12条　本規約は総会において出席者の３分の２

以上の賛成により改正することができるものと

する。
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宮崎学園図書館規程
第１章　　総　　　　　　則

　　（目　的）
第�１条　この規程は、宮崎学園図書館（以下「図書館」という。）の運営に関し必要な事項を定め、宮崎国

際大学及び宮崎学園短期大学（以下「両大学」という。）の教育目標の達成に寄与することを目的とする。
　　（館長等）
第２条　図書館に館長を置く。館長は、学長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
２�　両大学の学長は、２年交代で図書館の管理運営に対し責任を持つ。その責任を持つ学長の選任は、両大

学の学長の協議によって決定する｡
３　学長は、２年の期間のうち、その職務を学長の指名する者に委任することができる。
４　図書館に、事務長・課長・係長・司書及びその他の職員を置くことができる。
　　（図書委員会）
第３条　図書館の運営に関し必要な事項を審議するため、両大学に図書委員会を置く。
２　前項の規定に定める図書委員会の規程は、別に定める。
　　（合同図書委員会）
第４条　図書館の円滑な運営をはかるため、両大学の図書委員会の代表者で組織する合同図書委員会を置く。
２　館長は、必要に応じ、合同図書委員会の開会を要請することができる。
３�　合同図書委員会の議長の選任は、両大学の学長の協議によって決定する｡ その際、第２条第２項の規定

に定める図書館を管理する学長の所属する大学からは、合同図書委員会の議長を選出しない。
４　その他の合同図書委員会の運営に関する規程は、別に定める。
　　（図書館を利用できる者）
第５条　図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
　（１）両大学の教職員・学生
　（２）前号以外の学校法人宮崎学園（以下「学園」という｡）の教職員及び生徒等
　（３）両大学の卒業生、教職員であった者
　（４）両大学教職員の家族
　（５）その他特に館長が認めた者
２　地域社会等への開放に関しては、別に定める。
　　（休館日）
第６条　図書館の休館日は、次の通りとする。
　（１）日曜日及び国民の祝日
　（２）年末年始
　（３）両大学の休業期間中の土曜日
　（４）蔵書点検の期間
　（５）その他特別の事情により館長が定めた日 
　　（開館時間）
第７条　図書館の開館時間は、次のとおりとする。
　（１）通常期 
　　　　　平　日　午前８時３０分から午後６時３０分まで
　　　　　土曜日　午前９時から午後１時まで
　（２）両大学の休業期
　　　　　平　日　午前９時から午後５時まで
　（３）館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。
２　開館時間に変更があった場合は、図書館及び両大学に掲示する。
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第２章　　館　内　利　用
　　（館内利用）
第８条　図書館資料（以下「資料」という。）は館内で自由に利用することができる。
２　閉架資料を利用しようとするときは、係員にその旨を申し出て、その指示に従って利用しなければなら
ない。
３　館内で、図書館所蔵検索以外の印刷を行った場合は､ 原則として使用者が実費を負担しなければならない。
　　（各部屋の利用）
第９条　各部屋の利用については、次のとおりとする。
　（１�）各部屋を利用する場合は、予約票で申し込まなければならない。予約は１か月先まで可能で、原 

則として、先に予約を入れた方を優先する。
　（２）予約時間を１５分過ぎても利用がない場合は、予約が無効となる。
　（３�）各部屋の利用時間は、１回の利用を３時間以内とし、他に申込みがない場合は、１時間に限り延長

できる。
　（４）グループ学習室の利用は、学生が学習及びＡＶ設備を使用することを主な目的とする。
　（５）会議室の利用は、教職員及び学友会等が会議を行うことを主な目的とする
　（６）多目的室は、申込により予約を入れ自由に利用することができる。
　　（守らなければならない事項）
第10条　館内では、特に次の事項を守らなければならない。
　（１）静粛を保ち、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
　（２）決められた部屋以外での音読・談話・集会等は行わないこと。
　（３）携帯電話の通話使用・決められた場所以外での飲食・喫煙等をしないこと。
　（４）資料は大切に取り扱い、書込、切取、汚損等をしないこと。
　（５）その他係員の指示に従うこと。

第３章　　館　外　利　用
　　（館外貸出）
第11条　資料を館外で利用しようとする者は、係員に申し出て、所定の手続きを取らなければならない。
　　（資料の貸出数及び期間）
第12条  館外貸出の冊数及び期間は、次の表のとおりとする。

 貸 　出 　を 　受 　け 　る 　者 資  料 冊    数 期                 間

両大学の教職員 図　　書 １００冊 
以内

１年間（４月１日から翌年３月３１日をもっ
て期限とする。）

両大学の学生
両大学以外の学園教職員
両大学以外の学園生徒
一般（卒業生、教職員の家族、教職員で
あった者等）

図　　書 ※２０冊 
以内 ２８日以内

全利用者

ＡＶ資料 ５点以内
７日以内雑　　誌 ５冊以内

卒業論文 ５冊以内

指定図書 ※２０冊 
以内

通常期平日：１７時～翌開館日９時３０分
通常期土曜：１２時～翌開館日９時３０分
休業期平日：１５時～翌開館日９時３０分                  

　備　考　※印の図書及び指定図書の貸出総冊数は、２０冊以内とする。

２　利用の終わった資料は、速やかに返却するものとする。
３　館長が必要と認めた場合は､ 貸出数及び期間を変更することができる。
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　　（指定図書）
第13条　指定図書を貸出す場合は、一夜貸出として行う。
　　（貸出禁止資料）
第14条　貸出をしない資料は、次のとおりとする。
　（１）参考図書類（辞書、事典、年鑑、便覧、図鑑、地図、法令集等）
　（２）統計書及び図表
　（３）逐次刊行物の最新号
　（４）寄託資料
　（５） 新着資料（１週間の展示期間中のみ。）
　　（プライバシーの保護）
第15条　貸出をした資料に関しては､ 原則として、利用者の個人名や資料名等を明らかにしてはならない。
　　（貸出期間の延長）
第�16条　貸出期間を延長したい場合は､ 貸出期間内に一旦その資料を返却し、あらためて利用手続をしなけ

ればならない。この場合､ 当該資料の予約がない場合に限り、２回まで延長することができる。 
　２�　延長が２回を過ぎた場合は､ 一旦資料を返却し、１週間後から貸出をするものとする。その間、 返却

した者の当該資料への予約は受け付けない｡
　　（貸出資料の予約）
第�17条　貸出資料は予約申込をすることができる。予約者が複数になった場合は、申込順に受け付ける。当

該資料が返却された場合は､ 予約者に優先して貸出をする。予約がある資料は、２週間以上は借りること
ができない。

２�　貸出中の資料で、他の利用者から図書館へ閲覧及び貸出の請求があった場合は、連絡後、１週間以内に、
図書館へ返却しなければならない。

３　新着資料は１週間の展示期間中に予約申込をすることができる。
４　予約棚に展示してから１週間を過ぎても予約者が借りにこない場合は､ 予約が無効となる。
　　（貸出資料の転貸）
第18条　貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。
　　（利用者カード）
第�19条　利用者カード（以下「カード」という。）は、他人に貸してはならない。また、他人のカードで貸

出を受けることもできない。
２　紛失や汚損等でカードの再発行を受ける場合は､ 実費を負担するものとする。
　　（貸出資料の返却）
第20条　貸出を受けた資料は、期間内に返却しなければならない。
２　貸出期間内であっても、図書館から返却の請求があった場合は､ 直ちに返却しなければならない。
３　次に掲げる場合は、貸出期間満了の日以前においても返却しなければならない。
　（１）教職員が留学（６か月以上）、休職（６か月以上）又は退職したとき。
　（２�）学生が卒業、退学、転学、停学、休学となったとき。特に卒業に際し、資料手続処理が未了の場合

は､ 卒業証書を手交しない場合がある。

第４章　　相　互　利　用
（相互利用）
第�21条　館長は､ 他の大学、研究機関、官公署その他の関係機関（以下「他大学等」という。）から所蔵資

料の利用の申込があった場合において、両大学の教育及び研究に支障が生じないと認めるときは、これに
応じることができる。

２　教職員及び学生は、他大学等の所蔵資料を利用しようとするときは、所定の文書で申し込むことができる。
３　前項の処理に要する費用は、利用者が負担するものとする。
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第５章　　資料の寄贈及び寄託
　　（寄　贈）
第22条　図書館は､ 資料の寄贈を受け、利用に供することができる。
２　寄贈資料の受入れに関する選択は、図書館において行う。
　　（寄　託）
第23条　図書館は､ 資料の寄託を受けることができる。
２　寄託資料の利用については、寄託者と協議のうえ決定する。
３　寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取り扱いをする。
４　図書館は、寄託資料の紛失、汚損、破損については、その責を負わない｡

第６章　　損　害　の　弁　償
　　（弁　償） 
第�24条　資料を紛失又は汚損し、あるいは施設に損害を与えた者は､ 現品又は相当の代価をもって、その損

害を弁償しなければならない。
２�　資料を紛失した場合、届出があってから一定期間を保留期間とし、保留期間経過後も不明の場合に弁償

をしなければならない。一定期間とは、６か月を限度とする。期間については、届出者と担当係員が協議
のうえ館長の承認を受けるものとする｡

　　（延滞料金の徴収及び資料貸出の停止）
第�25条　返却が１週間以上遅れた場合に督促を行う。２週間以上遅れた場合は、冊数に関わらず、延滞料金

（以下「料金」という。）を一律１，０００円徴収する。これより、１週間遅れる毎に５００円加算し、 
３，０００円を上限とする。

２　延滞日数が複数になった場合は、延滞期間の長い方の料金を徴収する。
３�　返却期限の過ぎた資料（以下「延滞資料」という。）を持っている間は､ 新たな貸出を停止する。延滞

資料を返却し、料金を支払った時点で、貸出停止を解除する。
４　資料の転貸又は利用者カードの貸借を行った者は、発見時から１週間貸出を停止する。
　　（利用の制限及び禁止）
第�26条　この規程又は館長が指示する事項に著しく違反した者は、図書館及び資料の利用を制限し又は禁止

することができる。

第７章　　そ　　の　　他
　　（その他）
第27条　この規程に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、館長が定める｡

　　附　則
　この規程は、平成　６年４月１日から施行する。
　この規程は、平成　９年４月１日から施行する。
　この規程は、平成１２年４月１日から施行する。
　この規程は、平成１３年４月１日から施行する。
　この規程は、平成１６年４月１日から施行する。
　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
　この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
　この規程は、平成２５年４月１日から施行する。
　この規程は、令和　６年４月１日から施行する。



Ⅴ　教 職 員 一 覧
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職　　名 氏　　　名

学長・特任教授 山　下　　恵　子

副 学 長 ・ 教 授 大　坪　　祥　子

教 授 井　上　　浩　義

〃 木　村　　匡　登

〃 後　藤　　祐　子

〃 川　越　　勇　二

〃 西　山　　和　夫

〃 久　松　　尚　美

〃 吉　田　　秀　政

准 教 授 武　村　　順　子

〃 河　野　　美香子

〃 髙　妻　　弘　子

〃 小　澤　　拓　大

〃 桑　迫　　信　子

〃 長　島　　洋　介

〃 髙　妻　　瑠弥乃

講 師 小　澤　　真美子

〃 伊　東　　朋　子

〃 山　本　　優　子

〃 桐　明　　里　美

〃 村　上　　和　厳

〃 江　田　　菜穂子

〃 城　戸　　佐智子

〃 小　川　　美由紀

〃 星　﨑　　明　里

〃 鷲　﨑　　公　彦

助 手 一　栁　　智　子

職　　名 氏　　　名

併 任 講 師 佐々木　　由喜子

〃 中　武　　亮　子

〃 満　行　　知　花

〃 山　下　　愛　実

〃 渡　邉　　　　裕

〃 中　山　　　　迅

〃 山　本　　辰　典

非 常 勤 講 師 安　樂　　三由紀

〃 石　神　　聖　徳

〃 植　田　　美　穂

〃 江　田　　かおり

〃 太　田　　宏　美

〃 折　口　　奈津美

〃 甲　斐　　磨有美

〃 狩　野　　秀　行

〃 菊　田　　恭　子

〃 木　下　　　　統

〃 串　間　　範　一

〃 工　藤　　貴　子

〃 熊田原　　匡　子

〃 兒　玉　　京　子

〃 西　郷　　友　香

〃 佐　藤　　由紀枝

〃 佐　保　　忠　智

〃 椎　葉　　恵　子

〃 瀬　尾　　哲　代

〃 節　政　　沙弥香

教　職　員　一　覧
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職　　名 氏　　　名

非 常 勤 講 師 仙　頭　　睦　美

〃 髙　橋　　利　行

〃 髙　橋　　伸　弥

〃 竹之下　　真　理

〃 田　中　　秀　典

〃 田之上　　　　耀

〃 玉　城　　美千子

〃 田　村　　宏　樹

〃 張　　　　　　彤

〃 土　田　　悦　子

〃 鶴　田　　雄　一

〃 長　瀬　　冨美子

〃 中　武　　紋　子

〃 濱　田　　さおり

〃 浜　月　　春　佳

〃 原　田　　真　理

〃 日　高　　彩　子

〃 日　高　　　　淑

〃 平　川　　貴　之

〃 福　島　　明　子

職　　名 氏　　　名

非 常 勤 講 師 藤　田　　　　篤

〃 藤　山　　由佳里

〃 堀之内　　信　子

〃 本　田　　奈留美

〃 巻　　　　庄次郎

〃 馬　籠　　奈津子

〃 間　所　　あゆみ

〃 馬　原　　裕加里

〃 御手洗　　正　文

〃 南　園　　加奈子

〃 三　宅　　浩　子

〃 宮　里　　由　実

〃 三　輪　　能　弘

〃 泰　田　　久　史

〃 保　田　　昌　秀

〃 山　口　　淸　美

〃 山　田　　幸　紀

〃 山　守　　和　美

〃 吉　田　　かおる



－ 157 －

事 務 職 員 一 覧
職　　　名 氏　　　名 主な担当業務

事 務 局 長 湯　地　　　　寿 統 括

総 務 部 長 蓑　部　　　　初 総 務 統 括

入 試 広 報 部 長 山　田　　秀　人 入 試 広 報 総 括

総 務 部 次 長 外　山　　雅　士 総 務

学 生 部 次 長 工　藤　　尚　彦 就 職 支 援

情報管理センター長 宮　下　　禎　久 ネ ッ ト ワ ー ク 管 理

キャリア教育センター長 河　野　　　　豪 就 職 支 援

総 務 課 長 永　春　　留　美 総 務

入 試 広 報 部 課 長 石　川　　亮　介 入 試 広 報

情報管理センター課長 橋　本　　悠　輝 ネ ッ ト ワ ー ク 管 理

教 務 課 長 北　林　　真由子 教 務

実習指導課長補佐 髙　橋　　明　美 実 習 指 導

保健管理センター主幹 中　武　　容　子 養 護

会 計 課 主 幹 山　本　　郷　子 会 計

総 務 部 係 長 スタンリー美奈子 総 務

学 生 部 係 長 宮　本　　世利子 学 生 支 援

会 計 課 係 長 吉　井　　真　也 会 計

書 記 濵　砂　　麻友美 学 生 支 援

書 記 水　﨑　　沙　織 教 務

書 記 髙　山　　和歌菜 入 試 広 報

書 記 千　原　　大　幸 入 試 広 報

書 記 鶴　田　　紘　子 会 計

書 記 壱　岐　　路　子 総 務

技 術 員 阿　萬　　和　弘 バス運転、用度、環境整備

非 常 勤 職 員 青　井　　京　子 購 買 部

非 常 勤 職 員 柏　田　　真　美 実 習 指 導

非 常 勤 職 員 井　伊　　早　苗 養 護

非 常 勤 職 員 平　下　　律　子 入 試 広 報

非 常 勤 職 員 西　　　　結　菜 就 職 支 援

非 常 勤 職 員 ヘンスリー 千 春 カ ウ ン セ リ ン グ
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宮崎学園図書館職員一覧
職　　　名 氏　　　名 主な担当業務

館 長 川　越　　勇　二 統 括

司 書 古　瀬　　菜津美 総 務、 整 理、 閲 覧

司 書 上　原　　樹　林 総務補助、整理、閲覧

非 常 勤 職 員 見　戸　　澄　子 閲 覧

非 常 勤 職 員 中　村　　香　織 整 理

非 常 勤 職 員 久　保　　　　愛 整 理

非 常 勤 職 員 坂　元　　恵　子 総 務 補 助、 閲 覧



Ⅵ　キ ャ ン パ ス 案 内



学舎・教室・研究室配置図

国際交流センター

１階２階

１階

４号館

３号館

学生駐車場

ＷＣ

学生部・教務部

エントランス

食堂

食堂
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３号館

教務 総務課

図書館書庫

会計課

① 理事長室
② 学長室
③ 小会議室
④ 教員パソコン室
⑤ 同窓会技術員室
⑥ 情報管理センター
⑦ 井上研究室
⑧ 江田研究室
⑨ 後藤研究室
⑩ 武村研究室
⑪ 大坪研究室
⑫ 久松研究室
⑬ 桑迫研究室
⑭ 河野研究室
⑮ 

⑯ 西山・保田研究室
⑰ 桐明研究室
⑱ 髙妻（弘）研究室
⑲ 木村（匡）研究室
⑳ 吉田研究室
㉑ 
㉒ 第１レッスン室

～  　　 ～

� 第12レッスン室
� 学友会
� 伊東研究室
� 小澤（真）研究室
� 星﨑研究室
� 長島研究室
� 一栁研究室

� 村上研究室
� 髙妻（瑠）研究室
� 小川研究室
� 小澤（拓）研究室
� 鷲﨑研究室
� 
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室
� 国際大教員研究室

�
�
�
�
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４号館

非常勤講師
控室

「音楽（身体）表現室」

保健管理センター

キャリア教育
センター

「家庭科室」準備室
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宮崎学園図書館

※４Ｆ研究室

�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室
�国際大教員研究室

メディア授業
収録用スタジオ

多目的室グループ
　　学習室４

グループ
学習室１

飲食専用
コーナー

書庫
貴重書室

カウンター

グループ
学習室２

開架書架

開架書架

開架書架

グループ
　　学習室３

�

� �

�

�

�

�

�

�
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瀬頭交差点 昭和町交差点

←至 市役所 至 一ツ葉有料道路→

宮
崎
駅 科学技術館

文化の森

宮崎学園中学校・高等学校●
大坪記念ホール●

幼保連帯型認定こども園
宮崎学園短期大学附属みどり幼稚園

大淀川
大
淀
大
橋

小
戸
橋

清
武
駅

●清武小学校

●清武交番

●清武総合支所

●セブンイレブン

●マツモトキヨシ

●髪工房かみや

幼保連帯型認定こども園
宮崎学園短期大学附属清武みどり幼稚園

●長徳寺祈願堂

●宮崎学園短期大学

清
武
川

宮崎太陽
銀行
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